
　　　　　　　　 　　　　 　　　　

エッセイ

駅伝道路をつくってみたい…………………………………………………岡 崎 満 義 1

ば特集 / 歩行者らへ自転車優先のみちづくりについで,

歩行者‐自転車優先のみちづくりについて …………………………溝路 騨 諜 4

津和野町くらしのみちゾーンに向けて
...,,.島根県津和野町建設課 8

~ 歩行者 ･自転車優先の道路整備の検討~

京都市の花見小路景観整備事業 ………………… 鷲讓 機報 13
~ 快適な歩行空間の形成を目指して ~

那覇市国際通りトランジットマイノし社会実験の ……靭環騨騰がり甦梁歳費姿19結果と今後の課題

海外におるナるトランジットモール導入事例の紹介r…………鯛財"国一芸義理甥睡菰 25

規制改革推進 3か年計画 (再改定) について …………………………道路局路政課 3 1

道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要綱について …………道路局路政課 3 6

平成14年度国土交通白書について …………………………………………道路局総務課 4 2

不正通行者に対する未納通行料金の強制徴収について …………… 顯 譜 錮 51

遭脇法令圓係噂& A 道路特定財源の使途の見直しについて ……道路局路政課 5 3

l道路占用Q & A - (第21回) 道路管理者間の協議 (その2)…………… 編 彌 鑿肇 55

訴訟事例紹介 宮城国道45号原付転倒事故損害賠償請求事件………奨逢唇違歌 57

、 浮き世を離れて花の名所へ (秋田県) ………………………高 橋 正 弘 5 9
　 　 　
　

　
　　　　

ノキ“をノ
ノ 春分の日は伝統産業の日 (京都市) ……………………………橋 本 浩 之 6 2

纖轉ソ者衾鸚顯 広域連携と官民協働こよる自転車の走るまちづくり…上円 周 二 6 4

時 ･時 ･ 時 …………………………………………………………………………………………フO



園
特
集
/
歩
行
者
の
自
転
車
優
先
の
み
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
圓道

路
局
地
方
道
･
環
境
課

歩
待
者

@

自
転
藁
優
先
の
み
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

一

は
じ
め
に

道
路
は
、
か
つ
て
交
通
の
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
と
と
も
に

人
々
が
集
い
、
や
す
ら
ぐ
暮
ら
し
の
空
間
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
急
激
に
進
展
し
た
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ

て
、
現
在
で
は
身
近
な
道
路
ま
で
が
車
優
先
の
使
わ
れ
方

が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
土
交
通
省
で
は
、
今
後
、
生
活
道
路
に
つ
い
て
は
車

よ
り
歩
行
者
･
自
転
車
を
優
先
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
施
策
の
一
環
と
し
て
、
現
在
、

｢く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー
ン

(仮
称
)｣、
｢ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
｣
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
意
欲
の
高
い
地

区
を
募
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

｢く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー
ン

(仮
称
)｣
と
は
、
交
通
安
全

対
策
と
鑑
繃
魁
柱
化
や
緑
化
な
ど
地
区
の
快
適
性
を
向
上
す

る
取
組
み
を
同
時
に
行
い
、
身
近
な
道
路
を
生
活
空
間
と

し
て
質
の
高
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
施
策
で
あ
り
、

｢ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
｣
と
は
、
中
心
市
街
地
の
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
等
で
一
般
車
両
の
利
用
を
制
限
し
て
、
道

路
を
歩
行
者
･自
転
車
と
公
共
交
通
機
関
に
開
放
し
、
街

の
賑
わ
い
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
施
策
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
背
景
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

二

背
景

1

車
が
主
役
と
な
っ
た
道
路
利
用

戦
後
、
経
済
の
急
成
長
に
伴
い
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
が
急
激
に
進
展
し
、
道
路
は
子
供
た
ち
が
遊
ん
だ
り
、

地
域
の
人
々
が
井
戸
端
会
議
を
行
う
賑
わ
い
の
空
間
か

ら
、
自
動
車
交
通
中
心
の
移
動
、
配
送
空
間
へ
と
大
き
く

変
化
し
て
い
っ
た
。

日
本
は
欧
米
諸
国
と
異
な
り
馬
車
道
の
時
代
を
経
験
し

な
か
っ
た
た
め
、
国
道
さ
え
も
舗
装
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

な
ど
、
戦
後
の
自
動
車
交
通
に
対
応
し
た
道
路
整
備
は
、

ま
さ
に

｢ゼ
ロ
｣
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
高
度
成
長
と
そ
れ
を
支
え
て
猛
烈
な
勢
い
で
進
む
自

動
車
利
用
へ
対
応
す
る
に
は
、
道
路
舗
装
延
長
を
伸
ば
す

こ
と
や
高
速
道
路
を
整
備
す
る
こ
と
が
最
優
先
で
あ
っ
た
。

2

多
発
す
る
生
活
道
路
で
の
事
故

一
方
、
我
が
国
の
交
通
事
故
の
特
徴
を
見
る
と
、
歩
行

中
･
自
転
車
乗
用
中
の
死
者
数
が
、
全
死
者
数
の
四
割
を

占
め
て
お
り
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
高
い
水
準
に
あ
る

こ
と

(図
-
)、
中
で
も
特
に
高
齢
者
の
交
通
死
者
数
が

多
く
、
歩
行
中
、
自
転
車
乗
用
中
と
も
死
者
数
の
六
割
が

高
齢
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
歩
行
中
の
事
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図 1 状態別3 0日死者数の比較

故
の
六
割
が
自
宅
か
ら
五
〇
0
m
以
内
で
発
生
し
て
い
る

こ
と

(図
2
)
な
ど
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
多
く
の
歩
行
者

事
故
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

交
通
量
に
対
す
る
死
傷
事
故
件
数
の
発
生
割
合
を
示
す

死
傷
事
故
率
を
比
較
す
る
と
、
生
活
道
路
は
幹
線
道
路
の

倍
も
事
故
の
危
険
が
あ
り
、
特
に
歩
行
中
･自
転
車
乗
用

中
の
事
故
は
生
活
道
路
に
集
中
し
て
い
る
こ
と

(図
3
)

が
分
か
る
。

こ
れ
ら
は
、
通
過
交
通
が
幹
線
道
路
の
渋
滞
を
避
け
て

身
近
な
道
路
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
と

考
え
ら
れ
、
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
体
系
的
な
整
備

に
よ
り
、
よ
り
安
全
な
道
路
に
よ
り
多
く
の
交
通
量
を
分

担
さ
せ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
安
全
性
を
向
上
す
る
と

と
も
に
、
生
活
道
路
に
お
い
て
は
通
過
交
通
を
排
除
し
、

歩
行
者

･
自
転
車
の
通
行
を
優
先
す
る
ゾ
ー
ン
を
形
成
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

3

快
適
性
や
環
境
へ
の
要
望

国
民
の
価
値
観
が
多
様
化
す
る
と
と
も
に
道
路
に
対
す

る
利
用
者
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
、
量
的
拡
大
を
求
め
る
道

路
政
策
や
利
便
性
を
追
求
す
る
道
路
の
あ
り
方
に
対
し

て
、
多
様
な
意
見
や
要
求
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

車
中
心
の
道
路
か
ら
人
中
心
の
道
路
へ
の
転
換
、
移
動
中

心
の
道
路
利
用
か
ら
生
活
中
心
の
道
路
利
用
な
ど
、
新
し

　

　
　

:

の
比

う
生

が
発行中)発生比率
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自動軍専用道路 幹線道路 身近な逼潴

出典:(財)交遊駛籤総合分析センター費料(平成13年)

図 3 幹線道路と生活道路の死傷事故率

い
道
路
利
用
の
あ
り
方
も
模
索
さ
れ
始
め
て
い
る
。

｢人
｣
の
視
点
か
ら
道
路
空
間
の
現
状
を
見
る
と
、
狭

く
、
段
差
が
あ
っ
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
が
十
分
で
な
く
、

電
柱
や
放
置
自
転
車
な
ど
に
よ
っ
て
有
効
幅
員
が
狭
め
ら

れ
て
歩
き
に
く
い
歩
道
や
、
ま
ち
の
景
観
を
悪
化
さ
せ
て

い
る
上
空
の
電
線
、
道
に
突
き
出
て
並
ぶ
、
色
や
形
が
バ

ラ
バ
ラ
の
看
板
類
な
ど
、
質
的
に
も
視
覚
的
に
も
貧
困
さ

を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
状
況
に
あ
る
。
｢人
｣
中

心
の
道
づ
く
り
を
求
め
る
声
は
、
道
路
に
関
す
る
世
論
調

査

(内
閣
府

平
成
一
三
年
一
月
調
査
)
結
果
に
も
端
的

に
現
れ
て
い
る

(図
4
)。

三

施
策
の
概
要

1

く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー
ン

く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー
ン

(仮
称
)
は
、
外
周
を
幹
線
道

○~500m以内
6GB %

km ~ 2km
63 %

道行セ 2003,4 6



路
に
囲
ま
れ
た
等
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
住
区
や
中
心
市
街

の
街
区
な
ど
に
お
い
て
、
一
般
車
両
の
地
区
内
へ
の
流
入

を
制
限
し
て
身
近
な
道
路
を
歩
行
者
･
自
転
車
優
先
と

し
、併
せ
て
無
電
柱
化
や
緑
化
等
の
環
境
整
備
を
行
っ
て
、

出費;内閣府『組醸に圓する世哺覊皀｣

交
通
安
全
の
確
保
と
生
活
環
境
の
質
の
向
上
を
同
時
に
図

ろ
う
と
す
る
取
組
み
で
あ
る

(図
5
)。
ゾ
ー
ン
の
出
入

口
に
速
度
規
制
標
識
を
設
置
し
た
り
、
ク
ラ
ン
ク
、
ハ
ン

プ
等
に
よ
り
速
度
低
減
を
図
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
身
近

な
道
路
を
車
よ
り
歩
行
者
･
自
転
車
優
先
と
し
、
安
全
な

交
通
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
幅
の

広
い
歩
道
等
の
整
備
、
既
設
歩
道
の
段
差
の
切
り
下
げ
や

傾
斜
･
勾
配
の
改
善
と
い
っ
た
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
、
た
ま
り
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
、
紐
電
柱
化
、
沿
道
緑
化

等
を
進
め
、快
適
な
生
活
環
境
の
形
成
を
目
指
し
て
い
る
。

2

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
は
、
中
心
市
街
地
の
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
等
で
一
般
車
両
の
利
用
を
制
限
し
て
、
道
路
を

歩
行
者

･
自
転
車
と
公
共
交
通
機
関
に
開
放
し
、
街
の
賑

わ
い
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
施
策
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
内
で
は
、
歩
行
者
は
自
動
車
を

気
に
せ
ず
安
心
し
て
買
物
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
と

も
に
、
バ
ス
や
路
面
電
車
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
が
歩
行

者
の
移
動
を
補
助
す
る
役
割
を
果
た
す
。
さ
ら
に
、
高
齢

者
や
子
供
、
身
障
者
な
ど
、
自
動
車
を
利
用
で
き
な
い

人
々
も
安
心
し
て
中
心
市
街
地
に
来
る
こ
と
が
で
き
る
よ

、つ
に
な
る
。

3

公
募
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
で
は
、
本
施
策
に
積
極
的
に
取
り
組
も
う

と
す
る
意
欲
の
高
い
地
区
を
募
集
し
て
い
る

(応
募
締
め

切
り

…
五
月
一
六
日
)。

公
募
の
対
象
は
、
市
民
団
体
又
は
市
町
村
等
で
、
①
概

ね
五
年
後
の
実
現
を
目
指
し
て
取
組
み
が
進
め
ら
れ
る
地

｢波打ち歩逼｣と呼ばれる段差の多い歩道

團歩行者の立場から道路整備に望むこと(世論調査)

電線類が空を囲い、稼が少ない身近な道路

図4 道路に関する世論調査

電線類の地中化
測法船靴の署攝や故髓自転車の撤去

跡の鯨潮拇など鱒鱗への鯛録難
題知、カネ水道などのライフライン,情躯遁恒施設の収轉

歩道にベンチほどを設け休強できるよ弱こする
櫨錮轄の授留、カラー範蛋など

路面駐車ほど公共交迩の走行難問を提供

間道路空間の快適な利用において重要なこと(世論調査)

逕感駐車や放圏自転事をなくす

80(%)

歩潴の段差をなくし歩きやすく 鯛
,上
納

10
1,き



、
等
髓
れ

0 美しい街並みの創出

　
　

　
　

　
　

爽
方璽

　　

　

ハンプ、路側表示等

【歩行空間のバリアフリー化】
･歩道の段差 傾斜 ･勾配の改善
･視覚障害者誘導用ブロックの設置
･透水性舗装、保水性舗装などの整備 等

図 5 くらしのみちゾーン (仮称)

等
上
^廟　　　に

擾

区
で
あ
る
こ
と
、
②
市
町
村
等
と
地
域
の
方
々
と
が
話
し

合
い
を
進
め
両
者
が
実
現
に
向
け
協
力
で
き
る
環
境
が
醸

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。

応
募
さ
れ
た
地
区
で
要
件
を
満
た
す
も
の
は
、
｢く
ら

し
の
み
ち
ゾ
ー
ン
｣
又
は

｢ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
｣
と

し
て
登
録
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
紹
介
す
る
と
と
と
も

に
、
実
施
に
向
け
た
学
識
経
験
者
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
市

町
村
に
対
す
る
計
画
策
定
費
、
事
業
費
の
一
部
に
つ
い
て

の
補
助
等
に
よ
り
、
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。ま

た
、
応
募
地
区
の
う
ち
合
意
形
成
等
に
当
た
っ
て
社

会
実
験
を
必
要
と
す
る
地
区
は
、
新
規
性
、
先
進
性
、
有

効
性
等
の
観
点
か
ら
選
定
し
て
社
会
実
験
費
に
よ
る
支
援

も
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四

お
わ
り
に

国
土
交
通
省
で
は
、
こ
う
し
た
取
組
み
を
進
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
生
活
道
路
を
こ
れ
ま
で
の

｢車
中
心
｣
か
ら

｢人
｣
中
心
へ
と
っ
く
り
変
え
、
か
つ
て
道
路
が
持
っ
て

い
た
人
々
が
集
い
や
す
ら
ぐ
暮
ら
し
の
空
間
を
再
生
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
取
組
み
は
、
様
々
な
施
策
を
遂
行
す
る
行
政

の
取
組
み
と
、
地
域
を
愛
し
て
ゆ
と
り
と
快
適
を
教
授
し

た
い
と
願
う
地
域
住
民
と
の
｢協
働
｣
が
不
可
欠
で
あ
る
。

読
者
の
皆
さ
ん
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第

で
あ
る
。

l くらしのみちゾーン (仮称) の形成 l

【ハンプ1



園
特
集
/
歩
行
者
の
自
転
車
優
先
の
み
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
圓

灘
鬮
榊
鬮
く
ら
し
◎
語
ら
ツ
ー
ン
に
繭
帶
て

島
根
県
津
和
野
町
建
設
課

$
歩
行
者

@

自
転
車
優
先
の
道
路
整
備
の
検
討
…

一

は
じ
め
に

近
年
、
道
路
整
備
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
が
変
化

し
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
道
路
の
交
通
需
要
に

合
わ
せ
て
道
路
幅
を
拡
げ
た
り
、
バ
イ
パ
ス
を
整
備
し
て

交
通
を
処
理
す
る
道
路
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
住
民
の
生
活
が
主
体
と
な
る
地
域
で
は
、
歩
行

者
や
自
転
車
の
安
全
性
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
と
と
も

に
、
道
路
の
拡
幅
整
備
が
、
こ
れ
ま
で
の
街
並
み
を
変
え
、

場
合
に
よ
っ
て
は
住
民
の
生
活
を
も
変
え
る
ケ
ー
ス
も
生

じ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域

の
特
性
に
応
じ
て
、従
来
の
道
路
整
備
を
進
め
る
地
域
と
、

住
民
の
生
活
を
重
視
し
た
道
路
整
備
を
進
め
る
地
域
と
に

分
け
、
住
民
の
生
活
が
主
体
と
な
る
地
域
で
は
、
歩
行

者
･
自
転
車
を
優
先
し
た
道
路
整
備
を
行
い
、
歩
い
て
楽

し
め
る
、
自
転
車
で
爽
や
か
に
走
れ
る
生
活
空
間
を
形
成

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

津
和
野
町
は
、
城
下
町
の
街
並
み
が
残
る
観
光
地
で
、

年
間
三
一〇
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
平
成
一

三
年
に
は
、
主
要
地
方
道
萩
津
和
野
線
バ
イ
パ
ス
が
完
成

し
、
城
下
町
の
風
情
を
残
す
地
区
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ

ー
ン
形
成
事
業
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
町
に

よ
る
新
た
な
観
光
施
設
と
し
て
、
｢安
野
光
雅
美
術
館
｣

｢道
の
駅
津
和
野
温
泉
な
ご
み
の
里
｣
が
相
次
い
で
完
成

し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
事
業
は
、
市
街
地
の
交
通
や
観
光
に
変
化
を

与
え
る
こ
と
か
ら
｢津
和
野
町
ま
ち
づ
く
り
検
討
委
員
会
｣

を
組
織
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
、
道
路
整
備
の
あ
り

方
を
議
論
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
導
き
出
さ
れ
た

理
念
が

『人
と
環
境
に
や
さ
し
い
交
流
の
里
づ
く
り
』
で

あ
り
、
歩
行
者
や
自
転
車
を
優
先
す
る
道
路
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
と
い
う
方
針
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん

の
観
光
客
が
来
訪
す
る
観
光
地
で
、
住
民
の
暮
ら
し
と
観

光
客
の
周
遊
の
安
全
を
目
的
と
し
て
道
路
整
備
を
行
な
う

こ
と
は
、
く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー
ン
の
考
え
方
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

今
回
、
策
定
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
及
び
道
路
整
備

の
方
針
に
つ
い
て
紹
介
し
、
今
後
の
く
ら
し
の
み
ち
ゾ
ー

ン
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

二

津
和
野
町
の
概
要

城
下
町
と
し
て
七
〇
〇
年
の
歴
史
を
も
つ
｢山
陰
の
小

京
都
｣
津
和
野
町
は
島
根
県
の
西
端
に
位
置
し
、
青
野
山

と
城
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
人
口

約
六
、
一
〇
〇
人
の
町
で
す
。



医函三日呵
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図 1 津和野町観光入込み客数の推移 (日帰り ･宿泊別)

明
治
の
文
官室
谷林
鴎
外
旧
宅
、
先
哲
西
周
旧
居
、
キ
リ
シ

タ
ン
殉
教
史
跡
乙
女
峠
な
ど
五
〇
指
に
余
る
史
跡
や
地
方

信
仰
の
メ
ッ
カ
と
し
て
も
知
ら
れ
る
太
鼓
谷
稲
成
神
社
、

永
明
寺
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
な
ど
と
あ
わ
せ
、
｢森
鴎
外

記
念
館
｣
、
｢現
代
フ
ォ
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
｣、
｢葛
飾
北
斎
美

術
館
｣、
｢杜
塾
美
術
館
｣
な
ど
の
多
く
の
資
料
館
や
美
術

館
は
、
｢津
和
野
｣
と
い
う

一
つ
の
魅
力
と
な
っ
て
観
光

を
支
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
観
光
形
態
は
日
帰
り
型
で
、
宿
泊
客
は
全
体

の
四
%
に
過
ぎ
ず
、
滞
在
型
の
観
光
地
に
変
え
て
い
く
こ

~な冠
講

ぜら総

と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
1
)。

市
街
地
及
び
周
辺
部
の
道
路
網
は
、
図
2
に
示
す
と
お

り
で
、
国
道
九
号
が
山
あ
い
を
走
り
、
通
過
交
通
を
排
除

し
て
い
ま
す
。
市
街
地
に
降
り
る
路
線
は
市
街
地
北
側
と

　

　
　
　
　　　

サ

休
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鬆
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(単位:千人)
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図 2 津和野市街地周辺の道路網と交通量



中
央
に
二
本
あ
り
ま
す
が
、
狭
あ
い
で
屈
曲
部
が
多
く
、

車
輌
通
行
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
〇

年
代
初
頭
の
開
通
を
目
指
し
て
、
国
道
九
号
を
南
側
で
結

ぶ
県
道
柿
木
津
和
野
停
車
場
線
バ
イ
パ
ス
を
整
備
中
で

す
。
ま
た
、
平
成
一
三
年
度
に
は
市
街
地
南
側
に
ア
ク
セ

ス
す
る
主
要
地
方
道
萩
津
和
野
線
バ
イ
パ
ス
が
整
備
さ

れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
都
市
計
画
道
路
津
和
野
停
車
場
中
座

7時台 8時台 9時台 10時台 刊時台 -2時台 -3時台 14時台 15時台 的時台 l7時台 18時合

図 3 萩津和野線 (殿町通り) 交通量 (休日)
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線
と
バ
イ
パ
ス
を
結
ぶ
区
間
が
市
街
地
の
幹
線
的
な
道
路

と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

交
通
量
は
、
最
も
集
中
す
る
中
央
部
で
七
、
三
〇
〇

台
/
日
、
休
日
は
六
、
一
〇
〇
台
/
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

主
要
観
光
地
区
と
な
る
津
和
野
大
橋
周
辺
で
は
、自
動
車
、

歩
行
者
、
自
転
車
が
錯
綜
し
、
歩
道
の
整
備
が
十
分
で
な

い
こ
と
か
ら
、
観
光
客
の
安
全
な
周
遊
、
住
民
の
安
心
で

き
る
交
通
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
状
況
で
す
。
前
述
の

様
に
、
新
た
な
観
光
施
設
を
整
備
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

休
日
に
お
い
て
は
交
通
錯
綜
の
状
況
に
拍
車
が
か
か
っ
て

い
ま
す

(図
3
、
写
真
1

･
2
)
。

観
光
は
津
和
野
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
た
め
、
歩
行

者
･
自
転
車
が
安
全
に
行
動
で
き
る
環
境
整
備
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
平
日
に
お
い
て
も
通
学
時
な
ど
に

は
、
歩
行
者
と
自
動
車
が
混
在
す
る
状
況
と
な
り
、
自
動

車
走
行
速
度
の
抑
制
も
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す

(写
真

3

,
4
)
0

三

ま
ち
づ
く
り
論
議
の
活
発
化

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
道
づ
く
り
を
中
心
と
し

た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
平
成
一
〇
年
度
か
ら

ま
ち
づ
く
り
の
検
討
を
始
め
ま
し
た
。
東
京
大
学
篠
原
修

教
授
を
委
員
長
と
し
、
町
民
、
商
工
観
光
、
福
祉
、
行
政

関
係
者
等
で
構
成
す
る
『津
和
野
町
ま
ち
づ
く
り
検
討
委

員
会
』
を
立
ち
上
げ
、
道
路
交
通
問
題
を
中
心
と
し
な
が

ら
、
観
光
、
地
域
振
興
に
至
る
ま
ち
づ
く
り
の
議
論
を
進

め
て
い
ま
す
。

一
方
、
島
根
県
で
は
市
街
地
の
一
地
区

(橋
北
地
区
)

を

｢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
｣
と
し
て
位
置
づ
け
、
歩
行

者
優
先
の
道
路
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ゾ
ー
ン
形
成
事
業
で
は
、
町
民
が
参
加
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
住
民
参
加
手
法
を
取
り
入
れ
て
、
整
備
計

画
を
進
め
て
お
り
、
写
真
1
に
示
す
よ
う
に
田
萩
津
和
野

写真 2 観光行動の状況 (休日) 写真 1 殿町通り利用状況(休日)

写真 4 都市計画道路通学状況 写真 3 都市計画道路通学状況

餓
働
600

600

期
300

劉

100
0



線

｢殿
町
通
り
｣
は
道
路
用
地
内
で
歩
道
部
を
広
げ
、
車

道
を
石
畳
に
し
て
車
の
走
行
速
度
を
低
下
さ
せ
る
整
備
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

四

ま
ち
づ
く
り
･
み
ち
づ
く
り
の
方
向
性

津
和
野
町
が
目
指
す
の
は

｢人
と
環
境
に
や
さ
し
い
交

流
の
里
｣
で
す
。
こ
の
理
念
に
基
づ
き
、
基
本
方
針
を
三

つ
定
め
ま
し
た
。

①
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
を
つ
く
る

自
動
車
の
乗
り
入
れ
規
制
な
ど
市
街
地
の
交
通
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
歩
行
者
に
や
さ
し
い
ま
ち
に
す
る
。

②
滞
在
型
観
光
地
に
し
て
交
流
人
口
を
増
や
す

観
光
ス
ポ
ッ
ト
の
分
散
と
多
様
化
を
図
る
。
複
数
の

観
光
行
動
手
段
を
提
供
し
、
満
喫
で
き
る
観
光
地

｢津

和
野
｣
を
実
現
す
る
。

③
新
し
い
経
済
発
展
の
受
け
皿
を
つ
く
る

新
た
な
道
路
と
観
光
施
設
を
有
効
に
使
っ
て
、
津
和

野
の
新
し
い
観
光
の
魅
力
を
創
出
す
る
。

こ
れ
ら
の
方
針
に
基
づ
き
、
導
入
す
る
交
通
施
策
と
し

て
、
以
下
の
三
つ
を
設
定
し
ま
し
た
。

①
循
環
バ
ス
の
導
入

自
動
車
の
乗
り
入
れ
規
制
を
行
う
た
め
の
代
替
交
通

と
し
て
、
観
光
客
の
行
動
手
段
の
選
択
肢
と
し
て
導
入

を
検
討
す
る
。

②
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
方
式
の
導
入

市
街
地
の
南
北
に
あ
る
公
共
駐
車
場
を
利
用
し
、
循

環
バ
ス
や
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
に
乗
り
換
え
る
パ
ー
ク
ア

ン
ド
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
検
討
す
る
。

③
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
限
定
的
導
入

観
光
客
の
多
い
休
日
に
、
時
間
を
限
定
し
て
公
共
車

両
と
一
部
の
車
両
の
乗
り
入
れ
の
み
を
認
め
る

｢ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
｣
の
将
来
的
導
入
を
検
討
す
る
。

こ
れ
ら
を
実
現
す
る
上
で
念
頭
に
置
い
て
お
く
こ
と

は
、
歴
史

･
文
化

･
伝
統
を
踏
ま
え
た
新
た
な
ま
ち
づ
く

り
を
展
開
す
る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
、
津
和
野
ら
し
い

も
の
は
何
か
?

津
和
野
ら
し
い
エ
リ
ア
は
ど
の
範
囲
な

の
か
?

を
き
ち
ん
と
議
論
し
、
決
め
て
行
く
こ
と
で
し

た
。
委
員
会
の
下
部
に
専
門
組
織
と
し
て
の

｢都
市
計
画

“
定設

稔
ン

ず

一

･
ゾ野町まちづくり計画図 (案) (ゾーン設定 ･交通システム ･道路整



部
会
｣
を
置
き
、
町
民
代
表
の
方
々
と
議
論
を
つ
く
し
た

結
果
、
図
4
に
示
す
ま
ち
づ
く
り
計
画
図

(案
)
が
で
き

あ
が
り
ま
し
た
。

｢人
と
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
｣
と
は
何
か
?

を
考

え
る
と
、
最
近
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る

｢ス
ロ
ー
タ

ウ
ン
｣
｢
ス
ロ
ー
社
会
｣
の
イ
メ
ー
ジ
と
類
似
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
本
町
で
は
、
①
ゆ
っ
く
り
と

落
ち
着
け
る
空
間
、
②
安
全
で
や
さ
し
い
空
間
、
③
お
互

い
が
助
け
合
う
空
間
で
あ
る
と
定
義
し
、
こ
の
よ
う
な
ま

ち
づ
く
り
を
展
開
す
る
ゾ
ー
ン
を
『思
い
や
り
ゾ
ー
ン
(仮

称
)』
と
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
津
和
野
ら
し
さ
を
守

り
、津
和
野
ら
し
さ
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ゾ
ー
ン
は
、
ゾ
ー
ン
内
へ
の
域
外
か
ら
の
自
動
車

写真 5 津和野街並み (1)

交
通
を
で
き
る
限
り
抑
制
し
、
街
並
み
に
合
っ
た
交
通

量
･
速
度
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
道
路
整
備
を
進

め
る
こ
と
と
し
ま
し
た

(写
真
5
･
6
)。

自
動
車
交
通
の
抑
制
は
、
平
成
二
〇
年
代
初
頭
頃
に
柿

木
津
和
野
停
車
場
線
バ
イ
パ
ス
が
完
成
す
る
こ
と
に
よ

り
、
大
き
な
改
善
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
間
に
、

循
環
バ
ス
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
形
成
事
業
の
推
進
、
交
通
施
策
の
内
外
へ

の
情
報
提
供
を
進
め
、
交
通
量
･
速
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

実
現
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

以
上
の
ま
ち
づ
く
り
･
み
ち
づ
く
り
の
方
針
が
く
ら
し

の
み
ち
ゾ
ー
ン
の
考
え
方
に
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

写真6 津和野街並み (2)

五

社
会
実
験
に
取
り
組
一心

津
和
野
町
は
、
平
成
一
五
年
度
に
社
会
実
験
に
取
り
組

む
こ
と
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
循
環
バ
ス
を
導
入
す
る
道

路
網
が
整
っ
て
き
た
こ
と
、
南
北
の
拠
点
と
な
る
公
共
駐

車
場
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
実
際
に
循
環
バ
ス
と

パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
み
て
、
自

動
車
交
通
の
抑
制
効
果
や
観
光
客
の
行
動
の
変
化
、
他
の

交
通
機
関
へ
の
影
響
な
ど
の
情
報
を
把
握
し
、
本
格
運
行

へ
の
基
礎
資
料
と
し
て
い
く
計
画
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
に

合
わ
せ
て
、
観
光
振
興
施
策
を
か
ら
め
、
歩
行
者
天
国
の

試
行
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
関
係
機
関
と
内
容
を

検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

六

お
わ
り
に

津
和
野
の
よ
う
に
小
さ
な
町
に
、
多
数
の
自
動
車
交
通

は
似
合
い
ま
せ
ん
。
少
し
昔
に
戻
っ
て
、
自
動
車
の
便
利

さ
を
忘
れ
、
ま
ち
の
魅
力
を
楽
し
め
る
観
光
地
に
脱
皮
し

て
い
く
こ
と
が
、
津
和
野
町
と
し
て
の
望
み
で
あ
り
、
大

き
な
課
題
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
都
市
の
よ
う
に
、
生
活
と
観
光
が
一

体
に
な
る
こ
と
で
、
二
一
世
紀
の
観
光
に
対
応
し
て
行
け

る
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。



圓
特
簾
/
歩
行
者
◎
自
転
車
優
舞
の
み
穆
づ
く
り
に
つ
い
て
國
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…
轢
週
な
廉
衞
薹
鬮
◎
鰺
戯
を
圓
嘉
し
て
…

京
都
市
建
設
局
道
路
部
道
路
維
持
課

一

は
じ
め
に

花
見
小
路
は
、
京
都
市
東
山
区
樵
園
町
の
中
央
を
南
北

に
貫
く
通
り
で
す
。
今
回
ご
紹
介
す
る
事
業
は
、
そ
の
花

見
小
路
を

｢棋
園
情
緒
｣
を
伝
え
る
京
都
を
代
表
す
る
町

並
み
に
ふ
さ
わ
し
い
道
路
に
再
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

ま
ず
、
紙
園
町
の
位
置
と
歴
史
か
ら
案
内
し
ま
す
。

京
都
市
の
都
心
、
東
西
方
向
の
幹
線
道
路
に
四
条
通
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
四
条
通
の
東
端
、
東
山
に
突
き
当
た
っ

た
と
こ
ろ
に
褐
園
祭
の
神
事
で
有
名
な
八
坂
神
社
が
あ
り

ま
す
。
ち
な
み
に
、
八
坂
神
社
は
、
明
治
時
代
に
改
名
さ

れ
る
前
は
紙
園
社
と
称
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
紙
園
社
の

門
前
に
発
生
し
た
町
が
紙
園
町
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
末
頃

か
ら
門
前
町
の
景
観
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す

　
　

　　

　
　

　

　

　

　
　

き琵
『
r甦
を
瓢
荊絲
讓
蘭
圓
川̂田
川
ぞ
=都

　
　
　　
　　　
　
　　

1 位置図

が
、
棋
園
社
参
詣
人
や
東
山
見
物
の
遊
客
の
た
め
の
遊
所

と
し
て
町
並
み
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
は
、
一
七
世
紀
中

ご
ろ
江
戸
時
代
の
初
頭
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

忠
臣
蔵
で
有
名
な
裾
園
の
一
力
茶
屋

(方
亭
)
は
、
四
条

図2 紙園町南側地区の地図



花
見
小
路
南
東
角
に
あ
り
ま
す

(図
1
)。

さ
て
、
こ
の
事
業
を
実
施
し
た
花
見
小
路
の
あ
る
紙
園

町
南
側
地
区

(図
2
)
は
、
そ
の
紙
園
町
の
う
ち
四
条
通

か
ら
南
に
あ
る
地
域
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
は
建
仁
寺
の

境
内
で
し
た
が
、
明
治
維
新
前
夜
の
樵
園
の
火
災
や
洛
中

の
戦
火
に
よ
り
衰
退
す
る
京
都
の
救
済
策
と
し
て
、
明
治

七
年
に
概
園
甲
部
お
茶
屋
組
合
が
譲
り
受
け
て
作
ら
れ
た

町
で
す
。
明
治
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
｢都
を
ど
り
｣
は
、

0本二階格子造店舗用式 0本二階茶屋様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図 3 代表的な建築様式

四
月
一
日
~
三
〇
日
に
か
け
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
紙
園
の

代
表
的
な
催
し
で
す
が
、
大
正
二
年
概
園
甲
部
歌
舞
練
場

が
新
築
さ
れ
て
か
ら
は
、
毎
年
当
地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

の
地
区
は
、
北
は
四
条
通
、
東
は
東
大
路
通
の
幹
線

道
路
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
南
か
ら
西
に
か
け
て
は
建

仁
寺
･
安
井
金
毘
羅
宮
等
の
社
寺
や
宮
川
町
の
花
街
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
は
紙
園
甲
部
歌
舞
線
場
を
中
心
に
お
茶
屋

や
料
理
屋
が
軒
を
連
ね
る
京
都
の
代
表
的
な
風
情
を
か
も

し
出
す
地
域
で
す

(図
3
)。

三

ま
ち
づ
く
り
の
動
き

一
九
八
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
経
済
は
こ
の
地
区
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
、
地
区
外
資
本
に
よ
る
新
た
な
事
業
や
建
物
が

進
出
す
る
な
ど
、
地
域
の
環
境
や
景
観
が
変
化
を
見
せ
始

め
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
地
域
住
民

(約
三
〇
0

戸
)
に
よ
っ
て
、
｢伝
統
的
な
町
並
み
の
保
全
と
地
区
の
活

性
化
を
概
園
町
に
住
む
私
達
で
｣
を
合
言
葉
に
平
成
八
年

八
月
｢棋
園
町
南
側
地
区
協
議
会
｣
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
三

年
六
月
に
京
都
市
が
こ
の
地
区
を
市
街
地
景

観
条
例
に
基
づ
く

｢歴
史
的
景
観
保
全
修
景
地
区
｣
に
指

定
し

｢道
路
か
ら
見
え
る
建
物
高
さ
は
一
二
m
以
下
、
屋

根
材
は
日
本
瓦
、
鋼
板
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
｣
な
ど
と
規

制
す
る
と
、
協
議
会
は
そ
の
翌
月
に

｢屋
外
広
告
物
は
二

階
の
軒
よ
り
上
に
設
置
せ
ず
、
黒
や
茶
、
白
の
い
ず
れ
か

に
す
る
｣、
｢看
板
に
点
滅
式
の
照
明
は
使
わ
な
い
｣
な
ど
、

き
め
こ
ま
や
か
な
基
準
を
設
定
し
た

｢棋
園
町
南
側
地
区

景
観
協
定
｣
を
締
結
し
、
住
民
自
ら
の
手
で
ま
ち
の
景
観

を
守
る
決
意
を
示
し
ま
し
た
。

建
築
物
の
景
観
保
全
に
合
わ
せ
、
道
路
の
景
観
整
備
に

つ
い
て
も
取
組
み
を
行
い
ま
し
た
。
花
見
小
路
を
幹
線
と

す
る
と
そ
の
補
助
幹
線
と
も
言
え
る
南
園
小
路
、
御
陵
前

通
、
青
柳
小
路
等
に
つ
い
て
、
平
成
九
年
か
ら
一
〇
年
度

に
か
け
て
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
舗
装
を
行
う
な
ど
道

路
の
景
観
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
一
部
道
路
の
一
方
通

行
規
制
に
つ
い
て
も
住
民
合
意
の
も
と
実
施
し
ま
し
た
。

三

花
見
小
路
の
景
観
整
備

1

整
備
方
針

周
辺
道
路
の
景
観
整
備
が
行
わ
れ
る
中
、
花
見
小
路
の

景
観
整
備
に
つ
い
て
も
議
論
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

以
下
の
整
備
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

･
生
活
と
観
光
の
二
面
性
に
配
慮
し
た
空
間
形
成

･
快
適
な
歩
車
共
存
道
の
整
備

,
快
適
な
歩
行
者
空
間

(歩
行
者
空
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
)

･
ま
ち
な
み
と
一
体
と
な
っ
た
紙
園
ら
し
い
景
観
形
成

当
時
の
花
見
小
路
は
、
営
業
用
の
電
力
、
通
信
線
な
ど

七
社
の
電
線
が
道
路
の
上
空
を
縦
横
に
占
用
す
る
な
ど
、

道
路
上
の
景
観
は
、
沿
道
の
建
築
物
に
そ
ぐ
わ
な
い
状
況

を
呈
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
整
備
方
針
を
実
現
す
る
た
め
、
電

“ 道行セ 2003,4



線
共
同
溝
を
整
備
し
既
設
電
柱
を
撤
去
す
る
電
線
類
地
中

化
工
事
と
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
を
石
畳
舗
装
や
カ
ラ
ー

写真 2 整備後
石畳の道として再生された花見小路。

舗
装
に
再
整
備
す
る
道
路
景
観
整
備
工
事
を
京
都
市
が
地

元
協
議
会
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た

(写
真
1
･
2
)。

2

工
事
の
概
要

③

電
線
類
地
中
化
工
事

○
要
請
者
方
式

○
工
事
費
…
二
･
五
億
円

○
事
業
年
度
…平
成
=

、
三
一年
度

○
工
事
延
長
…
L
=
三
三
0

m

･
管
路
総
延
長
L
=
七
、
二
〇
一
m

･
桝
設
置
総
数
N
=
一
七
箇
所

･
電
柱
撤
去
本
数
N
=
一
人
本

･
支
線
撤
去
本
数
N
=
四
条

○
地
中
化
参
画
企
業
者
…
七
企
業
者

･
関
西
電
力
㈱

(電
力
)

･
西
日
本
電
信
電
話
㈱

(通
信
)

･
㈱
有
線
ブ
ロ
ー
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス

(音
放
)

･
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱

金
白放
)

･
㈱
N
H
K
ア
イ
テ
ッ
ク

(T
V
共
聴
)

･
京
阪
神
不
動
産
㈱

(T
V
共
聴
)

･大
和
電
設
工
業
㈱

(概
園
甲
部
組
合
電
話
)

･道
路
管
理
者
用
管
路

②

道
路
景
観
整
備
工
事

○
本
市
単
独
工
事

○
工
事
費
…約
三
億
円

お

【
建
仁
寺
｣

4

図4 花見小路完成平面図
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･道
路
幅
員
…
W
=
六
･
八
m
~
八

･
三

m

○
事
業
年
度
…平
成
一
三
年
度

○
総
工
事
延
長
…
L
=
三
三
0

m

(A
工
区

四
条
通
~
団
栗
通
)

･
延
長
…
L
=
二
六
0

m

表

花見小路整備事業全体工程

事業
諭 さ‐度 Û14 u 1 2 1 3

'□-l日ネニL等‘ ｣ -/側里取引米効安冒七 ◆ ゆ
、

電線類地中化工事
メ ｣｢ r

道路景観整備工事
↑ -ー…ー+

移 設補 償 工 事
↑÷

企業設備更改工事
･

｣ ｣｢ テ

工 事休止期 間 ぬ"~斡"祭枇似勾ト剱･11-
h
ソどを

｣榔吻
俄

卸
叫

@
鰍

鱗
鎌

末

習

年

温

石
畳
舗
装
…車
道
部
四
0
@
六
○
、
t
=
-
o
m

屠
り棚
州鬮
]

路
肩
部
二
0
@
三
0
、
t
=
-
o
m

デ
ザ
イ
ン
照
明
…
N
=

一
三
基

(五
五
W
@
三
、

蛍
光
灯
)

シ
ン
ボ
ル
サ
イ
ン

"
N
=
三
基

(
一
五
O
W
ナ
ト

リ
ウ
ム
灯
)

(B
工
区

団
栗
通
~
安
井
北
門
通
)

･
延
長
…
L
=
七
0

m

･
道
路
幅
員
…
W
=
六

･
四

m
~
九

･
三

m

･
カ
ラ
ー
舗
装
"
t
=
四

皿

･
デ
ザ
イ
ン
照
明

…
N
=
四
基

(二
〇
0
W
、
水
銀

灯
)

◎

工
事
工
程

工
事
は
、
お
茶
屋
の
営
業
な
ど
が
あ
る
た
め
夜
間
工
事

が
で
き
な
い
、都
を
ど
り
(三
月
一
五
日
~
四
月
三
0
日
)

紙
園
祭

(七
月
一
〇
日
~

-
七
日
)、
温
習
会

(
一
〇
月

一
日
~
六
日
)
な
ど
地
区
独
特
の
文
化
行
事
に
よ
る
工
事

の
休
止
が
必
要
な
期
間
が
あ
る
、
な
ど
厳
し
い
現
場
条
件

が
あ
っ
た
た
め
、
平
成

=
年
度
~
一
三
年
度
の
三
ヵ
年

を
要
し
ま
し
た

(表
1
)。

3

よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
か
ら
以
下
の
よ

う
な
種
々
の
工
夫
と
協
力
を
得
て
い
ま
す
。

･
根
園
町
南
側
協
議
会
の
役
員
は
、
地
域
に
自
動
車
が

流
入
す
る
一
因
と
も
な
っ
て
い
る

｢場
外
馬
券
売
り

-
四
条
通
一

幅回
一同
州
開題



場

ウ
イ
ン
ズ
京
都
｣
に
対
し
、
こ
の
事
業
へ
の
理

解
と
協
力
を
求
め
る
た
め
何
度
も
上
京
す
る
な
ど
、

事
業
推
進
の
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。

根
園
歌
舞
練
場
は
、
電
線
類
地
中
化
に
当
た
っ
て
必

要
に
な
る
地
上
機
器
を
一
般
通
行
者
か
ら
は
見
え
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
、
敷
地
内
の
塀
の
後
ろ
に
無
償

で
設
置
す
る
協
力
を
頂
い
た
。

花
見
小
路
付
近
で
必
要
に
な
る
電
力
用
の
変
圧
器
･

開
閉
器
に
つ
い
て
は
、
枝
道
に
あ
る
電
柱
に
添
架
設

置
す
る
こ
と
に
よ
り
花
見
小
路
の
景
観
整
備
を
支
援

o

繃

o

淋(
…と

　

　照
く下水) 電話

電気

図 5 石畳舗装断面模式図

す
る
な
ど
、
枝
道
の
沿
道
住
民
も
花
見
小
路
の
景
観

整
備
に
理
解
を
示
し
協
力
さ
れ
て
い
る
。

地
中
化
配
線
の
沿
道
民
家
立
ち
上
げ
管
路
に
つ
い
て

は
、
壁
面
の
外
観
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
格
子
等

:再変アスフ"恥安定処理Rハ&80蚊25〕H‐1鎌田

　　　　
　

総
纖

　
　

　図6 石畳舗装標準横断面図

で
目
隠
し
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
ま
ち
の
風
情
に
合
う
石
畳
や
照
明
灯
の
デ
ザ
イ

ン
に
つ
い
て
は
、
技
術
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
集
団

｢
ア
ー

ト
テ
ッ
ク
ま
ち
な
み
協
議
会
｣
の
協
力
を
得
ま
し
た
。
花

見
小
路
の
自
動
車
交
通
を
規
制
で
き
な
い
現
状
を
踏
ま

え
、石
畳
の
舗
装
構
成
を
強
固
な
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、

石
畳
の
デ
ザ
イ
ン
で
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
工
夫
を
行

っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
路
肩
部
の
石
畳
模
様
を
路
側

線
に
見
せ
る
長
方
形
の
石
材
、
そ
の
外
側
を
車
道
部
分
よ

り
細
か
い
石
材
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー

に
走
行
ル
ー
ト
外
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
事
と
し
、

歩
車
共
存
道
路
と
類
似
す
る
効
果
を
有
し
て
い
ま
す

(図

5
.
6
)
0

現
在
、
花
見
小
路
の
交
通
規
制
は
、
午
後
九
時
~
午
前

四
時

(土
日
は
、
午
前
九
時
~
午
後
五
時
、
午
後
九
時
~

午
前
四
時
)
の
南
行
一
方
通
行
で
す
が
、
沿
道
の
景
観
と

石
畳
舗
装
･
デ
ザ
イ
ン
照
明
の
整
備
に
よ
り
、
ド
ラ
イ
バ

ー
に
歩
行
者
優
先
･
徐
行
運
転
が
当
然
、
と
い
う
意
識
を

植
え
付
け
る
効
果
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

四

今
後
の
ま
ち
づ
く
り

京
都
市
で
は
平
成
一
二
年
度
に
策
定
し
た
京
都
市
基
本

計
画
に
お
い
て
、
歩
い
て
楽
し
い
ま
ち

｢歩
く
ま
ち
･
京

都
｣
の
実
現
を
目
指
す
、
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。
｢歩
く

ま
ち
･
京
都
｣
と
は
、
歴
史
文
化
資
産
や
自
然
環
境
と
調

和
し
た
歩
く
魅
力
が
あ
る
ま
ち
、
誰
も
が
歩
き
た
く
な
る

;首牙〒ヤ ?nn年4 77



よ
う
な
安
全

･
快
適
な
交
通
環
境
が
整
っ
た
ま
ち
、
生
活

目
的
が
身
近
な
地
域
で
歩
い
て
果
た
せ
る
ま
ち
、
ま
た
、

来
訪
者
に
と
っ
て
も
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
よ

り
深
く
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
で
す
。
こ
の
よ
う
な

ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に
、
美
し
い
町
並
み
景
観
の
形
成
な

ど
歩
く
ま
ち
の
魅
力
を
高
め
る
取
組
み
を
進
め
る
と
と
も

に
、
自
動
車
流
入
の
抑
制
や
安
全
な
自
転
車
利
用
の
促
進

等
、
の
び
の
び
と
歩
け
る
た
め
の
条
件
を
整
備
し
、
環
境

へ
の
負
担
の
少
な
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す

(写
真
3
･
4
)。

株
園
町
南
側
地
区
協
議
会
に
お
い
て
住
民
主
導
型
で
実

施
さ
れ
て
い
る
花
見
小
路
に
お
け
る
今
回
の
事
例
も
、
そ

の
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
の
一
例
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

写真 3 路面の案内板
路面に埋め込んだ案内板。
地域らしいデザインとした。

協
議
会
で
は
、
毎
年
テ
ー
マ
ご
と
に
活
発
な
議
論
を
繰

り
広
げ
て
い
ま
す
。
平
成
一
四
年
に
は
商
業
･
住
環
境
整

備
と
し
て
、
風
営
法
に
か
か
る
業
種
の
一
部
の
営
業
を
地

区
計
画
で
規
制
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
防
災
面

で
は
、
多
数
の
木
造
家
屋
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
舞
妓
さ

ん
も
参
加
す
る
消
防
訓
練
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

花
見
小
路
の
交
通
規
制
に
つ
い
て
は
、
夜
の
お
茶
屋
営

業
、
土
日
の
場
外
馬
券
売
り
場
へ
の
自
動
車
交
通
対
策
な

ど
を
踏
ま
え
、
現
状
で
は
精
一
杯
の
交
通
規
制
と
も
言
え

ま
す
が
、
地
区
内
の
交
通
対
策
に
つ
い
て
は
、

リ
き
続
き

更
な
る
検
討
を
進
め
る
な
ど
、
歩
行
空
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
に
つ
い
て
、
熱
心
な
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

｢博
物
館
の
よ
う
に
保
存
す
る
の
で
は
な
く
、
伝
統
と

時
代
の
動
き
の
両
方
を
踏
ま
え
な
が
ら
最
低
限
の
ル
ー
ル

で
あ
る
共
通
の
物
差
し
の
も
と
に
各
人
が
ブ
ラ
イ
ド
と
責

任
を
持
っ
て
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
｣
、
意
気
込
み
を

持
つ
紙
園
町
南
側
地
区
協
議
会
の
今
後
の
活
動
に
期
待
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

(文
責

道
路
維
持
課
担
当
課
長
補
佐

塩
谷
孝
雄
)

写真4 ある日の花見小路

　　 　　　　　　 　　　　　



圏
特
集
/
歩
行
者
の
自
転
車
側
舞
の
み
ち
づ
く
り
に
つ
い
で
園

,

螂
鬮
蔀
鬮
轢
遡
り
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
マ
イ
ル

鉈庸

那
覇
市
国
際
通
り
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
マ
イ
ル
実
行
委
員
会写真 1 通常の国際通り状況

一

は
じ
め
に

通
は
バ
ス
、
タ
ク
シ
1
の
み
で
、
自
動
車
依
存
度
が
高
く
、

特
に
国
際
通
り

(平
成
=

年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス

自
動
車
交
通
量
が
著
し
く
多
い
状
況
に
あ
り
ま
す

(写
真

調
査
)
で
は
、
平
日
自
動
車
類
二
四
時
間
交
通
量
が
約
二

那
覇
市
の
中
心
市
街
地
は
、
戦
後
、
沖
縄
の
商
業
の
中

1
)
。

0
、
五
〇
〇
台
/
日
で
あ
り
、
平
均
旅
行
速
度
も
大
都
市

心
を
担
い
、
と
り
わ
け
国
際
通
り
は
、
県
都
那
覇
の
メ
イ

ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し
て
、
沖
縄
県
及
び
那
覇
市
の
商
業
の

発
展
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
、
車
社
会
の
進
展
、
住
宅
の
郊
外
化
、

流
通
の
変
化
に
よ
る
郊
外
大
型
店
の
進
出
な
ど
に
よ
り
定

住
人
口
の
減
少
、
商
業
の
停
滞
が
お
こ
り
、
中
心
市
街
地

の
魅
力
が
薄
れ
、
か
つ
て
の
よ
う
な
求
心
力
を
失
い
つ
つ

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
国
際
通
り
の
来
街
者
数
の
変
化
に

も
現
れ
、
平
成
三

年
の
来
街
者
は
平
成
八
年
に
比
較
し

て
、
休
日
で
約
一
五
%
も
減
少
し
て
い
ま
す

(図
1
)。

ま
た
、
軌
道
系
交
通
機
関
の
な
い
沖
縄
で
は
、
公
共
交

L 匙8 鬮 m 1 !
'＼節約蔵
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来街者数の変化 (13時台~ 17時台】
参考 :平成12年 3月 那覇市中心商店街通行量調査報告書

図 1 来街者数の変化
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の
三
分
の
一
以
下
と
な
っ
て
、
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
発

生
し
て
い
ま
す

(図
2
)。

20

応

約

6

0

那
覇
市
国
際
通
り
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
で
は
、
こ

う
し
た
現
状
に
対
し
て
、
将
来
的
に
フ
ル
モ
ー
ル
、
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入
を
検
討
し
た
調
査
報
告
書
を
発

表
し
て
お
り
、
那
覇
市
で
は
、
平
成
一
五
年
開
業
予
定
の

沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
と
周
辺
地
区
を
結
ぶ
新
た
な
移
動

手
段
の
検
討
も
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
や

そ
れ
に
起
因
す
る
環
境
悪
化
の
改
善
、
社
会
実
験
を
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
開
放
さ
れ
た
道
路
空
間
の
活
用
に
よ

る
商
店
街
の
活
性
化
や
高
齢
者
･
障
害
者
に
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
た
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
本
格
実

施
に
向
け
て
、
各
種
課
題
の
抽
出
と
対
応
策
の
検
討
を
目

的
と
し
た
社
会
実
験
と
し
て

｢那
覇
市
国
際
通
り
ト
ラ
ン

ジ
ッ
ト
マ
イ
ル
｣
を
実
施
し
ま
し
た
。

な
お
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
マ
イ
ル
と
い
う
名
称
は
、
市
民
、

県
民
に
対
し
て
、
こ
の
社
会
実
験
に
親
し
み
と
興
味
を
持

っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
｢
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
｣
と
戦
後
沖
縄
の
復
興
の
代
名
詞
に
も
な
っ
て
い
る

国
際
通
り
の
別
名

｢奇
跡
の
1
マ
イ
ル
｣
を
か
け
た
造
語

と
し
て
名
付
け
た
も
の
で
す
。

二

社
会
実
験
の
概
要

今
回
の
社
会
実
験
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
一
三

年
度
の
国
土
交
通
省
の
社
会
実
験
B
地
域

(実
験
の
熟
度

を
高
め
る
地
域
)
の
選
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成

一
三
年

一
〇
月
二
四
日
に
那
覇
市
長
を
委
員
長
と
し
た

｢那
覇
市
国
際
通
り
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
マ
イ
ル
実
行
委
員
会
｣

を
立
ち
上
げ
、
平
成
一
四
年
一
月
二
七
日
に
は
熟
度
を
高

め
る
べ
く
、
プ
レ
社
会
実
験
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
連
行
の
安
全
性
を
確
認
す
る

と
と
も
に
三
万
人
の
来
街
者
が
あ
り
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ

ス
の
連
行
に
対
す
る
要
望
も
強
い
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
平
成
一
四
年
度
に
も
社
会
実
験
の
申
請
を
行

い
、
社
会
実
験
A
地
域

(現
地
で
の
実
験
を
実
施
す
る
地

域
)
の
選
定
を
受
け
て
実
施
し
た
も
の
で
す
。

な
お
、
今
回
の
社
会
実
験
は
以
下
の
日
程
及
び
実
験
項

目
で
実
施
し
ま
し
た
。

1

実
験
実
施
日

平
成
14
年
8
月
31
日
土

　　　　　　　
　

　

　

　　
　

　
　

M
年
9
月
8
日
旧
轡

写真2 トランジットバス走行状況

2

実
験
項
目

【実
験
項
目
二

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
連
行

(ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
六

合
~
八
台
、
周
遊
三
路
線
、
合
計
運
行
区
間
約
九
師

(重

複
区
間
を
除
く
))
に
よ
る
国
際
通
り
と
モ
ノ
レ
ー
ル
駅

及
び
周
辺
地
区
と
の
ア
ク
セ
ス
性
の
向
上
、
バ
ス
の
位
置

情
報
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
乗
り
換
え
利
便
性
、
タ
ク
シ
ー
ベ

イ
導
入
に
よ
る
移
動
利
便
性
の
向
上
及
び
乗
用
車
か
ら
公

共
交
通
機
関
へ
の
利
用
転
換
の
可
能
性
の
把
握

(図
3
･

4
)
0

　
　

　　　
日
~

Q
V



貴実
験
項
目
2
｣

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
導
入
に
お
け
る
大
気
、
騒
音
等

の
環
境
改
善
効
果
の
検
証
。

賓実
験
項
目
3
髻

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入
に
よ
り
、
開
放
さ
れ
た

道
路
空
間
を
活
用
し
た
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
を
通

じ
た
商
業
活
性
化
の
可
能
性
及
び
駐
車
場
情
報
提
供
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
よ
る
利
便
性
向
上
の
検
証
。

【実
験
項
目
4
圓

電
動
車
椅
子
や
電
動
ス
ク
ー
タ
ー
等
及
び
非
健
常
者
の

通
常
移
動
手
段
の
モ
ニ
タ
ー
調
査
に
よ
る
、
タ
ウ
ン
モ
ビ

　溌
麓

瀞珍

図 3 トランジットバスルート図
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図 4 国際通り内トランジットバス走行断面図

　　

　

　
　

　

ト
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ル
年

　
　

　

　
　

じ
ろ

ゆ

し
成

も
も

め

ノ
平

く

お

ひ
モ
,(

　
　

リ
テ
ィ
の
有
効
性
、
歩
道
の
改
善
点
の
検
証
。

今
回
の
報
告
で
は
、
上
記
実
験
項
目
の
内
、
ト
ラ
ン
ジ

ッ
ト
モ
ー
ル
導
入
に
よ
る
商
業
活
性
化
の
可
能
性
、
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
連
行
、
大
気
･
騒
音
等
の
環
境
改
善
効

果
、
周
辺
交
通
へ
の
影
響
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

三

社
会
実
験
結
果

1

ア
ン
ケ
ー
ト
に
見
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
評
価

今
回
の
社
会
実
験
で
は
、
四
日
間
の
合
計
で
約
一
一
七

千
人
の
来
街
者
が
あ
り
、
実
験
初
日
で
も
約
二
五
千
人
、

最
終
日
に
は
約
三
四
千
人
が
訪
れ
ま
し
た

(図
5
)。
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8月31日 9月 1日 9月7日 8月8日

図 5 日別推定来街者数 (2時~ 1朝寺)

705

来
街
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
回
答
者
の
割
合
を
見
る

と
、
通
常
で
は
主
に
観
光
客
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
今
回
の
実
験
で
は
、
県
内
、
と
り
わ
け
那
覇
市
内

か
ら
訪
れ
る
人
が
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
6
)。
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*米街者アンケート調査 (回JI又:1217票)

図6 来街者アンケート回答者の住居地域

ま
た
、
来
街
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
が
必
要
と
す
る
声
が
約
七
割
に
上
り
ま
し
た

(図

7
)。さ

ら
に
来
街
者
と
は
別
に
国
際
通
り
の
商
店
街
に
対
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
売
り
上
げ
の
上
が
っ

た
店
舗
が
約
三
割
、
下
が
っ
た
店
舗
が
約
二
割
程
あ
り
な

が
ら
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
が
国
際
通
り
の
活
性
化
に

役
立
つ
と
の
意
見
は
約
六
割
で
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル

化
に
対
す
る
評
価
は
概
ね
良
好
で
し
た

(図
8
･
9
)。

53

44

舐

筵

芻

=

13

8

7

6



2

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
パ
ス
運
行
実
験

四
日
間
連
行
し
た
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス

(無
料
)
は
、

合
計
七
、
六
四
八
人
の
利
用
者
が
あ
り
、
来
街
者
の
約

七
%
に
あ
た
り
ま
す
。
実
際
に
は
数
字
以
上
に
需
要
が
高

く
、
後
半
の
二
日
間
は
連
行
台
数
を
二
台
増
や
し
て
対
応

し
ま
し
た
が
、
需
要
人
数
は
集
計
し
た
利
用
者
数
よ
り
も

多
い
と
思
わ
れ
ま
す

(図
中
)。

7
′図

Q
V図

必要だと思う2跳 ぶ%

どちらとも
いえない

12%

必要だと
思わない

ま
た
、
来
街
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
も
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト

バ
ス
の
各
ル
ー
ト
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
約
六
割
が
必

要
と
答
え
て
い
ま
す

(図
=
)。

896 3% 上力くっ★こ

　　 　
囲 がった 口変わらなかった隅下めくった
鬮競回答

た
れ

つ
し

が上圏
□

、
8月31日 9月l日

ノ 、
9月7日 9月8日

ノ
6台 8台

図

10 日別トランジットバス利用者数ト

な
お
、
連
行
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
事
故
も
な
く
、

ツ“
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
も
歩
行
者
へ
の
危
険
を
感
じ

杉
な
か
っ
た
と
す
る
意
見
が
四
割
、
危
険
を
感
じ
た
人
は
一

別

割
で
し
た
。
ま
た
、
連
行
間
隔
、
連
行
速
度
と
も
に
、
ち

日

ょ
う
ど
よ
い
と
の
意
見
が
四
割
を
超
え
、
｢通
り
内
走
行

n
)回

を
五
~

-
○
臘
/
h
に
制
限
し
た
こ
と
｣
｢ト
ラ
ン
ジ
ッ

ト
バ
ス
走
行
ゾ
ー
ン
の
設
定
｣
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

次
に
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
移
動
時
間
は
、
連
行
計
画

で
想
定
し
た
時
間
よ
り
も
増
加
し
ま
し
た
。

そ
の
要
因
と
し
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
遅

い　
　

実験当日(日曜日)の売り上げ状況

賞簾してし、
なかった 無回答

3%

トランジットモールは必要だと思いますが。

無回答
どちらともいえl5.8、

　　
　 　　　　　　　　

必要だと恩わ 必要だと思う

ない 6鼠4、

3,l、

立つと思いますか

　　　　　 　　

　　　

　　　　　
　　

圓はい囲いいえ□わからない口無回答

無回答



行
間
隔
等
を
含
め
連
行
計
画
の
見
直
し
が
必
要
と
思
わ
れ

ま
す
。

①

通
り
内
の
歩
行
者
に
配
慮
し
て
随
時
、
停
車

･
走

行
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
。

②

通
り
内
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
進
入
台

数
を
四
台
に
限
定
し
た
た
め
、
通
り
内
走
行
時
間
の

増
加
が
、
各
バ
ス
の
通
り
内
進
入
口
に
お
け
る
待
機

場
所
で
の
待
ち
時
間
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
。

③

乗
降
客
数
の
調
査
作
業
(乗
車
券
配
布
･
回
収
)
に

よ
っ
て
乗
降
客
の
誘
導
が
円
滑
に
で
き
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
移
動
時
間
が
増
加
し
ま
し
た
(図
陀
)。

き#↓

‘

県庁 ◆

図12 トランジットバス移動時間

7 8 9 to il 12 13 ★4 l5 16 17 l8 l9 幻 21 銘

図13 二酸化窒素 (N0 2) 測定結果

弩

3

環
境
改
善
効
果

国
際
通
り
内
の
窒
素
酸
化
物
は
最
大
で
四
0
中
も
低
減

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
騒
音
も
各
測
定
箇
所
で
環
境
基
準

値
七
0
莇
を
下
回
り
、
沿
道
環
境
の
改
善
効
果
が
見
ら
れ

ま
し
た

(図
旧
･
曽
)。
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図14 騒音調査結果 (12時~ 18時)
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4

周
辺
道
路
の
交
通
状
況

交
通
量
調
査
の
結
果
、
実
験
実
施
日
で
は
、
久
茂
地
川

沿
い
の
道
路
と
関
南
交
差
点
を
通
っ
て
国
道
三
三
〇
号
に

＼ 約9%減

　
　　　里

　　
　
　

神原交差点
抜
け
る
道
路
の
二
つ
の
道
路
が
国
際
通
り
の
代
替
経
路
と

な
っ
て
交
通
が
集
中
し
ま
し
た
が
、
幹
線
道
路
に
つ
い
て

は
大
き
な
影
響
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

(図
畑
)。

ロ

　　　
　　　｣

　
　
　

　

-2,634 10564

パレット前交差点御成橋交差点

図15 周辺道路の交通状況 (12時~ 旧時)

四

今
後
の
課
題

実
験
の
結
果
、
国
際
通
り
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
社
会
実
験
に
つ
い
て
は
、
来
街
者
及
び
地
元
商
店
街

に
お
い
て
概
ね
理
解
が
得
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
今

後
は
定
期
的
な
実
施
に
よ
っ
て
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の

認
識
の
浸
透
と
と
も
に
恒
常
的
な
導
入
が
可
能
か
否
か
確

認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
連
行
に
つ
い
て
は
、
来

街
者
の
利
用
意
向
が
高
く
、
週
末

(土
日
)
に
お
い
て
は

周
辺
道
路
へ
の
影
響
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
、
運
営

事
業
者
の
検
討
や
、
モ
ノ
レ
ー
ル
利
用
促
進
効
果
の
検
証

を
含
め
て
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
バ
ス
の
具
体
的
導
入
に
向
け
た

検
討
が
必
要
で
す
。

五

お
わ
り
に

国
際
通
り
へ
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
導
入
は
、
国
際

通
り
の
活
性
化
を
図
る
重
要
な
施
策
で
あ
る
と
同
時
に
環

境
を
重
視
し
た
歩
行
者
優
先
の
あ
ら
た
な
道
路
施
策
で

す
。
こ
れ
ま
で
、
観
光
客
主
体
で
あ
っ
た
国
際
通
り
に
市

民
、県
民
の
足
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
り
、

｢歩
い
て
楽
し
い
商
店
街
｣
の
新
た
な
展
開
も
期
待
さ
れ

ま
す
。

今
後
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
本
格
的
な
導
入
の
実
現

に
向
け
て
関
係
各
機
関
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　

　　　
　
　
　
-橋

約

　

　

　
　
　
　

　

　

　
　讓真実　　



図
特
集
/
歩
行
者
@
圓
輻
車
優
先
の
み
ち
づ
く
り
に
つ
い
で
鬮

纒
外
に
轟
帶
る

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
躯
ー
ル
導
入
薹
例
◎
縄
爺

鯛
国
土
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
調
査
第
二
部

す
る
基
準
が
な
い
こ
と
や
、
歩
行
者
に
対
す
る
安
全
性
が

車
交
通
を
排
除
･
制
限
し
て
買
物

･
通
行

･
休
憩
が
快
適

確
保
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
本
格
的
な
導
入
事
例

に
で
き
る
歩
行
者
空
間
に
、
バ
ス
や
路
面
電
車
な
ど
路
面

は
い
ま
だ
な
い
。

を
走
行
す
る
公
共
交
通
機
関
を
導
入
し
た
空
間
を
称
し
た

一

は
じ
め
に

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
と
は
、
中
心
市
街
地
の
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
な
ど
に
お
い
て
一
般
自
動
車
交
通
を
制
限

し
、
道
路
を
歩
行
者

･
自
転
車
と
バ
ス
や
路
面
電
車
な
ど

の
公
共
交
通
機
関
に
開
放
し
て
、
ま
ち
の
賑
わ
い
を
創
出

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
の
進
展
や
大
規
模
商
業
施
設
の
郊
外
立
地
、
居
住
者

の
減
少
な
ど
に
よ
っ
て
、
中
心
市
街
地
の
活
力
が
低
下
し

て
い
る
。
欧
米
の
都
市
で
も
、
我
が
国
と
同
様
に
中
心
市

街
地
の
空
洞
化
や
道
路
環
境
悪
化
が
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
た
が
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
を
導
入
し
た
欧
米
の

諸
都
市
で
は
商
店
街
に
買
い
物
客
が
戻
り
、
か
つ
て
の
賑

わ
い
を
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

我
が
国
に
は
、
歩
行
者
空
間
に
公
共
交
通
機
関
を
導
入

本
稿
で
は
、
道
路
空
間
を
よ
り
快
適
で
、
よ
り
魅
力
あ

る
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
、
今
後
の
我
が
国
に
お
け
る

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
導
入
へ
の
方
向
性
を
考
え
る
上
で

の
参
考
事
例
と
し
て
、
海
外
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
導
入
実
態
を
紹
介
す
る
。

二

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
概
要

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
と
い
う
言
葉
は
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ

ト
と
モ
ー
ル
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト

は
路
線
を
定
め
ら
れ
た
公
共
交
通
機
関
を
指
し
、
モ
ー
ル

は

一
般
に
商
店
街

(シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
)
を
い
う
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
と
は
、
商
店
街
に
お
い
て
自
動

図 1 トランジットモールの概念図

路線を定められた公共交通機関
(路面電車、バス、地下鉄など)

モールに、路面電車やバスなど路面を
走行する公共交通機関を導入した空間

歩行者優先で、買物や通行が快適に行える空間



も
の
で
あ
る

(図
1
)。

ま
た
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
で
導
入
さ
れ
て
い
る
主

写真 1 バス (アメリカ ･ポートランド)

な
公
共
交
通
機
関
と
し
て
は
、
バ
ス
･
路
面
電
車

(L
R

ド

T
)
の
二
種
類
が
あ
げ
ら
れ
る

(写
真
1
･
2
)。

ン杉

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入
目
的
及
び
効
果
に
つ
い

祚

て
は
主
に
次
の
二
券

考
え
ら
れ
る
o

力

,
道
路
交
通
環
境
の
改
善

り

自
動
車
交
通
抑
制
に
よ
り
渋
滞
問
題
の
解
消
や
、

騒
音

･
大
気
汚
染
な
ど
の
環
境
問
題
が
改
善
さ
れ

る
。

中
心
市
街
地
の
活
性
化

歩
行
環
境
の
向
上
や
誘
導
動
線
の
確
立
に
よ
り
、

来
街
者
が
増
加
す
る
。
ま
た
、
公
共
交
通
の
利
便
性

が
向
上
し
快
適
な
移
動
が
可
能
に
な
る
。

写真 2 路面電車 (スイス ･チューリッヒ)

三

海
外
に
お
け
る
導
入
事
例

ヒッ

海
外
で
は
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に

四
〇
以
上
の
都
市
で
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。
主
な
導
入
都
市
を
図
に
示
す

(図
2
)。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
形
態
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

路
面
電
車
に
よ
る
歩
行
者
混
在
型
が
主
で
あ
り
、
ア
メ
リ

カ
で
は
バ
ス
に
よ
る
歩
行
者
分
離
型
が
主
な
形
態
を
と
っ

て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

欧
米
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
導
入
の
経
緯

は
、
六
〇
年
代
か
ら
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
急
激
な

進
展
に
と
も
な
い
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
道
路
渋
滞
に
よ

ス

ロ

　

　

･ネ

ミ

ス

き
事

該

ド

し

ン

ン

　　

　

ト

ル
デ

　

　

エ

ク

諌

一

ル

ヒ

る

ッ

け

　　
　

　　

ア
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轆
さ
羞図 トランジットモール導入都市
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る
大
気
汚
染
や
交
通
事
故
に
よ
る
問
題
が
都
市
部
に
お
い

て
深
刻
化
し
、
都
心
商
業
地
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
都
市
問
題
の
発
生
を
受
け
て
、
高
い
自
動
車
交
通

依
存
度
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、
車
中
心
の
交
通
計
画
か

ら
歩
行
者
中
心
･
公
共
交
通
機
関
優
先
の
政
策
に
方
向
転

換
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
自
動
車
交
通
を
抑
制
さ
せ
る

た
め
に
、
都
心
へ
の
自
動
車
交
通
を
規
制
し
、
そ
の
代
替

交
通
手
段
と
し
て
公
共
交
通
機
関
を
導
入
も
し
く
は
拡
充

整
備
し
、
都
心
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
都
心
都
内
の
移
動
手

段
を
確
保
し
た
。
こ
の
都
心
部
の
道
路
交
通
形
態
が

｢ト

ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
｣
の
形
態
で
あ
る
。

海
外
の
都
市
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
導
入
の

代
表
的
な
事
例
と
し
て
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド

(ア
メ
リ
カ
)
と

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

(
フ
ラ
ン
ス
)
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー

ル
に
つ
い
て
導
入
背
景
･
状
況
･
効
果
･
課
題
等
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

四

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド

1

都
市
概
要
及
び
導
入
背
景

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
オ
レ
ゴ
ン
州
最
大

の
都
市
で
あ
り
、
人
口
は
約
四
五
万
人

(広
域
都
市
圏
で

は
約
一
三
〇
万
人
)
で
花
や
緑
の
自
然
の
豊
か
さ
と
都
市

の
機
能
性
が
調
和
し
た
美
し
い
都
市
で
あ
る
。

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
で
も
七
〇
年
代
に
自
動
車
交
通
へ
の
過

大
な
依
存
度
が
原
因
で
、
都
心
部
で
の
交
通
渋
滞
問
題
や

大
気
汚
染
問
題
が
発
生
し
、
都
心
部
の
商
業
活
動
の
衰
退

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
市
長
の
強

い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
交
通
シ

ス
テ
ム
を
目
指
し
、
新
た
な
都
市
計
画
を
策
定
し
た
。
そ

の
計
画
基
本
理
念
は
、
都
心
の
オ
フ
ィ
ス
街
に
雇
用
を
集

中
さ
せ
、
通
勤
及
び
都
市
内
で
の
自
動
車
利
用
を
減
少
さ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
実
施
方
針
は
、
都
心
部
へ

の
ア
ク
セ
ス
と
都
心
都
内
の
移
動
の
た
め
に
公
共
交
通
を

整
備
し
、
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
と
雇
用
を
都
心
の
オ
フ
ィ

ス
街
に
集
中
さ
せ
、
開
発
と
公
共
交
通
を
協
調
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
。
具
体
的
に
行
わ
れ
た
施
策
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

･
成
長
管
理
政
策
の
導
入

ス
プ
ロ
ー
ル
化
し
た
都
市
を
よ
り
コ
ン
パ
ク
ト
な

も
の
に
再
編
し
、
交
通
政
策
と
土
地
利
用
政
策
を
一
体

的
に
進
め
る
こ
と
で
生
活
環
境
の
質
を
向
上
さ
せ
る
。

･
L
R
T
の
導
入

都
心
と
郊
外
を
結
び
、
か
つ
都
心
部
内
で
の
移
動

を
補
助
す
る
自
動
車
に
替
わ
る
交
通
手
段
を
提
供
す

る
。

･
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入

都
心
部
の
自
動
車
交
通
を
規
制
し
、
快
適
な
歩
行

者
空
間
を
形
成
し
、
自
動
車
交
通
に
替
わ
る
移
動
手

段
と
し
て
バ
ス
を
導
入
す
る
。

･
駐
車
対
策

都
心
へ
の
通
勤
者
用
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
削
減

し
、
買
い
物
客
な
ど
の
来
客
用
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を

拡
大
す
る
。

こ
の
よ
う
に
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
で
は

｢ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
を
導
入
し
た
｣
と
い
う
よ
り
も

｢結
果
と
し
て
ト
ラ

ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
形
態
に
な
っ
た
｣
と
い
う
意
味
合
い

が
強
い
。
す
な
わ
ち
、
都
心
部
で
の
歩
行
者
空
間
の
環
境

を
改
善
す
る
た
め
に
自
動
車
交
通
を
抑
制
し
た
。
そ
れ
に

よ
り
、
歩
行
者
に
対
す
る
ア
メ
ニ
テ
ィ
に
加
え
て
、
公
共

交
通
に
よ
る
モ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
必
要
が
発
生
し
、

自
動
車
交
通
に
替
わ
る
移
動
手
段
と
し
て
、
バ
ス
路
線
を

整
備
し
た
。
そ
の
一
連
の
施
策
の
結
果
と
し
て
都
心
部
が

｢ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
｣
の
形
態
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

2

導
入
状
況

ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
都
心
部
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ

ー
ル
実
施
区
間
を
図
3
に
示
す
。
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
都
心

部
の
街
路
は
基
本
的
に
、
南
行
き
北
行
き
交
互
に
一
方
通

行
の
道
路
網
に
な

っ
て
い
て
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
は

五
番
街
と
六
番
街
の
各

一
･
五
蹴
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
部
の
道
路
構
造
は
図
4
に
示
す

よ
う
に
、
幅
二
四
m
の
道
路
の
中
央
に
車
道
三

m
(バ

ス
専
用
二
車
線
十
一
般
車
両
用
一
車
線
)
と
両
側
歩
道

(五
･
四
m
か
ら
七

･
六
m
)
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
内
は
バ
ス
専
用
で
は
な
く
一
般
車

両
の
通
行
も
許
可
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト

モ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
る
区
域
は
、
三
街
区
ご
と
に
一
街
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区
の
車
道
が
七
･
三
m
に
狭
く
な
り
バ
ス
専
用
二
車
線
の

み
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
一
般
車
両
の
通
過
交
通
は
制
約

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
タ
ク
シ
ー
の
乗
り
入
れ
に

は
時
間
制
限
を
行
っ
て
い
る
。

歩
道
は
車
道
よ
り
マ
ウ
ン
ト
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、
歩
車

道
は
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。
歩
行
者
の
車
道
横
断
は

交
差
点
の
横
断
歩
道
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
内
の
バ
ス
の
最
高
速
度
は
毎
時

二
〇
如
/
h
に
制
限
さ
れ
て
い
て
、
連
行
量
は
ピ
ー
ク
時

に
は
時
間
一
五
〇
台
の
交
通
量
と
な
る
。
バ
ス
車
両
に
は

車
椅
子
や
自
転
車
が
乗
せ
ら
れ
る
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て

い
て
利
用
者
の
利
便
性
に
配
慮
し
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ス

停
の
モ
ニ
タ
ー
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
バ
ス
の
連
行
時
間
を

表
示
す
る
よ
う
な
、
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
導

入
に
も
取
り
組
ん
で
い
て
更
な
る
利
便
性
向
上
を
図
っ
て

い
る
。

図
5
に
示
し
て
い
る
の
は
、
都
心
部
の
運
賃
無
料
区
域

で
あ
る
。
こ
の
区
域
内
で
は
バ
ス
、
L
R
T
な
ど
す
べ
て

の
公
共
交
通
機
関
が
運
賃
を
無
料
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

都
心
部
へ
の
自
動
車
の
乗
り
入
れ
抑
制
を
目
的
に
パ
ー

ク
&
ラ
イ
ド
施
設
の
整
備
も
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
て
、

そ
の
駐
車
料
金
も
無
料
と
し
、
利
用
者
の
利
便
性
を
向
上

さ
せ
て
い
る
。
写
真
3
は
L
R
T
と
バ
ス
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ

ト
セ
ン
タ
ー
を
示
す
。

図 5 都心部の無料区域

3

導
入
効
果
及
び
今
後
の
課
題

都
心
部
で
の
運
賃
無
料
な
ど
バ
ス
利
用
の
利
便
性
が
向

解　　

上
し
た
た
め
、
公
共
交
通
利
用
者
数
は
年
間
三
、
0
0
0

2　

万
人
か
ら
六
、
0
0
0
万
人
へ
倍
増
し
、
公
共
交
通
は
都

行

心
へ
の
通
勤
の
四
0
%
を
分
担
し
て
い
る
。

績

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
内
で
は
歩
行
環
境
の
向
上
や
公

然



共
交
通
の
ア
ク
セ
ス
性
向
上
に
よ
り
、
自
動
車
で
来
街
出

し
た
が
っ
て
、
問
題
解
決
の
た
め
環
境
問
題
を
重
視
す

来
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
来
街
者
が
増
加
し
、
大
型
店
が

る
当
時
の
市
長
が
、
自
動
車
な
ど
の
交
通
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

進
出
し
オ
フ
ィ
ス
建
設
も
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
年
間
二

を
行
う
新
し
い
交
通
計
画
を
策
定
し
た
。
そ
の
計
画
基
本

百
以
上
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
百
万
人
以
上
の
人
々
が

理
念
は
、
都
心
か
ら
自
動
車
交
通
を
排
除
し
、
自
動
車
に

集
ま
っ
て
い
る
。

替
わ
る
交
通
手
段
と
し
て
公
共
交
通
を
整
備
拡
大
す
る
こ

課
題
と
し
て
は
運
営
費
用
が
大
き
な
問
題
と
し
て
あ
げ

と
で
あ
る
。
具
体
的
に
行
わ
れ
た
改
善
策
は
次
の
と
お
り

ら
れ
る
。
現
在
、
公
共
交
通
機
関
は
二
0
%
を
運
賃
収
入

で
あ
る
。
改
善
策
の
導
入
前
後
の
状
況
を
示
す

(写
真

で
八
0
%
を
公
的
な
補
助
で
運
営
し
て
い
る
。
今
後
運
営

4

･
5
)。

費
確
保
の
た
め
に
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
駐
車
場
の
有
料
化
等

･
自
動
車
交
通
の
規
制

の
費
用
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

･
公
共
交
通
の
整
備
拡
大

進
出
し
オ
フ
ィ
ス
建
設
も
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
年
間
三

百
以
上
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
百
万
人
以
上
の
人
々
が

集
ま
っ
て
い
る
。

課
題
と
し
て
は
運
営
費
用
が
大
き
な
問
題
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
。
現
在
、
公
共
交
通
機
関
は
二
0
%
を
運
賃
収
入

で
八
0
%
を
公
的
な
補
助
で
運
営
し
て
い
る
。
今
後
運
営

費
確
保
の
た
め
に
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
駐
車
場
の
有
料
化
等

の
費
用
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。

ま
た
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
内
の
バ
ス
の
交
通
渋
滞

問
題
も
発
生
し
て
お
り
、
バ
ス
停
間
隔
の
見
直
し
を
行
っ

て
い
る
。

五

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル

1

都
市
概
要
及
び
導
入
背
景

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
国
境
に
近
い
ラ
イ
ン
川
沿

い
の
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
で
あ
り
、
E
U
の
中
心
的
都
市
で

あ
る
。
人
口
は
約
二
五
万
人

(広
域
都
市
圏
で
は
約
四
五

万
人
)
で
歴
史
的
な
都
心
と
近
代
的
オ
フ
ィ
ス
が
調
和
す

る
美
し
い
都
市
で
あ
る
。

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
は
過
大
な
自
動
車
交
通
量
に
よ

り
、
都
心
部
で
は
慢
性
的
な
交
通
渋
滞
が
発
生
し
排
気
ガ

ス
に
よ
る
大
気
汚
染
や
騒
音
公
害
が
顕
著
に
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
に
起
因
し
て
歩
行
空
間
や
居
住
空
間
な
ど
沿
道

環
境
の
悪
化
が
大
き
な
都
市
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入

嬉
ず

釀
騨

導

‘内

灘
　

　

　

れれ｢

“

′

-

にU

　

　

2

都
市
交
通
の
改
善
策

･
自
動
車
交
通
の
規
制

都
心
を
抜
け
る
幹
線
道
路
の
自
動
車
交
通
量
は
五

万
台
/
日
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
約
半
分
に
あ
た
る
二

万
四
、
0
0
0
台
は
通
過
交
通
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
都
市
郊
外
を
迂
回
す
る
高
速
道
路
の
建
設
完

了
を
契
機
に
、
幹
線
道
路
を
都
心
中
央
部
で
遮
断
し

通
過
交
通
を
排
除
し
た

(図
6
)。

道"〒セ 2003.4 2 9

図 6 実施された交通規制

この部分で幹線道路を通行
止めして、通過交通を排除公

共
交
通
の
整
備
拡
大

郊
外
と
都
心
を
結
ぶ
自
動
車
に
替
わ
る
交
通
手
段

と
し
て
、
L
R
T
の
導
入
を
行
っ
た
。
ま
た
、
自
動

車
交
通
か
ら
の
乗
換
え
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
に
、
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
施
設
の
整
備
を
行
っ
た
。

パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
駐
車
場
は
L
R
T
の
路
線
沿
い
に

八
ヵ
所

(四
、
六
〇
〇
台
分
)
の
駐
車
場
を
整
備
し

た
。
ま
た
、
路
線
バ
ス
と
の
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
セ
ン
タ

ー
も
整
備
し
、
公
共
交
通
の
利
便
性
向
上
を
図
っ
た

(写
真
6
)。

ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入

都
心
部
の
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
ブ
ル
ジ

ョ
ア
通
り
の
オ
ム

･
ド

･
フ
ェ
ー
ル
駅
か
ら
ラ
ン
ス

ト
ロ
･
グ
ラ
ン
ル
ー
駅
間
四
〇
0
m
に
つ
い
て
、
目
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動
車
交
通
を
排
除
し
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
化
を
行

い
、
歩
行
空
間
の
環
境
を
改
善
し
た
(図
7
、
写
真
7
)。
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3

導
入
効
果

複
数
の
施
策
を
複
合
的
に
実
施
し
た
こ
と

一
…

に
よ
り
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
都
市
交
通
政

策
は
大
き
な
成
果
を
あ
げ
、
ト
ラ
ン
ジ
ヌ

ーメ

モ
ー
ル
の
導
入
は
環
境
改
善
と
都
市
の
活
性

ゞ
-

化
に
多
大
な
効
果
を
及
ぼ
し
た
。

,自
動
溥
範
盧
粉鍼
妙

尊
各
〕國
戴
ミ

ーサ

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　

　

り
一
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化
物
な
ど
の

三

汚
染
数
値
が
半
減
し
た

(図
8
)。

･
公
共
交
通
利
用
者
の
増
加

一
日
当
た
り
の
L
R
T
の
平
均
利
用

白
[

者
数
は
約
九
万
人
に
達
し
て
お
り
、
バ

ス
を
含
め
た
公
共
交
通
の
総
利
用
者
は
導
入
前
に
比

べ
六
0
%
増
加
し
た
。
パ
ー
ク
&
ラ
イ
ド
駐
車
場
の

利
用
者
も
導
入
後
著
し
い
増
加
率
で
あ
る

(図
9
)。

･
都
市
の
活
性
化

歩
行
者
空
間
の
拡
大
や
大
気
汚
染
な
ど
の
環
境
改

善
に
よ
っ
て
、
都
心
部
の
商
業
地
に
活
気
が
蘇
り
、

商
店
街
の
売
上
は
増
加
し
た
。
ま
た
、
都
市
中
心
部

の
歩
行
者
通
行
量
は
導
入
前
と
比
べ
て
二
0
%
~
三

0
%
増
加
し
た
。

六

お
わ
り
に

現
在
の
国
内
に
お
け
る
取
組
み
状
況
は
浜
松
市
、
福
井

市
、
那
覇
市
、
京
都
市
の
各
都
市
で
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー

ル
社
会
実
験
を
行
い
、
本
格
導
入
に
向
け
て
の
検
討
段
階

中
で
あ
る
。
ま
た
、
前
橋
市
に
お
い
て
は
他
に
先
駆
け
て

昨
年
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
よ
る
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル

を
導
入
し
、
現
在
運
用
中
で
あ
る
。

今
後
、
車
よ
り
も
歩
行
者
･自
転
車
を
優
先
し
た
施
策

へ
の
転
換
を
行
い
、
質
の
高
い
道
路
空
間
を
創
造
す
る
こ

と
が
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
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一
は
じ
め
に

平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
に
策
定
さ
れ
た

｢規
制
改
革

推
進
3
か
年
計
画

(改
定
)｣
の
再
改
定
を
行
い
、
新
た

に
｢規
制
改
革
推
進
3
か
年
計
画

(再
改
定
)｣
(以
下
、

｢本
計
画
｣
と
い
う
)
が
策
定
さ
れ
、
平
成
一
五
年
三
月

二
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
以
下
、
新
た
に
策
定
さ
れ

た
本
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

三

改
定
ま
で
の
経
緯

規
制
改
革
に
つ
い
て
は
、
｢規
制
緩
和
推
進
計
画
｣
(平

成
七
年
度
か
ら
平
成
九
年
度
ま
で
)、
｢規
制
緩
和
推
進
3

か
年
計
画
｣
(平
成
一
〇
年
度
か
ら
平
成
三
一年
度
ま
で
)

の
二
回
の
計
画
の
も
と
、
計
六
年
間
に
わ
た
り
進
め
ら
れ

て
き
た
が
、
引
き
続
き
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
平

成
一
三
年
度
か
ら
平
成
一
五
年
度
ま
で
の
三
ヵ
年
間
に
取

り
組
む
べ
き
事
項
に
つ
い
て
新
た
に

｢規
制
改
革
推
進
3

か
年
計
画
｣
が
策
定
さ
れ
、
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
。
同
計
画
に
は
総
合
規
制
改
革
会
議
の

審
議
結
果
、
内
外
か
ら
の
意
見
･
要
望
等
を
踏
ま
え
、
毎

年
度
改
定
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
今
回
の
再
改
定

は
そ
れ
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

規
制
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
一年
度
ま
で

は
行
政
改
革
推
進
本
部
の
規
制
改
革
委
員
会
に
お
い
て
調

査
審
議
さ
れ
て
き
た
が
、
平
成
一
三
年
四
月
一
日
に
新
た

な
調
査
審
議
機
関
と
し
て
内
閣
府
に
総
合
規
制
改
革
会
議

が
設
置
さ
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
経
済
社

会
の
構
造
改
革
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
規
制
の
在

り
方
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
総
合
的
に
調
査
審
議
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

平
成
一
四
年
三

月
三
一日
に
は

｢規
制
改
革
の
推
進

に
関
す
る
第
二
次
答
申
｣
(以
下
、
｢第
二
次
答
申
｣
と
い

う
)
が
総
合
規
制
改
革
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
、
同
日
、

小
泉
内
閣
総
理
大
臣
に
答
申
さ
れ
た
。
一
二
月
一
七
日
に

は
第
二
次
答
申
に
示
さ
れ
た
具
体
的
施
策
を
最
大
限
に
尊

重
し
、
所
要
の
施
策
に
速
や
か
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に

｢規
制
改
革
推
進
3
か
年
計
画

(改
定
)｣
(平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
閣
議
決
定
)
を
再

改
定
す
る
旨
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
第
二
次
答
申
の
内
容
及
び
総
合
規
制
改
革
会

議
等
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
内
外
か
ら
の
意
見
･
要
望
等

を
踏
ま
え
、
｢規
制
改
革
推
進
3
か
年
計
画

(再
改
定
)

(以
下

｢本
計
画
｣
と
い
う
)
が
策
定
さ
れ
た
。

蹴
剛
喚
嘩
離
纖
$
か
唾
謝
鬮
(博
暎
電
)
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

道行セ 2003.4 3 Z



三

計
画
の
目
的

本
計
画
は
、
近
年
、
我
が
国
が
直
面
す
る
経
済
の
グ
ロ

ー
バ
ル
化
、
少
子
高
齢
化
、
情
報
通
信
技
術
革
命

(I
T

革
命
)
、
環
境
問
題
の
深
刻
化
等
の
構
造
的
な
環
境
変
化

に
対
応
し
て
、
経
済
社
会
の
構
造
改
革
を
進
め
る
こ
と
に

よ
り
、
①
経
済
活
性
化
に
よ
る
持
続
的
な
経
済
成
長
の
達

成
、
②
透
明
性
が
高
く
公
正
で
信
頼
で
き
る
経
済
社
会
の

実
現
、
③
多
様
な
選
択
肢
の
確
保
さ
れ
た
国
民
生
活
の
実

現
、④
国
際
的
に
開
か
れ
た
経
済
社
会
の
実
現
等
を
図
り
、

も
っ
て
、
生
活
者

･
消
費
者
本
位
の
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム

の
構
築
と
経
済
の
活
性
化
を
同
時
に
実
現
す
る
観
点
か

ら
、
行
政
の
各
般
の
分
野
に
つ
い
て
計
画
的
に
規
制
改
革

の
積
極
的
か
つ
抜
本
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
o本

計
画
に
お
い
て
は
、
各
行
政
分
野
に
つ
い
て
個
々
の

規
制
の
み
な
ら
ず
関
係
す
る
諸
制
度
も
含
め
た
見
直
し
を

行
う
た
め
の
中
長
期
的
な
改
革
課
題
と
改
革
の
基
本
的
な

方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
、
当
面
の
改
革
事
項
と
し
て
、

第
二
次
答
申
、
｢構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
｣
(平
成

一
五
年
一
月
二
四
日
閣
議
決
定
)、
内
外
か
ら
の
意
見

･

要
望
等
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
規
制
改
革
関
連
事
項
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
平
成
一
三
年
度
か
ら
平
成
一
五
年
度
ま
で
の

三
か
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
む
事
項
と
し
て
確
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
着
実
か
つ
速
や
か
な
実
施
を
図
る
こ
と

と
す
る
。

改革推進3か年計画(再改定)における各分野の規制改革の推進に当た

たっての視点

1 生活者 ･消費者が安くて質の高い多様な材 ･サービスを享受することが可能になる経済社会
システムの実現

2 企業や個人が多様な選択腋の下で自由に創造性や個性を発揮でき、競争や様々 な可能性への
挑戦を通じて創意や努力が報われる社会の実現

3 構造的な環境変化に対応した制度の再構築等による医療 福祉、雇用 ･労働、教育等の
社会システムの活性化

4 持続的な発展を可能とするための環境負荷の少ない循環型社会の形成推進

5 企業の先導的 ･創造的な経済活動を促進し、新しい産業と雇用機会の創出を促進するための
環境整備 、

6 高コスト構造の是正等による国際的に競争力を持った事業環境の整備

7 IT革命により情報と知識が付加価値の源泉となる社会を構築するための制度 ･システムの改築

8 事後チェック型行政への転換、情報の非対称性の是正等透明なルールと自己責任の原則に
貫かれた事後監視 ･救済型社会への移行

具体的な規制制度の見直しに当たっての視点

(i) 経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下での規制の抜本的見直し

(ii) 免許制から許可制への移行、許可制から届出制への移行等より緩やかな規制への移行

(iii) 検査の民間移行等規制方法の合理化

(iv) 規制内容 ･手続についての相互の国際的整合化の推進

(v ) 規制内容の明確化 ･簡素化や、許認可等の審査における審査基準の明確化、申請書類等の
簡素化

(vi) 事前届出制から事後届出制への移行等事後手続への移行

(湖) 許認可等の審査 ･処理を始めとする規制関連手続の迅速化

(瀬) 規制制定手続の透明化

(ix) 不合理な規制の是正による社会的な公正の確保

規制改革推進3か年計画(再改定)より抜粋

各
分
野
の
規
制
改
革
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
表

1
の
視
点
を
重
視
し
、
戦
略
的
か
つ
抜
本
的
な
改
革
に
向

け
て
取
り
組
む
。
具
体
的
な
規
制
制
度
の
見
直
し
に
当
た

っ
て
は
、
九
つ
の
視
点
に
沿
っ
て
規
制
の
撤
廃

･
緩
和
、

運
用
の
見
直
し
等
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
我
が
国
を
取
り

巻
く
環
境
変
化
へ
の
対
応
等
の
緊
急
性
に
鑑
み
、
各
般
の

取
組
み
の
更
な
る
加
速
化
に
特
に
留
意
す
る
。



四

計
画
の
概
要

今
回
改
定
さ
れ
た
本
計
画
は
、
共
通
的
事
項

(計
画
の

目
的
及
び
規
制
改
革
推
進
の
基
本
方
針
な
ど
)、
今
回
の

改
定
で
新
た
に
加
わ
っ
た
一
四
年
度
重
点
計
画
事
項
、
横

断
的
措
置
事
項

(I
T
関
係
、
環
境
関
係
な
ど
)、
分
野

別
措
置
事
項

(住
宅
･
土
地
、
公
共
事
業
関
係
、
運
輸
関

係
な
ど
)
と
大
き
く
四
事
項
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
一
四
年
度
重
点
計
画
事
項
と
は
今
年
度
の
改
定
に
お

い
て
重
点
的
に
推
進
す
べ
き
事
項
を
特
に
記
載
し
た
も
の

で
あ
り
、
内
容
的
に
は
第
二
次
答
申
に
お
け
る

｢具
体
的

施
策
｣
の
指
摘
事
項
と
な
っ
て
い
る
、
横
断
的
措
置
事
と

分
野
別
措
置
事
項
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
計
画
と
同
様

に
個
別
措
置
事
項
に
関
す
る
三
か
年
の
取
組
み
を
定
め
て

い
る
。

国
土
交
通
省
所
管
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
安
全

の
確
保
、
環
境
の
保
全
な
ど
社
会
的
な
規
制
の
観
点
か
ら

設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
に
的
確
に
対
応
し
て
、
国
民
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
、

経
済
の
活
性
化
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も

積
極
的
に
規
制
改
革
の
推
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

五

主
な
道
路
関
係
の
計
画
項
目

本
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
道
路
行
政
に
関
係
す
る
主
な

項
目
に
つ
い
て
は
、
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

規
制
改
革
に
関
し
て
は
、
本
計
画
の
策
定
に
加
え
て
、

平
成
一
四
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
規
制
改
革
推
進
3
か
年

計
画

(改
定
)
の
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
時
点
に
お
け

る
措
置
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
平
成
一
四
年
四
月
か

ら
平
成
一
五
年
三
月
末
ま
で
に
総
合
規
制
改
革
会
議
等
に

提
出
さ
れ
た
内
外
か
ら
の
意
見
･
要
望
等
に
つ
い
て
の
各

省
庁
の
対
応
状
況
が
公
表
さ
れ
る
。



表2 規制改革推進3か年計画(再改定)の主な道路局関連事項

事項名 l 措置内容 l 実施予定時期 l
l l l l l平成 - 3年度 平成1 4年度 平成 1 5年度

2 1 T

ア①線路敷設の円滑化
(国土交通省)

a (b ) 道路等の公的空間への敷設円滑化
i)道路、河川、港湾等の公的空間における光ファイバーの収容空間
ネットワークの整備 ･開放を推進するとともに、収容空間に関する情
報提供の充実を図る。

順次実施

ii) 橋梁の新設に合わせた線路敷設や将来の線路敷設に対応するた
め、モデル事業を選定し、光ファイバー敷設の在り方について検討す
る。【平成 1 4年国土交通省道路局路政課道路利用調整室長通知国道
利第2 9号等】
【平成 1 4年4月 2 2日団十交通省道路利用調整宮島通知等】

一部措置済
(3月通知)

措置済
(4月通知)

iii)冬期 ･年度末の路上工事抑制措置について、道路交通に及ぼす影
響等も勘案しつつ平成 13年度から5年間は試行的に緩和を図るとと
もに、道路管理者等は当該措置の実施内容等をインターネット等によ
り公開する。
【平成 1 3年国土交通省道路利用調整室長通知国道利第5号等】

一部措置済
(斯 )

一部措置済
(執行)

措置
(試行)

v )直轄国道の道路占用許可申請手続の電子化について、平成 1 3年
度までに所要の措置を講ずるとともに、その他の国道及び都道府県道
についても電子申請が可能となるよう地方公共団体に対して要請を
行う。【直轄国道は平成 l 3年度内に電子化済。その他の国道及び都
道府県道は平成1 3年国道交通省道路利用調整室長等通知国道利第
5号の2等】

措置済
(1 3年 2月通

知)

vi)複数の道路管理者に係る道路占用許可申請手続のワンストップ化
の推進を図る。
【道路占用許可申請手続のワンストップ化推進の在り方について (平
成 1 3年 l 2月 2 6日)】
【直轄国道の事務所間をまたがる電子申請を複数の申請先に一括申
請できるようシステムを改良 (平成 1 5年3月3 1日)】

逐次実施

x )道路や河川に線路敷設を行う際の手続に関する占用許可手続マニ
ュアル (平成 1 2年度作成)の周知を図る。【平成 l 3年国土交通省
水政課長通知国道利第5号等】
【平成 1 3年国土交通省水政課長通知国河政第3 3号等】

措置済
(1 3年2月、
3月通知)

x i)道路における埋設物件情報を整備するため、道路台帳の整備を
促進するとともに、道路台帳の電子化を推進する。

逐次実施

bケーブルテレビ事業者について、電気通信事業者と同様、円滑な
線路敷設が実現するよう関係省庁が連携し必要な措置を講ずる。
【電気通信役務利用放送法 (平成 1 3年法律第8 5号)、平成 1 4年
国土交通省道路局長通達国道利第5 8号等】
【平成 1 4年国土交通省道路局長通達国道利第9号等】

一部措置済 (1
月法律施行、 2
月通達)

一部措置済
(6月通達)

逐次実施

ア⑨高速道路の高架橋駒空
間の活用 (国土交通省)

高速道路の高架橋脚空間への光ケ-ブルの敷設の方策について検
討する。

検討 検討 検討
(1 7年度中

の道路関係4
公団民営化時
までに緒論)

エ23団T Cの推進
(国土交通省)

一般利用者に対するサービスを平成 l 4年度中に全国の主要な料
金所に拡大、おおむね5年後を目途に都市高速道路においてE T C
(Electronic TollCollection System :ノンストップ自動料金支払

いシステム) に限定した利用を目指す。

逐次実施

工25道路交通情報提供に
関する制約の緩和
(欝察庁、国土交通省)

a 道路交通情報提供事業への民間事業者の参入を促進し、また、新
たな技術開発を図る観点から、交通の安全と円滑に関する必要最小限
の法的な担保措置を設けるため、道路交通法を改正するなどの措置を
講じた上で、現状の規制を撤廃することを早急に検討する。【道路交
通法の一部を改正する法律 (平成 1 3年法律第5 1号)】

法律案成立後公
布

措置済
(6月施行)

エ◎I T S技術の国際標準
化の推進
(警察庁、総務省、経済産

藥省、国土交通省)

I T S (Intelligent Transport Systems :高度道路交通システム)
関連産業の国際競争力強化の観点も踏まえつつ、車両の走行を支援す
るシステムやDSRC (狭域通信)システム等をIS0 (国際標準化機構)
及びITU (国際電気通信連合)に提案する等により各種 ITS技術の国
際標準化を目指す。 (平成 1 7年度末までの間)

逐次実施

3 環境関係
ウ②ガスパイプラインの建
設促進 (国土交通省、経済
産業省、農林水産省)

a埋設深度について、 2 M p a以上の高圧で市街地の道路下に埋設す
る場合であっても、当該道路の舗装厚や他の埋設物との離隔距離等に
係る一定の基準に照らし支障なき場合には、 l. 8mではなく 1, 2m
で足りることとする。

検討 結論



9 エネルギー関係

イ⑮電気工作物の占用許可
申請書類の簡素化 (国土交
通省)

直轄国道における電気工作物の道路占用許可申請に係る添付書類
については、一層の簡素化を検討する。
【｢光ファイバーケーブルの敷設等に係る道路占用許可手続の簡素化
について｣ (平成 1 4年 3月 2 9日国土交通省道路局路政課道路利用
調整室長通知第2 7号)】

措置済
(平成1 4年3

月通知)

エ①インフラ整備の促進(関
係府省)

b熱供給事業法の対象外の小規模 (2 1ギガジュール/hr未満)の熱供給
導管についてもエネルギー政策等の観点から公共財的性格が法令上位罐
付けられれば、雑務占用に準じた運搬占用を認めることを検討する。

実際上の必要性が生じた鳩合に
検討

措置済

られれば K 土用“こ隻じた運搬占用を認めることを検討する。

10 住宅 ･土地、公共工事関係
ア①土地収用法の積極的活
用 (国土交通省)

都市計画事業を含め、事業の進行管理の適正化の観点から、 ｢用地
取得率が8 0 %となった時又は用地幅杭の打設から3年を経た時の
いずれか早い時期までに土地収用手続に移行すべき｣というルールが
守られることが極めて重要である。したがって、当面の措置として、
当該ルールについて事業主体 (現場の用地担当職員を含む。) 及び住
民に周知徹底がなされるようにする。また、事業の進行管理に関する
説明責任を果たさせる観点から、インタ-ネット等を活用して用地取
得の進捗状況、事業の見通し、事業期間延長の場合の理由や対応策等
を公表するよう、事業主体に対し周知徹底する。さらに、民間の補償
コンサルタント、代替地情報提供システム及び補償金仲裁制度の積極
的活用を図る。

平成 1 4年度以降逐次実施

ア③道路空間と逮禁物の立
体的利用の促進 (国土交通
省)

適正かつ合理的な土地利用が図られ、避難、消化、延焼防止、さら
に採光、通風等良好な市街地環境の形成等の観点から支障がなく、か
つ、道路構造の保全、安全で円滑な道路交通の確保等道路管理上の支
障がない場合においては、都市計画上の位置付けを明確にすること等
により道路空間と建築物の立体的利用を図ることについて検討する。

検討 平成1 5年度
以降結論

ア⑭道路の掘り返し期間の
短縮化(国土交通省、警察庁)

道路使用 ･占用許可は、工事全体が発生させる混雑のコストを引き
下げることを考慮して運用されるようにする。
【占用工事に関する道路占用許可の運用上の留意事項について (平成
1 3年国土交通省道路局路政課道路利用調整室長通達)】
【都市再生に向けた道路使用許可の適切かつ弾力的な運用について
(平成 1 4年面余力矢選局夕･-一喜課長通知=

措置済

イ⑦パブリック ･インポル
プメントの活用 (農林水産
省、国土交通省)

国の各公共事業部局は、従前における取組も踏まえ、それぞれの事
業の計画策定手続におけるパブリック･インポルプメントの在り方を
検討し、直轄事業についても早急にモデル的に導入を進める。また、
こうした検討やモデル事案の状況を踏まえ、一定の成案を得た段階
で、その検討成果を地方公共団体に提示し、あるいは、取組事例を取
りまとめ、発表する等、地方公共団体におけるパブリック ･インポル
プメントの導入を支援する。

一部措置済 検討(可能なも
のからモデル
事案を実施

モデル事禦を
実施、成案を地
方公共団体に
提示等

川 運輸関係
ア⑥車高規制(国土交通省、
警察庁)

積載時の車高が3 . 8メートルを超える車両 (コンテナや完成自動
車を運搬する車高4 . 1メートルの車両等)の通行に関し、安全性を
確保しつつ物流を効率化するための車高規制の見直しについて検討
し、実施する。

検討 ･実施

ア⑦セミトレ-ヲ】等の積
載条件 (車両総重量) (国
土交通省)

重量が車両制限令に定める最高限度を超える車両の通行に関し、安
全性を確保しつつ物流を効率化するためのセミトレーラー等の積載
条件 (車両総重量)の見直しについて検討し、実施する。

検討 ･実施

オ⑥エアサスベンシ日ン装
備車の触重制限 (国土交通
省)

エアサスペンション装備の車両の道路構造物に与える影響につい
て自動車業界等との協力の下で行った技術的検討から得た結論を踏
まえて、エアサスペンション装備の車両の軸重制限の緩和について、
必要な措置を講じる。

検討 結論 措置

オ⑦特殊車面通行許可手続
(国土交通省)

特殊車両通行許可手続について、電子申請手続きの導入と併せて申
請書類の電子化、審査期間の短縮、申請書類の削減、提出部数の削減
等の簡素化について検討し、措置する。

検討 検討 検討 ･措置

オ26燃料電池自動車完成
車輸送車両のトンネル遊行
の制限の見直し (国土交通
省)

道路法 (昭和2 7年法律第 1 8 0号)上、一定量を超える水素を搭
載する完成車両輸送 (トレ-ラ- )については、水底トンネルの通行
を禁止 ･制限できるとしているが、車両輸送を円滑に実施する観点か
ら、必要な実験の実施及びその検証 ･評価を行った上で、安全性の確
保を前提として、搭載水素の制限数量を再点検し、必要な見直しを行
うo

平成1 5年度
中に実験デ-
夕を取得した
上で平成 1 6
年度中に措置
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邇
離
と
饌
遭
艦
◎
楚
盡
曜
醐
す
る

繍
讓
等
に
燻
る
嚢
綱
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

一
は
じ
め
に

道
路
と
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
道
路
管
理
者
は
道
路
法
第
三
一
条
に
お
い
て
、
交
差

の
方
式
、
構
造
、
工
事
の
施
行
方
法
及
び
費
用
負
担
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
鉄
道
側
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
鉄
道
側
と
の
協
議
が
難
航
し
、
事
業

の
円
滑
な
執
行
に
影
響
を
生
ず
る
事
例
が
多
く
見
受
け
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
三
一
年
三
一月
に

｢道
路
と
鉄
道

と
の
交
差
に
関
す
る
建
設
省

･
日
本
国
有
鉄
道
協
定

(い

わ
ゆ
る

｢建
国
協
定
｣
)
等
を
締
結
し
、
協
議
事
項
に
関

す
る
基
準
と
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
後
、
国
鉄
の
分
割
民
営
化
を
受
け
、
昭
和
六
三
年

五
月
に
建
国
協
定
等
に
代
わ
る

｢道
路
と
鉄
道
と
の
交
差

に
関
す
る
運
輸
省

･
建
設
省
協
定
｣
及
び
｢同
細
目
協
定
｣

(い
わ
ゆ
る

｢運
建
協
定
｣)
を
締
結
し
、
円
滑
に
協
議
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

運
建
協
定
で
は
、
鉄
道
事
業
法
に
よ
る
第
一
種
鉄
道
事

業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
し
て
の

｢旅
客
鉄
道
株
式
会
社

及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
｣
(昭
和

六
一
年
法
律
第
八
八
号
、
以
下
｢J
R
会
社
法
｣
と
い
う
。)

に
規
定
す
る
旅
客
会
社
及
び
貨
物
会
社
を
対
象
と
し
て
い

た
が
、平
成
一
三
年
三

月
の
J
R
会
社
法
改
正
に
よ
り
、

J
R
本
州
三
社

(東
日
本
、
東
海
、
西
日
本
)
が
完
全
民

営
化
さ
れ
、
J
R
会
社
法
の
適
用
対
象
外
と
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
運
建
協
定
に
つ
い
て
、
諸
情
勢
の
変
化
を
踏
ま

え
、
一
部
見
直
し
を
加
え
た
上
で

｢道
路
と
鉄
道
と
の
交

差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
要
綱
｣
(以
下

｢要
綱
｣
と

い
う
。)
と
し
て
、
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
付
け
で
関

係
機
関
の
長
宛
に
通
知
し
た
。

以
下
に
従
前
の
運
建
協
定
か
ら
の
変
更
点
を
中
心
に
要

綱
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

三

要
綱
の
概
要

要
綱
は
、従
前
の
運
建
協
定
の
内
容
を
継
承
し
て
お
り
、

基
本
的
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、

①

新
た
に
交
差
を
設
置
す
る
場
合
及
び
既
設
の
交
差
の

増
改
築
等
の
場
合
は
、
当
該
工
事
の
計
画
者
が
そ
の
工

事
費
を
負
担
す
る
。

②

立
体
交
差
化
等
に
よ
り
踏
切
道
を
除
却
す
る
場
合

は
、
鉄
道
側
は
応
分
の
費
用
を
負
担
す
る
。

③

将
来
の
た
め
の
増
加
工
事
は
、
要
求
者
が
そ
の
工
事

費
を
負
担
す
る
。

④

踏
切
道
は
、
鉄
道
側
が
管
理
し
、
そ
の
費
用
も
負
担



す
る
。

⑤

道
路
と
鉄
道
が
交
差
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の

土
地
の
帰
属
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
無
償
で
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

等
に
つ
い
て
変
更
は
な
い
。

三

運
建
協
定
か
ら
の
主
な
変
更
点

1

協
定
か
ら
要
綱
へ
の
変
更

従
来
は
旧
建
設
省
と
旧
運
輸
省
の
間
で

｢協
定
｣
を
締

結
し
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
形
を
と
っ
て
い
た
が
、
省

庁
再
編
等
を
踏
ま
え

｢要
綱
｣
に
改
め
た
。

2

鉄
道
側
の
定
義

｢鉄
道
側
｣
を
、
運
建
協
定
で
は
鉄
道
事
業
法
に
よ
る

第
一
種
鉄
道
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
し
て
の
J
R
会

社
法
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
及
び
貨
物
会
社
と
定
義
し
て

い
た
が
、
要
綱
で
は
、
第
一
種
鉄
道
事
業
又
は
第
三
種
鉄

道
事
業
に
係
る
鉄
道
を
経
営
す
る
者
と
し
た

(要
綱
第
二

条
)。

3

鉄
道
事
業
者
へ
の
通
知

特
殊
会
社
で
あ
る
J
R
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
び
貨

物
の
み
な
ら
ず
、
完
全
民
営
化
さ
れ
た
J
R
本
州
三
社
に

対
し
て
は
、
従
来
か
ら
運
建
協
定
に
よ
り
協
議
を
実
施
し

て
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
本
要
綱
に
よ
り
実
施
す
る
よ
う
通

知
し
た
。

さ
ら
に
、
今
回
新
た
に
、
J
R
以
外
の
鉄
道
事
業
者
に

対
し
て
も
、
参
考
と
し
た
運
用
に
努
め
ら
れ
る
よ
う
通
知

し
た
。

4

技
術
的
基
準

鉄
道
側
の
技
術
基
準
で
あ
る
｢普
通
鉄
道
構
造
規
則
｣

等
が
｢鉄
道
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
｣
に
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
関
連
す
る
規
定
の
変
更
を
行
っ
た
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
技
術
的
基
準
と
は
国
等
が
定
め
る

基
準
を
い
い
、
各
鉄
道
事
業
者
が
個
別
に
定
め
る

｢実
施

基
準
｣
等
は
、
含
ま
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る

(要
綱
第
九

条
)。

5

｢道
路
鉄
道
交
差
協
議
ム套

の
廃
止

運
輸
省
と
建
設
省
の
調
整
の
場
と
し
て

｢道
路
鉄
道
交

差
協
議
会
｣
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
省
庁
再
編

に
よ
り
同
一
省
庁
と
な
っ
た
た
め
、
協
議
会
を
廃
止
し
た

(協
定
第
一
六
条
の
削
除
)。

四

お
わ
り
に

今
回
の
改
正
に
あ
た
り
各
道
路
管
理
者
よ
り
頂
い
た
ご

意
見
、
ご
要
望
等
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め

て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
改
正
に
あ
た
り
、
ご
指
導
、
ご
協
力
頂
い
た
関

係
各
位
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
道
路
管
理
者
と
鉄

道
事
業
者
の
十
分
な
調
整
連
絡
の
下
で
、本
要
綱
が
適
宜
、

適
切
に
運
用
さ
れ
、
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
係
る
事
業

の
円
滑
な
進
展
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
つ
い
て

長 四 沖 局 交 平
、国 縄 長 通 国 成
阪 連 総 か 省 道 一

　　　　
成

一
五
年
三
月
二
〇
日

国
都
街
第
一
五
五
号

国
道
政
第
七
四
号

国
鉄
技
第
一
七
八
号

国
土

通
省
都
市
･
地
域
整
備
局
長

道
路
局
長

鉄
道

長
か
ら
各
地
方
整
備
局
長
、
北
海
道
開
発
局
長
、
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沖
縄
総
合
事
務
局
長
、
日
本
道
路
公
団
総
裁
、

四
国
連
絡
橋
公
団
総
裁
、
首
都
高
速
道
路
公

長
、
阪
神
高
速
道
路
公
団
理
事
長
あ
て
通
知

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等

(以
下

｢協
議
等
｣
と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
今
般
、
｢道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
要

綱
｣
(以
下

｢要
綱
｣
と
い
う
。)
を
別
紙
1
の
と
お
り
、
｢道
路
と
鉄
道
と

の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
細
目
要
綱
｣
(以
下

｢細
目
要
綱
｣
と
い

う
。)
を
別
紙
2
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
協
議
等
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

要
綱
及
び
細
目
要
綱
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

こ
れ
に
伴
い
、
｢道
路
と
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
等
に
お
け
る

道
路
側
と
鉄
道
側
と
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
三
年
六
月
一
日

建
設
省
都
街
発
第
一
七
号
、
建
設
省
都
街
発
第
一
七
号
の
二
、
建
設
省
道

政
発
第
六
二
号
、
建
設
省
道
政
発
第
六
二
号
の
三
)
及
び

｢道
路
と
鉄
道

と
の
交
差
に
関
す
る
運
輸
省

･
建
設
省
協
定
等
の
締
結
に
つ
い
て
｣
(昭
和

六
三
年
五
月
三
一
日

官
鉄
施
第
五
二
号
の
三
)
は
廃
止
す
る
。

な
お
、
地
方
運
輸
局
長
、
都
道
府
県
知
事
等
あ
て
に
別
添
の
と
お
り
通

知
し
て
い
る
の
で
申
し
添
え
る
。

　　　　
　　　
　　

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等

(以
下
｢協
議
等
｣
と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
今
般
、
｢道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
要

綱
｣
(以
下

｢要
綱
｣
と
い
う
。)
を
別
紙
1
の
と
お
り
、
｢道
路
と
鉄
道
と

の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
細
目
要
綱
｣
(以
下

｢細
目
要
綱
｣
と
い

う
。)
を
別
紙
2
の
と
お
り
定
め
た
の
で
通
知
す
る
。

法
定
受
託
事
務
で
あ
る
道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
第



九
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
指
定
区
間
外
の
国
道
等
に
係
る
事
務
に
つ

い
て
は
、
本
要
綱
及
び
細
目
要
綱
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
に
お
い
て
も
、
本
要
綱
及
び
細
目

要
綱
を
参
考
と
し
た
運
用
に
努
め
ら
れ
る
よ
う
十
分
な
配
慮
を
頭
い
た
い
。

こ
れ
に
伴
い
、
｢道
路
と
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
等
に
お
け
る

道
路
側
と
鉄
道
側
と
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
三
年
六
月
一
日

建
設
省
都
街
発
第

一
七
号
、
建
設
省
都
街
発
第
一
七
号
の
二
、
建
設
省
道

政
発
第
六
二
号
、
建
設
省
道
政
発
第
六
二
号
の
二
)
及
び

｢道
路
と
鉄
道

と
の
交
差
に
関
す
る
運
輸
省

･
建
設
省
協
定
等
の
締
結
に
つ
い
て
｣
(昭
和

六
三
年
五
月
三
一
日

官
鉄
施
第
五
二
号
の
三
)
は
廃
止
す
る
。

な
お
、
地
方
運
輸
局
長
、
地
方
整
備
局
長
等
あ
て
に
別
添
の
と
お
り
通

知
し
て
い
る
の
で
申
し
添
え
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
貴
管
内
市
町
村
等

(政
令
指
定
市
を

除
く
)
に
対
し
て
も
、
こ
の
旨
周
知
徹
底
方
お
取
り
計
ら
い
願
い
た
い
。

局 交 平
長 通 国 成
　 　 　 　

平
成

一
五
年
三
月
二
〇
自

国
都
街
第
一
五
五
号

国
道
政
第
七
四
号

国
鉄
技
第
一
七
八
号

国
土

交
通
省
都
市
･
地
域
整
備
局
長

道
路
局
長

鉄
道

局
長
か
ら
各
地
方
運
輸
局
長
あ
て
通
知

鉄 国 五
道 土 号

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等

(以
下
｢協
議
等
｣
と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
今
般
、
｢道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
要

綱
｣
(以
下

｢要
綱
｣
と
い
う
。)
を
別
紙
1
の
と
お
り
、
｢道
路
と
鉄
道
と

の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
細
目
要
綱
｣
(以
下

｢細
目
要
綱
｣
と
い

う
。)
を
別
紙
2
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
遺
漏
な
き
ょ
う
取
り
計
ら
れ
た

い
。ま

た
、
鉄
道
事
業
法

(昭
和
÷仝
年
法
律
第
九
二
号
)
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
第
一
種
鉄
道
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
し
て
の
旅
客
会
社

及
び
貨
物
会
社

(旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に

関
す
る
法
律

(昭
和
六
一
年
法
律
第
八
八
号
)
第
一
条
第

一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
及
び
貨
物
会
社
並
び
に
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及

び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成
一
三
年
法
律
第
六
一
号
)
附
則
第
二
条
に
規
定
さ
れ
る
新
会
社
を
い

う
。
以
下

｢旅
客
会
社
等
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
協
議
等

の
実
施
に
あ
た
っ
て
は

｢道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
運
輸
省

･
建

設
省
協
定
｣
(昭
和
六
三
年
五
月
三
一
日
締
結
)
に
よ
り
実
施
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
協
議
等
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
要
綱
及
び
細
目
要

別
紙
1

綱
に
よ
り
実
施
す
る
よ
う
、
旅
客
会
社
等
を
指
導
さ
れ
た
い
。
旅
客
会
社

等
以
外
の
貴
管
下
の
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
も
、
要
綱
及
び
細
目
要
綱
を

参
考
と
し
た
運
用
に
努
め
ら
れ
る
よ
う
周
知
さ
れ
た
い
。

こ
れ
に
伴
い
、
｢道
路
と
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
等
に
お
け
る

道
路
側
と
鉄
道
側
と
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
三
年
六
月
一
日

建
設
省
都
街
発
第
一
七
号
、
建
設
省
都
街
発
第
一
七
号
の
二
、
建
設
省
道

政
発
第
六
二
号
、
建
設
省
道
政
発
第
六
二
号
の
二
)
及
び

｢道
路
と
鉄
道

と
の
交
差
に
関
す
る
運
輸
省

･
建
設
省
協
定
等
の
締
結
に
つ
い
て
｣
(昭
和

六
三
年
五
月
三
一
日
官
鉄
施
第
五
二
号
の
三
)
は
廃
止
す
る
。

な
お
、
地
方
整
備
局
長
等
、
都
道
府
県
知
事
等
あ
て
に
別
添
の
と
お
り

通
知
し
て
い
る
の
で
申
し
添
え
る
。

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
要
綱

(目
的
)

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
道
路
と
鉄
道
と
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
等
に

お
け
る
道
路
側
と
鉄
道
側
と
の
協
議
事
項
等
に
つ
い
て
、
そ
の
基
準
を

定
め
、
も
っ
て
交
通
の
安
全
及
び
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

(定
義
)

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

-

-道
路
と
は
、
道
路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
に
よ
る

道
路
及
び
都
市
計
画
法

(昭
和
四
三
年
法
律
第
一
〇
〇
号
)
に
よ
り

都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
道
路
を
い
う
。

三

鉄
道
と
は
、
鉄
道
事
業
法

(昭
和
六
一
年
法
律
第
九
二
号
)
第
二

条
第
二
項
に
よ
る
第

一
種
鉄
道
事
業
又
は
第
四
項
に
よ
る
第
三
種
鉄

道
事
業
に
係
る
鉄
道
を
い
う
。

三

道
路
側
と
は
、
道
路
法
等
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
を
管
理
す
る
者

及
び
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
都
市
計
画
事
業
を
施
行
す
る
者

を
い
う
。

四

鉄
道
側
と
は
、
鉄
道
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。

五

管
理
と
は
、
所
有
又
は
支
配
し
、
並
び
に
改
築
、
取
替
、
修
繕
及

び
維
持
す
る
こ
と
を
い
う
。

(相
互
の
協
力
)

第
三
条

道
路
側
及
び
鉄
道
側
は
、
道
路
と
鉄
道
と
が
交
差
す
る
場
合
に

お
け
る
工
事
等
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
相
互
に
協
力
す
る
。

(新
た
に
交
差
を
設
置
す
る
場
合
の
費
用
負
担
)

第
四
条

道
路
の
新
設
若
し
く
は
改
築
又
は
鉄
道
の
新
設
若
し
く
は
改
良

に
関
す
る
工
事
に
よ
り
新
た
に
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
を
設
置
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
工
事
の
計
画
者
が
交
差
に
要
す
る
工
事
費
の
全

額
を
負
担
す
る
。

(交
差
の
増
改
築
等
の
場
合
の
費
用
負
担
)

第
五
条

前
条
の
規
定
は
、
道
路
の
拡
幅
、
鉄
道
線
路
の
増
設
等
に
関
す

る
工
事

(以
下

｢増
設
工
事
｣
と
い
う
。)
に
よ
り
、
既
設
の
交
差
を
増

改
築
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
増
改
築
に
要
す
る
工
事
費
の
負
担
に
つ



い
て
準
用
す
る
。

二

前
条
の
規
定
は
、
既
設
の
平
面
交
差
を
立
体
交
差
と
す
る
と
と
も

に
増
設
工
事
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
増
設
工
事
に
係
る
工
事
費

の
負
担
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(立
体
交
差
化
又
は
付
替
に
よ
り
踏
切
道
を
除
却
す
る
場
合
の
費
用
負
担
)

第
六
条

道
路
を
高
架
化
若
し
く
は
地
下
化
す
る
こ
と
に
よ
り
既
設
の
踏

切
道
を
除
却
す
る
場
合
又
は
道
路
を
鉄
道
と
交
差
し
な
い
よ
う
に
改
築

す
る
こ
と
に
よ
り
既
設
の
踏
切
道
を
除
却
す
る
場
合
に
お
け
る
工
事
費

に
つ
い
て
は
、
鉄
道
側
は
応
分
の
費
用
を
負
担
し
、
道
路
側
は
残
余
の

費
用
を
負
担
す
る
。

二

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
既
設
の
踏
切
道
に
係
る
部
分
の
道
路
が

廃
止
さ
れ
な
い
と
き
は
、
鉄
道
側
は
前
項
の
工
事
費
を
負
担
し
な
い
。

た
だ
し
、
踏
切
道
の
種
別
の
変
更
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
鉄
道
側
に

受
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
鉄
道
側
は
応
分
の
費
用
を
負
担
す

る
o

三

鉄
道
を
高
架
化
若
し
く
は
地
下
化
す
る
こ
と
に
よ
り
既
設
の
踏
切

道
を
除
却
す
る
場
合
又
は
鉄
道
を
道
路
と
交
差
し
な
い
よ
う
に
改
良

す
る
こ
と
に
よ
り
既
設
の
踏
切
道
を
除
却
す
る
場
合
に
お
け
る
工
事

費
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

(重
複
工
事
の
費
用
負
担
)

第
七
条

道
路
の
新
設
又
は
改
築
及
び
鉄
道
の
新
設
又
は
改
良
の
計
画
が

確
定
し
て
お
り
、
当
該
計
画
が
同
時
に
実
施
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
計
画
に
係
る
交
差
の
設
計
が
重
複
す
る
と
き
は
、
そ
の
重
複
す
る

部
分
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
道
路
側
及
び
鉄
道
側
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
二

分
の
一
を
負
担
す
る
。

(増
加
工
事
の
費
用
負
担
)

第
八
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
関
す
る
工
事
に
伴
い
次
条
に
規
定

す
る
技
術
的
基
準
を
超
え
る
施
設
の
整
備
又
は
既
設
施
設
の
著
し
い
改

築
若
し
く
は
改
良
に
関
す
る
工
事

(以
下

｢増
加
工
事
｣
と
い
う
。)
を

行
う
こ
と
を
要
求
し
た
と
き
は
、
当
該
増
加
工
事
に
係
る
工
事
費
は
要

求
者
に
お
い
て
そ
の
全
額
を
負
担
す
る
。

(技
術
的
基
準
)

第
九
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
は
、
道
路
構

造
令

(昭
和
四
五
年
政
令
第
三
二
〇
号
)、
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基

準
を
定
め
る
省
令

(平
成
一
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
五
一
号
)
及
び

こ
れ
ら
に
準
ず
る
諸
基
準
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事

完
成
後
の
道
路
又
は
鉄
道
は
そ
れ
ぞ
れ
従
前
の
機
能
を
阻
害
し
な
い
範

囲
内
の
も
の
と
す
る
。

(工
事
費
)

第
一
〇
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
要
す
る
工
事
費
は
、
前
条
に
規

定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
構
造
を
有
す
る
道
路
、
鉄
道
等
を
設

け
る
の
に
必
要
な
費
用
と
し
、
そ
の
範
囲
は
、
こ
線
橋
費
、
こ
道
橋
費
、

付
替
道
路
費
、
付
替
線
路
費
、
取
付
道
路
費
、
取
付
線
路
変
更
費
、
付

帯
工
事
費
、
測
量
及
び
試
験
費
、
用
地
費
、
物
件
移
転
費
、
補
償
費
並

び
に
雑
費
等
と
す
る
。

二

前
項
に
規
定
す
る
費
用
の
額
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。

(工
事
の
実
施
等
)

第
一
一
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
要
す
る
工
事
は
、
当
該
工
事
に

係
る
費
用
負
担
の
額
が
多
い
側
が
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
鉄
道
側
の
運

転
保
安
上
若
し
く
は
施
設
の
維
持
管
理
上
又
は
道
路
側
の
施
設
の
維
持

管
理
上
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
双
方
が
協
議
の

う
え
当
該
工
事
に
係
る
費
用
負
担
の
額
が
多
い
側
が
決
定
し
た
部
分
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二

前
項
の
工
事
の
設
計
は
、
原
則
と
し
て
当
該
工
事
の
完
成
後
当
該

施
設
を
管
理
す
る
側
が
行
い
、
細
部
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
協
議
す

る
o

(こ
線
橋
及
び
こ
道
橋
の
管
理
)

第
三
条

こ
線
橋
は
原
則
と
し
て
道
路
側
が
管
理
す
る
。
た
だ
し
、
こ

線
橋
の
架
線
防
護
装
置
等
は
鉄
道
側
が
管
理
す
る
。

二

こ
道
橋
は
原
則
と
し
て
鉄
道
側
が
管
理
す
る
。
た
だ
し
、
こ
道
橋

下
の
道
路
の
舗
装
、
排
水
設
備
、
こ
道
橋
に
設
置
し
て
い
る
道
路
の

照
明
設
備
等
は
道
路
側
が
管
理
す
る
。

三

前
二
項
に
規
定
す
る
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
原
則
と
し
て
、
そ

の
管
理
を
行
う
者
が
負
担
す
る
。

(踏
切
道
の
管
理
)

第
一
三
条

踏
切
道
は
、
鉄
道
側
が
管
理
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
費
用
は
、

鉄
道
側
が
負
担
す
る
。

(土
地
の
処
理
)

第
一
四
条

道
路
側
又
は
鉄
道
側
が
、
道
路
と
鉄
道
と
が
交
差
す
る
場
合

に
、
相
手
方
の
所
有
す
る
土
地
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

れ
を
有
償
で
譲
り
受
け
る
。
た
だ
し
、
当
該
土
地
を
道
路
の
敷
地
と
し

て
存
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
又
は
当
該
土
地
が
鉄
道
用
地
と
し
て
鉄

道
事
業
上
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
施
設
の
存
続
中
無
償
で
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が
相
互
に
相
手
方
か

ら
そ
の
所
有
す
る
土
地
を
譲
り
受
け
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
交
換
に

よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

既
設
の
平
面
交
差
を
立
体
交
差
と
す
る
こ
と
に
よ
り
又
は
道
路
若

し
く
は
鉄
道
を
付
け
替
え
る
こ
と
に
よ
り
不
要
と
な
る
道
路
の
敷
地

又
は
鉄
道
用
地
は
そ
れ
ぞ
れ
管
理
し
て
い
た
側
に
帰
属
す
る
こ
と
を

原
則
と
す
る
。

四

前
各
項
に
規
定
す
る
処
理
方
法
の
細
部
に
つ
い
て
は
道
路
側
と
鉄

道
側
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

(撤
廃
物
等
の
処
理
)

第
一
五
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
関
す
る
工
事
に
お
い
て
発
生
す

る
撤
廃
物
は
、
そ
の
も
の
に
つ
き
管
理
し
て
い
た
例
の
も
の
と
す
る
。

ニ

エ
事
の
実
施
上
購
入
し
、
又
は
設
備
し
た
物
件
で
、
工
事
完
成
後

残
存
す
る
も
の
は
、
そ
の
評
価
額
を
工
事
費
の
負
担
割
合
に
よ
り
精

算
す
る
。

(細
目
要
綱
へ
の
委
任
)

第
一
六
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
を
実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
細
目
要
綱
で
定
め
る
。

附
則こ

の
要
綱
は
、
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
協
定
の
適
用
の
日
前
に
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
運
輸
省

･

建
設
省
協
定

(昭
和
六
三
年
五
月
三
一
日
成
立
)
等
に
基
づ
き
締
結
し
た

個
々
の
工
事
施
行
協
定
は
、
な
お
有
効
と
す
る
。



別
紙
2

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
細
目

要
綱

(趣
旨
)

第
一
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
に
関
す
る
協
議
等
に
係
る
要
綱

(平
成

一
五
年
三
月
二
〇
日
制
定
。
以
下

｢要
綱
｣
と
い
う
。)
を
実
施
す
る
た

め
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
細
目

要
綱
に
よ
る
。

(定
義
)

第
二
条

細
目
要
綱
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
道
路
の
幅
員

道
路
の
路
端
か
ら
路
端
ま
で
の
幅

(の
り
面
の
幅
を

除
く
。)
を
い
う
。

た
だ
し
、
歩
道
と
車
道
と
の
区
別
の
あ
る
こ
線
橋

(下
路
橋
)
に
お

い
て
は
、
歩
道
の
外
側
に
あ
る
地
覆
の
内
側
間
の
幅
を
い
い
、
副
道
を

有
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
副
道
と
主
道
路
と
の
間
の
の
り
敷
等
を
含

め
、
一
方
の
副
道
の
外
方
の
路
端
か
ら
他
の
副
道
の
外
方
の
路
端
ま
で

の
幅
を
い
う
。

②
踏
切
道
の
幅
員

踏
切
道
の
敷
板
又
は
敷
石
の
緑
端
か
ら
緑
端
ま
で

の
幅
を
い
う
。
な
お
、
踏
切
道
の
幅
員
は
、
道
路
方
向
に
対
し
、
直
角

に
計
る
も
の
と
す
る
。

③
鉄
道
の
敷
幅

施
工
基
面
の
幅
を
い
う
。
た
だ
し
、
施
工
基
面
が
二

以
上
あ
る
場
合
は
、
外
側
の
施
工
基
面
の
外
方
の
緑
端
か
ら
他
の
外
側

の
施
工
基
面
の
外
方
の
緑
端
ま
で
の
幅
を
い
う
。

@

副
道

鉄
道
と
立
体
交
差
と
な
る
道
路
の
側
面
に
接
し
て
、
当
該
道

路
と
異
な
っ
た
縦
断
こ
う
配
又
は
路
面
の
高
さ
を
も
っ
て
設
け
ら
れ
る

幅
員
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
道
路
を
い
う
。

(交
差
工
事
等
の
推
進
等
)

第
三
条

道
路
側
及
び
鉄
道
側
は
、
交
差
工
事
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
協

議
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
協
議
に

応
じ
る
と
と
も
に
当
該
工
事
の
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
協
力
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(平
面
交
差
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
)

第
四
条

新
た
に
道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
交
差
を
平
面
交
差
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
道
路
側
と
鉄

道
側
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

二

前
項
の
規
定
は
、
道
路
の
拡
幅
又
は
線
路
の
増
設
等
の
た
め
、
既

設
の
踏
切
道
を
増
改
築

(舗
装
、
重
軌
条
更
換
、
電
化
に
よ
る
絶
縁

装
置
の
取
替
等
に
伴
う
増
改
築
を
除
く
。)
す
る
必
要
を
生
じ
た
場
合

に
、
当
該
踏
切
道
を
立
体
交
差
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

(増
設
部
分
等
の
工
事
費
の
算
定
方
法
)

第
五
条

要
綱
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
増
設
工
事

(鉄
道
の
電
化
に

対
応
す
る
部
分
を
除
く
。)
の
工
事
費
の
算
定
方
法
は
次
式
に
よ
る
。

増
設
部
分
の
工
事
費
=
増
設
工
事
の
対
象
と
な
る
工
事
費
x

〉
才

増
設
工
事
の
対
象
と
な
る
工
事
費

"道
路
の
拡
幅
の
場
合
に
は
取
付
道

を
含
む
工
事
費
、
鉄
道
線
路
の
増
設
の
場
合
に
は
取
付
道
を
含
ま
な

い
工
事
費

A
…
道
路
の
拡
幅
幅
員
又
は
鉄
道
の
増
設
敷
幅

B

M道
路
の
既
設
幅
員
又
は
鉄
道
の
既
設
敷
幅

二

要
綱
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
増
設
工
事
の
う
ち
、
鉄
道
の
電
化

に
対
応
す
る
部
分

(以
下

｢電
化
部
分
｣
と
い
う
。)
の
工
事
費
は
、
電
化

し
な
い
場
合
の
仮
想
工
事
費
と
、
電
化
す
る
場
合
の
工
事
費
と
の
差
と
す

る
。
た
だ
し
、
取
付
道
路
の
構
造
が
盛
土
構
造
の
場
合
の
電
化
部
分
の
工

事
費
の
算
定
方
法
は
次
式
に
よ
る

電
化
部
分
の
工
事
費
=
電
化
工
事
の
対
象
と
な
る
工
事
費
x
>

鴇

電
化
工
事
の
対
象
と
な
る
工
事
費
…
取
付
道
を
含
む
全
体
の
工
事
費
か

ら
電
化
に
伴
う
増
設
工
事
に
直
接
関
係
の
な
い
費
用

(こ
線
橋
上
部

構
造
工
、
道
路
路
面
工
、
道
路
路
盤
工
、
線
路
工
、
電
気
通
信
線
そ

の
他
支
障
物
の
移
転
等
に
よ
る
費
用
)
を
除
い
た
も
の

A
…電
化
す
る
場
合
の
基
準
レ
ー
ル
面
上
か
ら
げ
た
下
ま
で
の
高
さ

B
“電
化
し
な
い
場
合
の
基
準
レ
ー
ル
面
上
か
ら
げ
た
下
ま
で
の
高
さ

(鉄
道
側
の
負
担
額
)

第
六
条

要
綱
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
応
分
の
費
用
の
額
は
、
当
分

の
間
、
要
綱
第
一
○
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
額
を
上
限
と
し

て
次
表
に
よ
り
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
駅
構
内
、
支
線
等
の
交
差
箇
所

で
、
次
表
に
よ
り
応
分
の
費
用
の
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
場

合
に
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

二

要
綱
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
応
分
の
費
用
の
額
は
、
当
分
の

間
、
要
綱
第
一
〇
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
額
を
上
限
と
し

て
既
設
踏
切
道
と
残
存
踏
切
道
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
表
に
よ
り

踏切種別
、、、 噴 路

-、、、
~ …
-、、、鉄 道

2車線以下
3 車線又は
4車線

2車線
増すごとに

一種有人
洋t 線 336 338 2

-′ 線々 343 346 3

線すごとに 3 4

一種自動

国強 線 10 し- 3

･更 線 12 1りJ 4

---̂~--･･
線々 19 24 に〉

線 すごとに Qu 4性

三 種
,

線 ワ‘ RU 14
---r1U.･

JJ t 線 QV
員1 2

.~梶･々 線 16 19 らくじ
線 すごとに リリ “性

四 種

日 線 ,●▲ ｢/｣

刻….̂罠 線 り“ ′‐ り乙
呻バ受々 線 “外せ

hD
線彗すごとに

“嬢 l…ものである。
(2)価額補正に用いる指数は、道路側と鉄道側とで協議する。

算
定
し
た
額
の
差
と
す
る
。

三

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
鉄
道
側
の
所
有
す
る
土
地
等

に
著
し
い
受
益
が
生
じ
る
場
合
に
は
協
議
に
よ
り
そ
の
額
を
鉄
道
側

の
負
担
額
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(平
面
交
差
を
立
体
交
差
と
す
る
こ
と
に
伴
い
2
箇
所
以
上
の
踏
切
道
が
除

却
さ
れ
る
場
合
等
の
鉄
道
側
の
負
担
額
)

第
七
条

平
面
交
差
を
立
体
交
差
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
二
箇
所
以
上

の
踏
切
道
が
除
却
さ
れ
る
場
合
又
は
主
体
の
道
路
の
踏
切
道
が
除
却
さ

れ
他
の
平
面
交
差
が
踏
切
道
の
種
別
の
変
更
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
鉄

道
側
に
受
益
が
あ
る
場
合
は
、
立
体
交
差
さ
れ
る
べ
き
主
体
の
道
路
及

び
他
の
廃
止
さ
れ
る
道
路
又
は
踏
切
道
の
種
別
の
変
更
等
の
あ
る
道
路

の
平
面
交
差
に
つ
い
て
も
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(重
複
工
事
の
取
扱
い
)

第
八
条

要
綱
第
七
条
に
規
定
す
る

｢道
路
の
新
設
又
は
改
築
及
び
鉄
道

の
新
設
又
は
改
良
の
計
画
が
確
定
し
て
お
り
、
当
該
計
画
が
同
時
に
実



施
さ
れ
る
場
合
｣
と
は
、
当
該
交
差
部
分
に
つ
い
て
協
議
の
結
果
、
相

互
に
新
設
、
改
築
又
は
改
良
の
予
算
措
置
を
構
じ
う
る
と
き
と
す
る
。

二

重
複
工
事
部
分
に
要
す
る
費
用
は
次
の
各
号
に
よ
る
。

①
相
互
に
新
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
立
体
交
差
と
す
る
場
合

交
差
部
分
及
び
取
付
部
分
に
要
す
る
工
事
費
か
ら
、
当
該
交
差
が

な
い
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
の
当
該
交
差
部
分
及
び
取
付
部
分
に
対

応
す
る
部
分
に
要
す
る
工
事
費

(交
差
部
分
の
用
地
費
、
物
件
移
転

費
及
び
補
償
費
を
除
く
。)
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

②
既
設
の
道
路
の
改
築
又
は
鉄
道
の
改
良
及
び
道
路
又
は
鉄
道
の
新

設
に
よ
り
立
体
交
差
と
す
る
場
合

道
路
の
改
築
又
は
鉄
道
の
改
良
に
よ
る
増
設
部
分
と
道
路
又
は
鉄

道
の
新
設
部
分
と
の
重
複
す
る
部
分
を
細
目
要
綱
第
五
条
に
規
定
す

る
算
定
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

(踏
切
道
の
撤
去
等
)

第
九
条

要
綱
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
に
伴
う
踏
切
道
の
撤
去

に
つ
い
て
は
鉄
道
側
が
実
施
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
費
用
は
鉄
道
側
が

負
担
す
る
。

二

前
項
に
規
定
す
る
場
合
以
外
に
お
け
る
踏
切
道
の
撤
去
等
に
つ
い

て
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

(工
事
中
の
損
失
の
補
填
)

第
一
〇
条

要
綱
第
六
条

(鉄
道
側
に
受
益
が
な
い
場
合
を
除
く
。)
及
び

第
七
条
に
規
定
す
る
工
事
に
あ
っ
て
は
、
直
接
工
事
に
伴
い
工
事
中
に

生
じ
る
損
失
の
補
填
に
つ
い
て
は
、
道
路
側
及
び
鉄
道
側
は
そ
れ
ぞ
れ

要
求
し
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
工
事
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

(工
事
費
の
範
囲
)

第
一
一
条

要
綱
第
一
〇
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
費
に
は
、
直
接
工

事
費
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
る
費
用
を
含
む
。
た
だ
し
、
間
接
経
費

(間
接
費
割
掛
、
こ
れ
に
相
当
す
る
事
務
雑
費
並
び
に
調
査
、
設
計
及
び

監
督
に
直
接
従
事
す
る
職
員

(
一般
職
員
と
同
様
の
事
務
を
取
り
扱
う

者
を
含
む
。
)
の
旅
費
以
外
の
人
件
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
は
、
含

ま
な
い
。

①
道
路
側
又
は
鉄
道
側
が
お
の
お
の
の
当
該
工
事
に
直
接
労
務
を
提
供

す
る
工
事
費
支
弁
の
職
員
の
人
件
費
及
び
旅
費

(
一
般
職
員
と
同
様
の

事
務
を
取
り
扱
う
者
を
含
ま
な
い
。)

②
調
査
、
設
計
及
び
監
督
に
直
接
従
事
す
る
職
員

(
一
般
職
員
と
同
様

の
事
務
を
取
り
扱
う
者
を
含
む
。)
の
測
量
又
は
監
督
の
旅
費

③
試
す
い
そ
の
他
調
査
に
要
す
る
費
用

(こ
の
場
合
の
費
用
に
は
、
前

号
の
旅
費
は
含
ま
な
い
。)

④
工
事
用
車
両
使
用
料
及
び
鉄
道
運
賃

◎
工
事
用
機
械
の
購
入
費
、
修
繕
費
及
び
使
用
料

⑥

工
事
用
材
料
品
の
一
時
使
用
料

の
工
事
係
員
詰
所
等
の
費
用

③
不
可
抗
力
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
工
事
の
費
用

⑨
公
務
災
害
補
償
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
料
、
建
工
保
険
料
等
法
令

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
諸
経
費

(事
務
費
の
取
扱
い
)

第
三
一条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
関
す
る
工
事
の
受
委
託
に
係
る

事
務
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
。

の
道
路
側
又
は
鉄
道
側
は
、
要
綱
第
六
条

(鉄
道
側
に
受
益
が
な
い

場
合
を
除
く
。)
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
直
接

経
費

(間
接
経
費
以
外
の
経
費
を
い
う
。)
に
限
っ
て
要
求
で
き
る
。

②
前
号
に
規
定
す
る
工
事
以
外
の
工
事
に
係
る
事
務
費
の
負
担
方
法

に
つ
い
て
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

(踏
切
道
の
拡
幅
等
)

第
一
三
条

要
綱
第
一
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
踏
切
道
の
幅
員
が

当
該
踏
切
道
に
接
続
す
る
道
路
の
幅
員
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
、

当
該
踏
切
道
の
幅
員
を
当
該
道
路
の
幅
員
ま
で
拡
幅
す
る
と
き
の
、
そ

の
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
踏
切
道
の
幅
員
を
当
該
道
路
の
幅
員

に
満
た
な
い
こ
と
に
至
ら
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
責
を
有
す
る
者
が
負

担
し
、
そ
の
者
が
不
明
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側
と
が

そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

二

要
綱
第

一
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
踏
切
道
を
拡
幅
又
は
新

設
す
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
の
舗
装
修
繕
に
要
す
る
費
用
に
つ
い

て
は
、
協
議
に
よ
り
鉄
道
側
は
道
路
側
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

(踏
切
道
の
消
融
雪
設
備
の
設
置
に
要
す
る
費
用
負
担
)

第
一
四
条

要
綱
第
一
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
踏
切
道
の
消
融
雪

設
備
の
設
置
に
要
す
る
費
用
の
道
路
側
と
鉄
道
側
と
の
負
担
の
割
合
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
構
造
改
良
済
み
の
踏
切
道
に
消
融
雪
設
備
を
設
け
る
場
合

道
路
側
負
担
"
1
/
2

鉄
道
側
負
担
"
1
/
2

②
道
路
改
築
と
同
時
に
消
融
雪
設
備
を
設
け
る
場
合

現
道
部

道
路
側
負
担
"
1
/
2

鉄
道
側
負
担
"
1
/
2

改
良
部

道
路
側
負
担
"
2
/
2

鉄
道
側
負
担

“
o

③
線
増
と
同
時
に
融
雪
設
備
を
設
け
る
場
合

現
道
都

道
路
側
負
担

“
1
/
2

鉄
道
側
負
担
…
1
/
2

線
増
部

道
路
側
負
担
…
o

鉄
道
側
負
担
"
2
/
2

@
踏
切
道
の
構
造
改
良
と
同
時
に
消
融
雪
設
備
を
設
け
る
場
合

現
道
部

道
路
側
負
担
"
2
/
3

鉄
道
側
負
担
…
1
/
3

(1
/
2
)

(l
/
2
)

拡
幅
部

道
路
側
負
担
…
3
/
3

鉄
道
側
負
担

…
o

曲
(
)
内
は
、
人
□
五
0
万
人
以
下
の
市
町
村
の
市
町
村
道
の
踏
切
道

に
係
る
負
担
分
と
す
る
。

(添
架
)

第

一
五
条

道
路
側
又
は
鉄
道
側
は
、
道
路
の
交
通
上
又
は
鉄
道
の
事
業

上
必
要
と
す
る
施
設
を
相
手
方
の
管
理
す
る
こ
線
橋
又
は
こ
道
橋
に
無

償
添
架
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
都
度
協
議
す
る
。

(用
地
の
使
用
)

第

一
六
条

道
路
と
鉄
道
と
の
交
差
等
に
関
す
る
工
事
の
た
め
、
道
路
側

又
は
鉄
道
側
が
相
手
方
の
所
有
す
る
土
地
を
や
む
を
得
ず
使
用
す
る
必

要
が
生
じ
た
場
合
は
、
協
議
に
よ
り
無
償
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

･

一

こ
の
細
目
要
綱
は
平
成

一
五
年
三
月
二
〇
日
か
ら
適
用
す
る
。

二

こ
の
細
目
要
綱
に
規
定
し
て
い
な
い
事
項
は
、
道
路
側
と
鉄
道
側

と
で
協
議
す
る
。



は
じ
め
に

今
日
、
我
が
国
は
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大

き
な
転
換
点
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
こ
の
数
年
以
内

に
、
世
界
の
主
要
国
に
先
駆
け
て
、
総
人
口
が
減
少
す
る

過
程
に
入
り
ま
す
。
ま
た
、
人
口
の
減
少
に
あ
わ
せ
て
、

世
界
に
類
を
み
な
い
急
速
な
ペ
ー
ス
の
高
齢
者
人
口
の
増

大
、
若
年
者
人
口
の
減
少
も
経
験
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
大
き
な
変
化
に
伴
っ
て
、
労
働
力
の
不
足
、

消
費

･
投
資
の
減
少
な
ど
に
よ
る
我
が
国
の
経
済
活
力
の

低
下
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
行

は
、
社
会
保
障
負
担
の
増
加
等
を
通
じ
て
、
国
民
生
活
に

も
直
接
的
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
国
土
交
通
行
政
は
、
単
に

変
化
に
追
随
す
る
の
で
は
な
く
、
人
口
構
造
の
大
き
な
変

化
が
も
た
ら
す
未
来
の
変
化
を
見
据
え
て
、
活
力
あ
る
我

が
国
経
済
社
会
の
構
築
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
国
土
交
通
行
政
に
与
え
ら
れ

た
限
り
あ
る
資
源
の

｢選
択
と
集
中
｣
を
適
切
に
行
い
な

が
ら
、
人
口
構
造
の
変
化
の
大
き
な
う
ね
り
が
本
格
的
に

押
し
寄
せ
る
前
に
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
を
高
め
る
と

と
も
に
、
こ
の
変
化
を
む
し
ろ
積
極
的
な
チ
ャ
ン
ス
と
し

て
真
に
豊
か
で
ゆ
と
り
あ
る
国
民
生
活
を
実
現
し
て
い
く

こ
と
を
目
指
し
、
必
要
な
社
会
経
済
基
盤
の
充
実
や
交
通

政
策
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
年
度
の
国
土
交
通

白
書
の
第
I
部
で
は
、
｢人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
進
展

な
ど
人
口
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
国
土
交
通
行
政
の
あ

り
方
｣
を
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
、
人
口
構
造
の
変
化

の
動
向
と
そ
れ
が
地
域
や
社
会
、
経
済
に
与
え
る
影
響
を

分
析
す
る
と
と
も
に
、
変
化
に
対
応
し
て
国
土
交
通
行
政

が
今
後
目
指
す
べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
議
論
し
て
お
り
、

ま
た
、
第
ロ
部
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
行
政
の
各
分
野

の
動
向
を
、横
断
的
政
策
課
題
ご
と
に
報
告
し
て
い
ま
す
。

以
下
、
第
I
部

｢人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
な

ど
人
口
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
国
土
行
政
の
あ
り
方
｣

の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　

　
　　

第
1
章

人
□
構
造
の
変
化
…の
動
向

第
1
節

我
が
国
と
世
界
の
人
口
の
動
向

[我
が
国
の
人
口
は
数
年
以
内
に
減
少
]

増
加
し
つ
づ
け
て
き
た
我
が
国
の
人
口
は
数
年
以
内
に

減
少
過
程
に
入
り
、
平
成
六
二
年

(二
〇
五
〇
年
)
に
は

一
億
人
程
度
に
ま
で
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る

(図

1
)
。

[全
世
界
の
人
口
の
推
移
]

一
九
五
〇
年
に
お
よ
そ
二
五
億
人
だ
っ
た
世
界
の
人
口

は
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
お
よ
そ
六
一
億
人
と
五
〇
年
間
に

約
二
･
四
倍
に
増
加
し
、さ
ら
に
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
は
、

圓量楚遵鞠書噂ついて

道路局総務課



約
九
〇
億
人
に
達
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

我
が
国
の
六
五
歳
以
上
の
老
年
人
口
比
率
は
一
八

第
2
節

少
子
高
齢
化
の
進
展

[高
齢
化
の
進
展
]

人
00

00

00

0

0

0

0

0
195

総
一

0

0

0

0

0

0

0

囃
｣

図 1 日本の将来推計人口
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年

ピ
ー｢一 資料)磁土会保障,踊問題研究覇祷 鱗 - - - -人口 14 1 ･

四
%
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
の
高
齢
化
は
世
界
に
例
の
な

い
速
さ
で
進
展
し
て
い
る

(図
2
)。

[少
子
化
の
進
展
]

　
　
　

十二支
十
十9フ0 1980 fg90 2000 20t0 2020
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図2 主要先進諸国の6 5歳以上人口割合の推移
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弩 2050

我
が
国
の
一
五
歳
未
満
の
年
少
人
口
比
率
は
一
五
%
を

割
り
込
ん
で
減
少
を
続
け
て
お
り
、
合
計
特
殊
出
生
率
も

一
･
三
三
ま
で
低
下
し
て
世
界
で
も
最
も
低
い
水
準
に
あ

る
な
ど
、
少
子
化
が
進
展
し
て
い
る

(図
3
)。
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第
2
章

人
□
構
造
が
社
会
経
済
に
与
え
る
影
響

第
2
節

暮
ら
し
や
社
会
に
与
え
る
影
響

刻

鱒

[世
帯
の
小
規
模
化
と
高
齢
者
世
帯
の
増
加
]

(

朧

謝
呻

く

ヰ,

/
//

/
/
,

節

繊
嚢
鰡

鵺阜
芻

/
ク

/
/
‘

劉
皇癈

斜里
盪

/
′

/
/
-

篤
穐

雌
蘂

-

-

一

-

-

-

-

,

*壽
鱒

霧

響

総
き
〆
J

"

畿

鶉

ハ

.

/)

)

-

9

復

ん
-)

讓

/
鬱

群
寵
し
/
"

盪

寮

滋‘きふ き鱗謠き鱗謠 ,
≦議定

-

/

、

〆
/
礬

、
寮 鶚蕊

、‘‐･･,.･

/
礬 響メミ

.‘‐･･、℃℃′‐

、‘"!
鶉蕊

、
1995 2000 2010

都道府県内移動者数

第
1
節

地
域
や
都
市
に
与
え
る
影
響

我
が
国
の
世
帯
総
数
は
人
口
の
ピ
ー
ク
を
迎

[人
口
移
動
の
減
少
傾
向
]

え
た
後
も
引
き
続
き
増
加
を
続
け
る
も
の
と
予

人
口
の
移
動
者
総
数
は
、
都
道
府
県
間
･
都
道
府
県
内

移
動
率
霧

移
動
と
も
に
減
少
し
、
過
去
最
低
の
水
準
と
な
っ
て
い
る

慢
年

(図
4
)。

郷

三
大
都
市
圏
に
お
け
る
転
出
入
の
状
況
は
、
大
幅
な
転

入
超
過
が
見
ら
れ
た
高
度
経
済
成
長
期
以
後
落
ち
着
い
た

動
き
を
示
し
て
い
る
が
、
東
京
圏
で
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
転

入
超
過
が
続
い
て
い
る
。

東
京

･
大
阪
の
大
都
市
圏
内
で
は
、
中
心
部
に
お
け
る

マ
ン
シ
ョ
ン
供
給
の
増
加
な
ど
に
伴
っ
て

｢都
心
回
帰
｣

の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

三
大
都
市
圏
以
外
の
地
方
圏
に
お
い
て
は
、
進
学
、
就

職
等
に
伴
う
大
都
市
部
へ
の
人
口
移
動
が
減
少
し
、
若
年

層
の
定
着
化
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

[人
口
減
少
地
域
の
拡
大
]

人
口
が
減
少
し
て
い
る
地
域
は
、
今
後
拡
大
し
、
二
〇

二
〇
年
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
人
口
が

減
少
す
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。

今
後
の
人
口
の
動
向
を
都
市
圏
に
よ
っ
て
み
て
み
る

と
、
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
枢
都
市
以
上
の
大
都
市
圏
域
で

は
人
口
の
ゆ
る
や
か
な
集
中
が
続
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
一

戯約

60 平成25550
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想
さ
れ
て
い
る
。
世
帯
の
規
模
は
小
規
模
化
を
続
け
て
お

り
、
平
成
二
五
年

(二
〇
一
三
年
)
に
は

｢単
独
世
帯
｣

が
最
も
多
い
世
帯
類
型
に
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い
る

(図
5
)。

高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
高
齢
者
世
帯
の
増
加
が
著
し

く
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
単
独
又
は
夫
婦
の
み
の
世
帯

数
は
、
平
成
一
二
年

(二
〇
〇
〇
年
)
か
ら
平
成
三
二
年

(二
〇
二
〇
年
)
の
二
〇
年
間
で
約
一
･
六
倍
に
増
加
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

[居
住
環
境
の
動
向
]

我
が
国
の
住
宅
は
、
持
家
を
中
心
に
床
面
積
が
拡
大
し

て
き
て
い
る
が
、
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
持
家
の
半
分
以

下
の
水
準
に
あ
り
、
欧
米
諸
国
に
比
較
し
て
も
低
い
水
準

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

居
住
水
準
を
世
代
別
に
み
て
み
る
と
、
三
〇
代
か
ら
四

〇
代
の
家
族
形
成
期
の
世
代
で
著
し
く
低
く
な
っ
て
お
り
、

今
後
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
世
代
が
家
族
形
成
期
に

入
っ
て
く
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
新
規
の
住
宅
需
要
は
堅

調
に
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
一
方
、
住
宅
価
格
は
地

価
下
落
等
を
反
映
し
て
下
落
す
る
傾
向
に
あ
り
、
首
都
圏

の
住
宅
価
格
の
い
わ
ゆ
る
年
収
倍
率
も
縮
小
し
て
い
る
。

[通
勤
･
通
学
移
動
の
動
向
]

全
国
に
お
け
る
通
勤

･
通
学
者
数
は
減
少
し
て
お
り
、

少
子
化
を
反
映
し
て
特
に
通
学
者
数
の
減
少
幅
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
。

通
勤
･
通
学
の
利
用
交
通
手
段
を
み
て
み
る
と
、
全
国

で
は

｢自
家
用
車
だ
け
｣
が
最
も
多
く
、
さ
ら
に
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
。

[余
暇
時
間
の
増
大
]

国
民
の
余
暇
時
間
は
増
加
を
続
け
る
一
方
、
レ
ジ
ャ

ー
･
余
暇
生
活
を
今
後
の
生
活
に
お
い
て
重
視
す
る
人
が

多
く
、
社
会
の
高
齢
化
に
伴
っ
て
余
暇
時
間
や
レ
ジ
ャ
ー

の
重
要
性
が
一
層
高
ま
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

[働
き
万
の
多
様
化
]

若
年
層
を
中
心
に
転
職
割
合
の
増
加
な
ど
長
期
雇
用
慣

行
に
変
化
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
非
正
社
員
の
割
合
が

増
加
し
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
女
性
を
中
心

と
し
て
増
加
し
て
い
る
。

第
3
節

経
済
や
財
政
に
与
え
る
影
響

[労
働
力
に
与
え
る
影
響
]

我
が
国
の
生
産
年
齢
人
口
は
今
後
急
速
か
つ
大
幅
に
減

少
し
、
そ
れ
に
よ
る
労
働
力
の
減
少
も
避
け
ら
れ
な
い
見

込
み
で
あ
る
。
人
口
減
少
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め

に
も
、
女
性
や
高
齢
者
の
就
業
を
促
進
す
る
た
め
の
環
境

整
備
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

特
に
、
女
性
の
労
働
力
率
は
二
〇
代
後
半
か
ら
三
〇
代

が
極
端
に
低
い
M
字
型
と
な
っ
て
お
り
、
就
業
と
出
産
や

育
児
が
両
立
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
が
必
要
で
あ
る

(図
6
)。

[貯
蓄
や
投
資
に
与
え
る
影
響
]

我
が
国
の
貯
蓄
率
は
近
年
徐
々
に
低
下
す
る
傾
向
に
あ
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(

図

る
。
ま
た
、
世
帯
主
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
の
貯
蓄

率
は
か
な
り
低
い
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
の
増

加
は
長
期
的
に
は
貯
蓄
率
の
低
下
要
因
に
な
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
今
後
の
生
活
の
仕
方
と
し
て
将
来
に
備
え
る

よ
り
も
現
在
の
生
活
に
重
点
を
置
く
傾
向
も
強
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
貯
蓄
率
の
低
下
が
一
層
進
む
可

能
性
も
高
い
。

一
方
、
高
齢
者
が
保
有
す
る
大
き
な
資
産
ス
ト
ッ
ク
の

、誓うこし (^^^〆



有
効
活
用
も
課
題
で
あ
る
。

家
計
貯
蓄
率
の
低
下
は
、
企
業
の
倍
入
れ
に
よ
る
設
備

投
資
の
低
下
要
因
と
な
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
収
益
性
の
高

い
設
備
投
資
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

[経
済
成
長
に
与
え
る
影
響
]

我
が
国
経
済
は
、
全
要
素
生
産
性

(T
F
P
)
や
労
働

投
入
量
の
寄
与
度
が
低
下
し
、
近
年
概
ね
年
一
~
二
%
程

度
の
成
長
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
後
も
長
期
的
に
は
労

働
力
の
減
少
が
大
き
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
成
長
へ

の
制
約
が
強
ま
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
I
T
な
ど
の
技
術

革
新
や
社
会
資
本
整
備
、
規
制
緩
和
等
を
通
じ
て
経
済
社
会

の
効
率
性
や
国
際
競
争
力
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

[国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
豊
か
さ
の
実
現
]

人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
は
、
仮
に
国
全
体
の
経
済
成

長
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
て
も
、国
民
一
人
当
た
り
の
所
得
、

資
産
、
空
間
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
人
口

減
少
を
積
極
的
に
活
か
し
つ
つ
、
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
に

と
っ
て
よ
り
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
基
盤
整
備

や
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
の
効
率
化
に
今
か
ら
取
り
組
む
必

要
が
あ
る
。

[財
政
や
社
会
保
障
へ
の
影
響
]

我
が
国
の
財
政
状
況
は
、
景
気
対
策
や
社
会
保
障
関
係

費
の
増
大
に
よ
る
歳
出
の
増
加
、
景
気
の
低
迷
や
減
税
の

実
施
に
よ
る
税
収
の
減
少
等
を
背
景
と
し
て
、
一
九
九
〇

年
代
以
降
急
速
に
悪
化
し
て
い
る
。
今
後
も
厳
し
い
財
政

状
況
は
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
老
年
従
属
人
口
指
数
は
二
〇
五
〇
年
に
は
六

七
%
に
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
お
り
、
働
き
手
一
･
五
人

で
一
人
を
扶
養
す
る
計
算
に
な
る
。
今
後
の
労
働
力
人
口

の
減
少
や
経
済
成
長
の
鈍
化
、
高
齢
者
の
増
加
に
よ
る
負

担
増
等
に
伴
い
、
現
行
制
度
の
下
で
は
国
民
負
担
率
の
上

昇
が
避
け
ら
れ
な
い
見
込
み
で
あ
る
。

第
4
節

社
会
資
本
整
備
、
公
共
交
通
へ
の
影
響

[社
会
資
本
需
要
に
対
す
る
影
響
]

人
口
構
造
の
変
化
は
社
会
資
本
に
対
す
る
需
要
を
変
化

さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
が
、
内
外
の
経
済
動
向
や
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
に
よ
る
影
響
も
大
き
く
、
例
え

868
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艘
将

追
の

00

交
□

20

キ

ば
、
交
通
関
係
社
会
資
本
の
利
用
は
人
口
や
G
D
P
の
伸

び
を
超
え
て
増
加
し
て
き
て
い
る
。

一
方
、
今
後
も
人
口
が
減
少
し
て
い
く
中
で
、
自
動
車

交
通
量
も
長
期
的
に
は
減
少
に
転
じ
る
も
の
と
予
測
さ
れ

て
お
り
、
港
湾
取
扱
貨
物
量
や
航
空
輸
送
量
も
伸
び
が
低

下
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
て
い
る

(図
7
)。

[社
会
資
本
投
資
に
お
け
る
財
政
制
約
]

社
会
資
本
投
資
の
G
D
P
に
対
す
る
比
率
は
、
厳
し
い

財
政
事
情
を
反
映
し
て
低
下
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
国

の
歳
出
に
占
め
る
公
共
事
業
関
係
費
の
割
合
も
低
下
を
続

け
て
お
り
、
引
き
続
き
厳
し
い
財
政
制
約
を
受
け
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。

[維
持
更
新
投
資
の
増
加
]

高
度
成
長
期
に
整
備
さ
れ
た
大
量
の
社
会
資
本
ス
ト
ッ

ク
が
更
新
時
期
を
迎
え
る
こ
と
等
か
ら
、
維
持
更
新
投
資

は
急
激
に
増
加
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ
、
将
来
の
新
規
投

資
は
増
大
す
る
維
持
更
新
投
資
に
よ
っ
て
大
き
な
制
約
を

受
け
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
,(図
8
)。

[公
共
交
通
需
要
の
変
化
]

公
共
交
通
分
野
で
は
、
急
激
な
高
齢
化
の
進
展
に
伴
う

高
齢
者
の
利
用
機
会
の
増
加
と
、
就
業
者
や
学
生
等
の
減

少
に
よ
る
全
国
的
な
利
用
者
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
。
女

性
や
高
齢
者
の
外
出
機
会
の
増
大
等
に
伴
う
新
た
な
輸
送

需
要
の
喚
起
も
考
え
ら
れ
る
。

[通
勤
通
学
環
境
の
変
化
]

混
雑
の
激
し
い
都
市
部
に
お
い
て
は
、
朝
夕
等
の
混
雑

(lo億台/キロ)
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緩
和
に
よ
る
ゆ
と
り
あ
る
通
勤
通
学
の
実
現
が
期
待
さ
れ

る
一
方
で
、
高
齢
者
の
増
加
等
に
よ
り
都
市
内
に
お
け
る

移
動
手
段
の
使
い
や
す
さ
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ

る
o

[生
活
交
通
へ
の
影
響
]

公
共
交
通
利
用
者
が
減
少
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て

は
、
鉄
道
や
バ
ス
路
線
を
廃
止
す
る
動
き
も
増
加
す
る
な

ど
、
公
共
交
通
の
維
持
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
難
し
く
な
る

が
、
地
域
社
会
を
維
持
し
て
い
く
上
で
も
、
生
活
交
通
を

確
保
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
3
章

人
口
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
国
土
交

通
行
政
の
あ
り
方

第
1
節

変
化
に
対
応
し
た
重
点
的
･効
率
的
な
社
会

資
本
整
備
、
交
通
政
策
の
展
開

少
子
高
齢
化
が
進
展
し
つ
つ
人
口
が
減
少
す
る
局
面
の

中
で
、
我
が
国
の
活
力
低
下
が

懸
念
さ
れ
る
一
方
、
社

会
資
本
整
備
に
対
す
る
財
政
制
約
が
一
層
強
ま
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
今
後
は
、
｢選
択
と
集
中
｣
を
大
胆
に
行
い

つ
つ
、
効
率
的
な
社
会
資
本
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

【我
が
国
の
活
力
･
競
争
力
向
上
な
ど
政
策
的
意
義
の
高
い
事

業
へ
の
重
点
化
]

高
速
交
通
体
系
の
整
備
や
、
魅
力
あ
る
都
市
へ
の
再
生

な
ど
経
済
の
生
産
性
を
高
め
、
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資

す
る
分
野
へ
の
重
点
的
な
投
資
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

少
子
高
齢
化
に
伴
う
災
害
弱
者
の
増
加
に
対
応
し
た
国
民

の
安
全
･
安
心
の
確
保
の
た
め
の
基
盤
整
備
も
重
要
で
あ

る

(図
9
)。

[事
業
評
価
の
厳
格
な
実
施
と
時
間
管
理
概
念
の
徹
底
]

社
会
経
済
の
将
来
の
変
動
を
踏
ま
え
つ
つ
厳
格
で
精
緻

な
事
業
評
価
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
国
民
か
ら
必
要
と

さ
れ
る
社
会
資
本
の
整
備
が
適
切
な
時
期
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
時
間
管
理
概
念
の
徹
底
を
図
る
。

[地
域
の
実
情
に
応
じ
た
効
率
的
な
社
会
資
本
の
供
給
と
既
存

ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
]

地
域
特
性
に
対
応
し
た
柔
軟
な
規
格
･基
準
を
設
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
コ
ス
ト
縮
減

を
図
り
つ
つ
、
効
率
的
な
社
会
資
本
整
備
を
行
え
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
広
域
的
な
観
点
か
ら
の
効
率
的
な
社

会
資
本
整
備
や
行
政
と
民
間
主
体
と
の
連
携
に
よ
る
取
組

み
を
進
め
る
。
ま
た
、
既
存
の
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
で

き
る
だ
け
長
期
間
、
有
効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
し
、

維
持
管
理
の
高
度
化
に
よ
る
ス
ト
ッ
ク
の
延
命
化
や
維
持

管
理
コ
ス
ト
の
低
減
を
図
る

(図
中
)。

競
争
と
連
携
を
重
視
し
た
交
通
政
策
の
展
開
]

人
口
構
造
が
変
化
し
、
量
か
ら
質
へ
の
転
換
が
一
層
求

め
ら
れ
る
中
で
、
事
業
者
間
の
活
発
な
競
争
や
幅
広
い
連

携
等
を
通
じ
て
、
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
展
開

を
含
め
、
よ
り
快
適
で
利
用
し
や
す
い
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の

実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た

公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
を
図
る
。

第
2
節

高
齢
者
や
女
性
な
ど
の
社
会
参
加
の
促
進

[す
べ
て
の
人
の
く
ら
し
を
快
適
に
す
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の

推
進
]

高
齢
者
を
含
め
た
す
べ
て
の
人
の
移
動
の
円
滑
化
を
図

る
た
め
、
鉄
道
駅
へ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
設
置
、
ノ
ン

　
　

　
　
　

持
新
5
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資
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投
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仮
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図 9 各国主要都市圏の環状道路の整備状況の比較

ス
テ
ッ
プ
バ
ス
や
L
R
T

(低
床
式
路
面
電
車
)
車
両
の

導
入
等
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
生
活
の
基
本
と
な
る
住
宅
や
多
く
の
人
が
利
用

す
る
建
築
物
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、
建
築
物
と
動

く
通
路
等
の
一
体
的
整
備
、
官
庁
施
設
、
都
市
公
園
等
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
居
住

･
生
活
環
境
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
を
推
進
す
る
。

[子
育
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー
環
境
の
整
備
]

材

5

　
　
　

　1

子
育
て
を
支
援
し
、
女
性
が
社
会
参
加
し
や
す
い
環
境

整
備
に
資
す
る
た
め
、
家
族
の
形
成
に
あ
わ
せ
た
ゆ
と
り

あ
る
住
宅
取
得
等
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
妊
産
婦
、
乳

幼
児
連
れ
の
利
用
者
等
す
べ
て
の
人
が
使
い
や
す
い
公
共

交
通
機
関
や
建
築
物
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
ト
イ
レ
の

整
備
等
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
育
児
施
設
の
充
実
等
を
図

る
た
め
、
住
宅
や
鉄
道
駅
等
へ
の
育
児
施
設
等
の
併
設
を

促
進
す
る
。

[高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
の
整
備
]

市
場
環
境
の
整
備
や
福
祉
施
策
と
の
連
携
な
ど
に
よ
り

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
居
住
環
境
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
福
祉
や
介
護
を
支
え
る
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
確
保

を
図
る
。

[ゆ
と
り
あ
る
暮
ら
し
を
実
現
す
る
新
た
な
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の

蝦

提
供
]

セ

公
共
交
通
機
関
の
乗
車
券
等
へ
の
I
C
カ
ー
ド
の
導
入

行

に
よ
り
、
複
数
の
交
通
機
関
の
連
携
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
向

道

上
、
柔
軟
で
多
様
な
運
賃
割
引
の
設
定
等
様
々
な
可
能
性

48
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が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
普
及
を
促
進
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
よ
る
生
活
支
援
を
行

う

｢生
活
支
援
輸
送
サ
ー
ビ
ス
実
証
実
験
｣
や
女
性
専
用

車
両
の
路
線
拡
大
モ
デ
ル
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
、
新
し

い
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
や
普
及
に
向
け
て
支
援
し
て
い

る
。

[国
土
交
通
関
連
産
業
に
お
け
る
高
齢
者
や
女
性
の
積
極
的
な

参
加
と
活
力
の
維
持
]

少
子
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
労
働
力
不
足
が
懸
念
さ
れ

る
中
で
、
国
土
交
通
分
野
の
産
業
に
お
い
て
も
高
齢
者
や

女
性
の
労
働
力
を

一
層
活
用
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
の
た
め
、
高
齢
者
や
女
性
が
働
き
や
す
い
環
境
の

整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
積
極
的
な
就
業
を
促
進
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
が
進
む
中
で
我
が
国
が
活

力
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
経
済
や
産
業
を
活
性
化
し
、

国
際
競
争
力
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

我
が
国
の
活
力
、
国
際
競
争
力
を
高
め
る
分
野
へ
の
社
会

資
本
投
資
の
重
点
化
、
交
通
事
業
の
規
制
緩
和
や
I
T
革

命
の
推
進
、
物
流
の
効
率
化
等
を
通
じ
た
事
業
者
の
競
争

力
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

第
3
節

地
域
･
都
市
の
活
力
の
維
持
･活
性
化

[交
流
人
口
の
拡
大
]

人
口
の
減
少
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
社
会
の
活
力

の
減
少
を
補
い
、
需
要
の
拡
大
等
を
通
じ
て
経
済
や
地

域

･
社
会
を
活
性
化
さ
せ
る
第
二
の
人
口
と
し
て
の

｢交

流
人
口
｣
の
拡
大
を
図
っ
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の

人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

交
流
人
口
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
、
個
性
あ
る
地
域
の

形
成
と
交
流
活
動
を
支
え
る
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
魅
力
あ
る
観
光
交
流
空
間

づ
く
り
等
の
基
盤
整
備
や
個
性
的
な
観
光
ま
ち
づ
く
り
、

市
町
村
の
連
携
に
よ
る
地
域
間
交
流
等
を
促
進
す
る
と
と

も
に
交
通
網
の
整
備
を
推
進
す
る

(写
真
ー
)。

国
際
観
光
旅
行
は
世
界
的
に
見
る
と
順
調
に
増
加
し
て

い
る
が
、
我
が
国
を
訪
れ
る
外
国
人
数
は
国
際
的
に
は
低

水
準
で
、
日
本
人
の
海
外
旅
行
者
数
の
1
/
3
~
1
/
4

｢賑わいの道づくり｣ (石川県輪島市)

写真 1 地域間交流を促進する基盤整備

に
過
ぎ
ず
、
国
際
観
光
収
支
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
が
続
い

て
い
る
。
国
際
観
光
交
流
の
不
均
衡
を
解
消
し
、
地
域
社

会
の
活
性
化
と
国
際
相
互
理
解
を
図
る
た
め
に
も
、
訪
日

外
国
人
観
光
客
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
。

外
国
人
観
光
客
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
際
相
互
理

解
の
促
進
の
ほ
か
、
国
内
の
人
口
動
向
に
影
響
さ
れ
な
い

新
規
需
要
の
創
出
、拡
大
と
い
う
経
済
面
の
効
果
が
あ
る
。

官
民
の
関
係
主
体
が
連
携
し
な
が
ら
外
国
人
の
訪
日
旅
行

を
促
進
す
る
た
め
の
国
家
戦
略
で
あ
る

｢グ
ロ
ー
バ
ル
観

光
戦
略
｣
に
基
づ
き
、
世
界
に
開
か
れ
た
観
光
大
国
を
目

指
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
推
進
す
る
。

都
市
空
間
の
再
編
と
有
効
活
用
]

人
口
集
中
地
区

(D
I
D
)
の
人
口
及
び
面
積
の
増
加

率
は
縮
小
し
て
お
り
、
都
市
へ
の
人
口
の
集
中
と
、
都
市

地
域
の
拡
大
は
沈
静
化
し
つ
つ
あ
る
。
今
後
、
都
市
地
域

の
人
口
の
減
少
も
予
測
さ
れ
る
中
で
、
ゆ
と
り
あ
る
居
住

空
間
の
実
現
や
緑
豊
か
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
を

図
る
と
と
も
に
、
美
し
い
景
観
の
形
成
に
取
り
組
む

(図

=
)。

[地
域
や
都
市
の
生
活
を
支
え
る
交
通
の
確
保
]

生
活
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
バ
ス
路
線
、
離
島

航
路
、
離
島
航
空
路
等
に
対
し
支
援
や
基
盤
の
整
備
等
を

行
う
ほ
か
、
地
域
協
議
会
等
に
お
い
て
路
線
の
維
持
方
策

や
廃
止
対
策
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
仕
組
み
を
設
け
て
い

る
。
ま
た
、
過
疎
地
域
等
の
公
共
交
通
空
白
地
域
に
お
い

て
、
住
民
輸
送
の
実
証
実
験
な
ど
新
た
な
輸
送
形
態
を
模
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良好機動ll環境の保全 ･復元 〆

索
す
る
取
組
み
も
推
進
す
る
。

DJ雫 (花見川 ･花島総合公園)
公園が一体となった緑地整備メ

都
市
部
に
お
け
る
今
後
の
公
共
交
通
機
関
整
備
の
方
向

と
し
て
は
、
高
齢
者
で
も
ゆ
と
り
を
も
っ
て
安
全
、
快
適

,
っ

に
利
用
で
き
る
よ
う
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
含
め
た
利
便
性

向
上
対
策
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
都
市
郊
外
部
な
ど
急
速

に
高
齢
化
が
進
む
地
域
等
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

聡

醸
麟
講
鱸
鸚
滋

帥贓議
運
碇

バ
ス
や
デ
マ
で

バ
ス
等
の
導
入
の
動
き
を
支
援
し
て
い

ノ
ーl!
!
!
＼
二

ノ!
誣
主
＼

る
oま

た
、
子
供
連
れ
の
女
性
や
高
齢
者
を
含
め
、
誰
も
が

出
か
け
や
す
い
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
街
づ
く
り
を
進
め
て
い

く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

と公園が一体となった緑地整備

図11 緑の回廊構想
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一
は
じ
め
に

J
H
日
本
道
路
公
団
が
行
っ
て
い
る
有
料
道
路
事
業

は
、
高
速
道
路
等
を
通
行
さ
れ
る
全
て
の
お
客
様
か
ら
公

平
に
通
行
料
金
を
負
担
し
て
頂

)

均

51

7

〈
こ
と
で
成
り
立
っ
て
お
り
、

円

平

億

日

一
日
平
均
で
約
六

一
〇
万
台
も

入

2

9

鍼
問
鮪
鉤

の
車
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す

斗
区 分

通行台数(万台) 金収入(億円)

年 間 1日平均 年 間 1日平均

高 速 道 路 l47,371 404 蹴 51

一般有料道路 75,160 206 競 ワー

(表
1
)。

入
)

収
績

と
こ
ろ
が
･

昨
年
頃
か
ら

讓

｢無
料
通
行
宣
言
こ霊已
と
書
か
れ

粃
昨

た
書
類
を
料
金
所
の
係
員
に
渡

洽
穢

し
、
通
行
料
金
を
支
払
わ
ず
に

迩
秤

高
速
道
路
等
を
通
行
す
る
者
が

1

発
生
し
て
き
ま
し
た
。

表

こ
れ
は
、
例
え
ば

｢財
布
を
忘
れ
た
｣
等
の
理
由
に
よ

る
通
行
料
金
の
未
払
と
は
違
い
、
故
意
に
通
行
料
金
を
支

払
わ
な
い
と
い
う
明
ら
か
に
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
違

反
す
る
不
法
行
為
で
あ
り
、
J
H
と
し
て
看
過
で
き
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

二

不
正
通
行
者
へ
の
対
応
方
針
の
決
定

こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
J
H
と
し
て
は
督
促
状
、
催

促
状
等
に
よ
る
文
書
で
の
請
求
の
ほ
か
、
電
話
に
よ
る
催

促
や
、
直
接
訪
問
し
て
支
払
の
説
得
を
行
う
等
任
意
で
の

支
払
に
向
け
た
徴
収
努
力
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

で
も
任
意
で
の
支
払
に
応
じ
な
い
滞
納
者
も
い
る
こ
と
か

ら
、
他
の
お
客
様
と
の
公
平
性
の
面
及
び
不
法
行
為
の
是

正
の
面
か
ら
も
厳
正
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断

し
、
｢無
料
通
行
宣
言
書
｣
に
よ
り
通
行
料
金
の
不
払
通

行
を
行
い
、
任
意
の
支
払
に
応
じ
な
か
っ
た
滞
納
者
に
対

し
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
財
産
の
差
押

(=
強

制
徴
収
)
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

三

J
H
が
行
う
強
制
徴
収
に
係
る
法
的
根
拠

に
つ
い
て

J
H
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
道
路
法
第
七
三
条
第
三
項
の
規
定
中

｢道
路
管

理
者
｣
を

｢日
本
道
路
公
団
｣
と
読
み
替
え
て
、
J
H
が

通
行
料
金
等
を
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
国
税

徴
収
法
の
諸
規
定
を
準
用
し
て
滞
納
処
分

(財
産
の
差

押
=
強
制
徴
収
)
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

兼
繍
遭
鰤
濶
鑪
◎
臓
榊
皺
噸
轤
つ
い
て

日
本
道
路
公
団
経
理
部
管
財
課

道行セ 2003,4 5Z



四

強
制
徴
収
の
実
施

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
再
三
に
わ
た
る

説
得
等
に
も
関
わ
ら
ず
支
払
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
滞
納
者

に
対
し
、
平
成
一
四
年
一
〇
月
三

日
に
通
行
料
金
の
未

納
金
と
し
て
は
J
H
と
し
て
初
め
て
強
制
徴
収
を
実
施

し
、
そ
の
後
平
成
一
五
年
三
月
二
七
日
ま
で
に
合
計
一
六

件
の
強
制
徴
収
を
実
施
ま
し
た

(表
2
)。

な
お
、
差
押
は
い
ず
れ
も
金
融
機
関
の
預
貯
金
債
権
で

あ
っ
た
た
め
、
事
務
手
続
き
と
し
て
は
国
税
徴
収
法
の
規

定

(第
六
二
条
)
に
従
い
、
｢債
権
差
押
通
知
書
｣
を
金

融
機
関

(第
三
債
務
者
)
に
送
達
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い

ま
し
た

(図
1
)。

五

お
わ
り
に

表 2 強制徴収の実施状況

年齢等 住所 差押実施日 債権額(円) 差押韻(円) 通行回数 差押財産

･I▲飜 但
“

雫撚
, 顱

259,520 鱗 鯲 金…什･･…̂14
nz 20ft 静岡県 顱繊 翠 礎 鯲

鍵

金も“費〕斌 神奈川県 …廳 鰭 螂 “ 〃

直れ畦 20代 東京都 H M,lo.28 45,152 45.162 26 "

この酬 埼玉県

雙 螂 ㈱ お "

AY 嫌 茨城県 H14,12.10 226.200 104,161 51 "

"‘狄 福岡県 H14.12.n 燃 17,980 5 〃

RU 飜 岡山県 H14,12.16 緘 饗 第 "

QJ 飜 宮城県 H14,12.18 ◆ 諭 聡 〃

約 皺 岐阜県 H14.12.25 ㈱ ㈱ 4マ "

u 30代 京都府 Hl6.1.24 ㈱ ㈱ u 〃

12 酬 大阪府 HL6.L28 鱗 ㈱ ワー 〃

郎 40代 福井県

纖 蹴 靴 24 〃

14 狄 プレ滅論賛 日1RQワn 燻 緘 QU 〃

16 30代 神奈川県

臟 鰡 燃 鋭 "

蜷 臥 大阪府 きき 纖 鰍 〃

J
H
は
、
こ
れ
ま
で
一
六
件
の
強
制
徴
収
を
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
強
制
徴
収
の
実
施
は
、
新
聞
等
で
報
道
さ
れ

た
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
任
意
に
よ
る
支
払
に
応

じ
な
か
っ
た
者
が
支
払
に
応
じ
、
そ
の
後
不
正
通
行
そ
の

も
の
を
や
め
る
例
が
出
て
く
る
等
不
正
通
行
の
抑
止
効
果

と
い
う
観
点
か
ら
も
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え

姿 、 収 で

慰飛、"ご" "き、、 ~ ~ す
定 て に そ の -

高有り 口座有り、残高なし 匝宏二n 芻姦 慰 娑裔奔
、 で は の

② 1口座、残高有りl

霊れ　
　

① l口座、残高の照会

@)l銀行等から金銭を受領 I

L差押調書謄本を滞納者に交付 I

③ l債権差押通知書を渡す (送達)』

②

③

④

ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
強
制
徴
収
は
、
他
人
の
財
産
を
文
字
通
り
強

制
的
に
徴
収
す
る
と
い
う
強
権
の
発
動
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
任
意
に
よ
る

支
払
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
て
は
、
引
き
続
き
厳
正
に
対

処
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
す
。

ま
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
強
制
徴
収
と
い
う

｢対

症
療
法
｣
だ
け
で
な
く
、
不
正
通
行
を
未
然
に
防
ぐ
抑
止

効
果
の
あ
る
方
策
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

一□

4

フ

解

に

第

　
　
　

　

計

計

図 1 預貯金に対する強制徴収 (差押え) 実施

⑦ l配当計算書謄本を滞納者に交付 1

⑥ l配当計算書の作成 l



や
す
お

フ
ム
フ
ム

･
･
･
。

ダ
イ
ス
ケ

熱
心
に
勉
強
し
て
る
よ
う
だ
ね
、や
す
お
君
。

や
す
お

は
い
。
先
月
号
の
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
の

｢平

成
一
五
年
通
常
国
会
提
出
法
案
(道
路
関
係
)
の
概
要
｣

を
読
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
今
国
会
に
は
、
道
路
関
係

の
法
案
が
四
つ
も
提
出
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
だ

け
道
路
行
政
を
め
ぐ
る
環
境
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

ダ
イ
ス
ケ

そ
う
だ
ね
。
社
会
資
本
整
備
に
関
す
る
長
期

計
画
の
在
り
方
が
見
直
さ
れ
た
り
、
新
た
な
有
料
道
路

政
策
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
た
り
、
正
に
道
路
行
政
の
一

大
転
換
期
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
ね
。

や
す
お

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
ず
い
ぶ
ん
前

に
新
聞
で

｢道
路
特
定
財
源
の
使
途
拡
大
｣
っ
て
騒
が

れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
?

確
か
、
環
境
分
野
な
ど
に
も

道
路
特
定
財
源
を
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
か

･

.
･
o

ダ
イ
ス
ケ

正
確
に
言
う
と
、
道
路
特
定
財
源
の
う
ち
の

揮
発
油
税
等
を
環
境
分
野
な
ど
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
だ
。
ほ
ら
、
こ
こ
だ
よ
、
｢道
路
整
備
緊
急

措
置
法
｣
の
改
正
の
と
こ
ろ
、
『⑤
揮
発
油
税
等
の
充

当
対
象
と
し
て
、
道
路
整
備
に
密
接
に
関
連
す
る
環
境

対
策
事
業
等
を
追
加
』
(道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
三
月
号

三
三
頁
参
照
)。

や
す
お

ふ
ー
ん
。
｢環
境
対
策
事
業
等
｣
っ
て
、
具
体

的
に
は
ど
ん
な
事
業
で
す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

具
体
的
に
は
①
D
P
F
･
酸
化
触
媒
の
導
入

支
援
と
、
②
E
T
C
車
載
器
リ
ー
ス
制
度
の
創
設
の
こ

と
。
法
律
上
は

｢環
境
対
策
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
事
業
｣
と
規
定
し
て
い
て
、
政
令

(道
路
整
備
費

の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(昭
和
三
十

四
年
政
令
第
十
七
号
)
第
一
条
第
二
項
)
で
具
体
的
に

事
業
を
規
定
し
て
い
る
。
政
令
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①

｢自
動
車
へ
の
粒
子
状
物
質
の
排
出
を
抑
制
す
る
装
置

の
装
着
に
対
し
て
助
成
を
行
う
事
業
｣
と
②

｢有
料
道

路
の
料
金
の
自
動
収
受
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
に
関
す
る

調
査
を
行
う
事
業
｣
と
い
う
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
ん

だ
。

や
す
お

な
る
ほ
ど
。
揮
発
油
税
等
の
充
当
先
と
し
て
、

新
た
な
事
業
を
追
加
し
た
わ
け
で
す
ね
。
で
も
新
聞
な

ど
で
は
、
環
境
分
野
だ
け
で
な
く
、
地
下
鉄
整
備
な
ど

に
も
使
途
を
拡
大
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
と
思
う
ん

で
す
け
ど

i
o

新
し
く
追
加
さ
れ
て
い
な
い
ん
で

す
か
?

ダ
イ
ス
ケ

う
ん
、
地
下
鉄
整
備
に
つ
い
て
は
、
追
加
さ

れ
て
い
な
い
。
ち
ょ
っ
と
整
理
し
て
み
よ
う
か
。

今
般
の
道
路
特
定
財
源
の
使
途
の
見
直
し
で
は
、
地

方
へ
の
税
源
移
譲
や
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
債
務
処

理
な
ど
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
使
途
拡
大
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
た
。
使
途
拡
大
で
は
、
前
述
の
D
P
F
･
酸
化

触
媒
の
導
入
支
援
や
E
T
C
車
載
器
リ
ー
ス
制
度
の
創

設
の
ほ
か
に
、
地
下
鉄
イ
ン
フ
ラ
整
備
等
へ
の
活
用
も

行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
地
下
鉄
イ
ン
フ
ラ

整
備
等
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
法
律
に
規
定
さ
れ
て

い
た
揮
発
油
税
等
の
充
当
先
で
あ
る

｢道
路
の
整
備
｣

に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
法
律
や
政
令
を
改

正
し
て
新
た
に
追
加
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
な
ん
だ
。

一
方
、
｢道
路
の
整
備
｣
に
含
ま
れ
な
い
D
P
F
･

酸
化
触
媒
の
導
入
支
援
や
E
T
C
車
載
器
リ
ー
ス
制
度

の
創
設
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
揮
発
油
税
等
の
充
当
対

象
と
な
る
よ
う
に
法
改
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
わ
け
な
ん
だ
。

や
す
お

な
る
ほ
ど
。

道イテセ 2003.4 53

讓
範
漉
令
関
係
◎
驫
A

遭
酪
糟
莚
財
源
の
使
途
の
見
直
し
に
つ
い
て



で
も
、
い
っ
そ
の
こ
と
環
境
対
策
事
業
等
だ
け
で
な

く
、
い
ろ
い
ろ
な
施
策
に
道
路
特
定
財
源
を
充
て
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
改
正
す
れ
ば
良
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
?

道
路
特
定
財
源
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

で
お
役
に
立
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。

ダ
イ
ス
ケ

い
や
、
そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
な
ん

だ
。道

路
特
定
財
源
制
度
は
、
受
益
者
負
担
の
原
則
に
基

づ
い
て
、
自
動
車
利
用
者
に
道
路
整
備
の
た
め
の
特
別

な
負
担
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
も
の
な
ん
だ
。
し
た
が

っ
て
、
道
路
特
定
財
源
を
、
道
路
と
は
無
関
係
の
事
業

に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
り
、
そ
れ
こ
そ
一
般
財
源

化
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
で
あ
る
自
動

者
利
用
者
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
だ

ろ
う
ね
。

今
後
も
引
き
続
き
、
受
益
者
負
担
と
い
う
原
則
を
踏

ま
え
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
納
税
者
の
理
解
が
得
ら
れ

る
範
囲
内
で
、
そ
の
見
直
し
の
た
め
の
検
討
が
進
め
ら

れ
る
べ
き
な
ん
だ
ろ
う
ね
。

や
す
お

な
る
ほ
ど
~
。
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
に
な
り
ま
す

ね
え
。
他
の
法
案
に
つ
い
て
も
、
教
え
て
く
だ
さ
い
よ

(t)
。

ダ
イ
ス
ケ

ま
ず
は
自
分
で
勉
強
し
て
か
ら
だ
な
。ま
あ
、

気
が
向
い
た
ら
、
そ
の
う
ち
教
え
て
や
る
よ
。

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(法
笏
二
条
の
政
令
で
定
め
る
道
路
及
び
事
業
)

第
一
条

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

(以
下
｢法
｣
と
い
う

。
)
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
道
そ
の
他
の
道
路
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
･
二

騎

2

法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
へ
の
粒
子
状
物
質
の
排
出
を
抑
制
す
る
装
置
の
装
着
に
対
し
て
助

成
を
行
う
事
業

二

有
料
道
路
の
料
金
の
自
動
収
受
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
に
関
す
る
調
査
を
行

う
事
業

改

正

案

自
動
車
へ
の
粒
子
状
物
質
の
排
出
を
抑
制
す
る
装
置
の
装
着
に
対
し
て
拗

を
行
う
事
業

道
路
整
備
緊
急
措
置
法
施
行
令

(法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
道
そ
の
他
の
道
路
)

第
一
条

道
路
整
備
緊
急
措
置
法

(以
下
｢法
｣
と
い
う
。
)
第
二
条
第
一
項
の

政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
道
そ
の
他
の
道
路
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

一
･
二

略

現

行

○

道
路
整
備
緊
急
措
置
法
施
行
令

(昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
)
(抄
)

4
･
円
　
　　　　　

分
8

国

道路特定財源の使途の多様化

5兆7千億円 (国 3兆4千億円 地方 2兆3千億円)

自動車重量税の譲与割合引き上げ

新直轄方式の導入に伴う
地方負担に対応(約450億円)

本四公団有利子債務

今 地方への税源移譲

円
　
　　

　

　　　　　　　　

　
　
　　
　

　

　

　　　
　

　ク
ー

　
　
　　
　

　

◆ 本四公団の債務処理

※ 80 0億円の出資金をすo年延長
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　兆切

1
1
1
I
1
I
繃

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

道



遭
難
管
理
者
間
の
協
議

(そ
の
2
)

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

ロ
ー
ル
の
途
中
で
、
国
道
の
区
域
内
に
県
道
の
照
明
灯

が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
ん
で
す
け
ど
、

道
路
占
用
許
可
申
請
が
出
て
い
な
い
の
で
不
法
占
用
じ

ゃ
な
い
か
と
騒
い
で
い
た
ん
で
す
よ
。

そ
れ
で
、
わ
た
し
が
、
そ
れ
は
道
路
管
理
者
間
の
協

議
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
不
法
占

用
物
件
に
は
あ
た
ら
な
い
と
説
明
を
し
た
ん
で
す
が
、

そ
の
協
議
の
根
拠
は
ど
こ
に
な
る
の
か
と
聞
か
れ
て
困

っ
て
い
る
ん
で
す
。

渡
邊
課
長

な
る
ほ
ど
。
道
路
法
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

坂
上
係
員

は
い

!
。
え
っ
、
道
路
法
以
外
の
法
律
に
根
拠

が
あ
る
ん
で
す
か
?

渡
邊
課
長(そ

う
い
う
意
味
で
言
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け

ど

!
。)

道
路
法
の
関
係
図
書
と
か
は
見
て
み
た
か
い
?

渡
邊
課
長

あ
5
0

み
ん
な
、
お
は
よ
う
。

坂
上
係
員
･
大
野
係
員

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

渡
邊
課
長(お

っ
、
坂
上
さ
ん
は
頑
張
っ
て
調
べ
て
い
る
み
た

い
だ
な
。
結
構
、
結
構
。)

午
後
に
な
っ
て

坂
上
係
員(う

ー
っ
。
根
拠
が
全
然
見
つ
か
ら
な
い
よ
~
。
ど

う
し
よ
う
。)

渡
邊
課
長(な

ん
か
煮
詰
ま
っ
て
き
た
感
じ
だ
な
。
そ
ろ
そ
ろ

ヒ
ン
ト
ぐ
ら
い
出
し
た
方
が
い
い
か
な
。)

坂
上
さ
ん
。
朝
か
ら
ず
っ
と
何
を
調
べ
て
い
る
ん
だ

　
　
　

坂
上
係
員

あ
っ
、
課
長
。
じ
つ
は
、
昨
日
大
野
君
が
道
路
パ
ト

坂
上
係
員

一
応
、道
路
法
第
十
一
条
と
か
は
見
た
ん
で
す
け
ど
、

特
に
道
路
管
理
者
間
の
協
議
に
つ
い
て
は
載
っ
て
い
な

く
、て

･
.
･
o

渡
邊
課
長

特
に
道
路
管
理
者
間
の
関
係
に
と
ら
わ
れ
ず
に
全
体

を
見
て
い
っ
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。

坂
上
係
員

分
か
り
ま
し
た
。
全
体
的
に
目
を
通
し
て
み
ま
す
。

渡
邊
課
長(こ

れ
で
見
つ
け
ら
れ
る
か
な
?
)

坂
上
係
員

し
ょ
う
が
な
い
。
第

一
条
か
ら
つ
ぶ
し
て
い
く

か

･
･
･
。

坂
上
係
員

え
~
っ
と
。
道
路
法
第
二
十
二
条
は

i
o

あ

っ
、

あ
っ
た
、
あ
っ
た
。

渡
邊
課
長

ど
う
だ
い
、
見
つ
か
っ
た
か
い
?

坂
上
係
員

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
見
つ
か
り
ま
し
た
。

｢道
路
法
に
は
、
道
路
管
理
者
相
互
の
関
係
に
つ
い

て
は
第
十
九
条

(境
界
地
の
道
路
管
理
)、
第
四
十
八

条
の
四
(道
路
と
自
動
車
専
用
道
路
と
の
連
結
･
交
差
)

等
の
よ
う
に
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は
別
に
規
定
せ



ず
、
両
者
の
関
係
が
生
じ
た
場
合
に
は
全
て
両
者
の
協

議
に
よ
る
解
決
に
委
ね
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。｣
と
書

い
て
あ
り
ま
す
ね
。

渡
邊
課
長

そ
う
だ
ね
。
も
う
少
し
、
考
え
て
み
よ
う
か
。
こ
れ

ら
の
条
文
を
見
て
、
何
か
気
づ
く
こ
と
は
な
い
か
い
。

坂
上
係
員

う
ー
ん
。
(何
だ
ろ
う
。)

大
野
係
員(横

か
ら
、
ひ
ょ
い
と
出
て
き
て
)

こ
れ
ら
の
条
文
、す
べ
て
協
議
っ
て
な
っ
て
ま
す
ね
。

渡
邊
課
長

よ
く
気
が
つ
い
た
ね
。
第
十
九
条
や
第
四
十
八
条
の

四
の
よ
う
な
特
別
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
道
路
管
理
者

相
互
の
関
係
を
規
制
す
る
と
き
は
、
す
べ
て
協
議
制
度

を
採
用
し
て
い
る
ん
だ
よ
。

坂
上
係
員

そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
う
で
す
ね
。
全
然
気
付
き

ま
せ
ん
で
し
た

(や
ら
れ
た
!
)
。

大
野
君
分
か
っ
た
?

大
野
係
員

は
い
っ
。

(僕
が
協
議
っ
て
こ
と
見
つ
け
た
の
に
。)

坂
上
係
員

も
う
、
ホ
ン
ト
に
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
た
?

も
う
一
回
説
明
す
る
わ
よ
。

大
野
係
員(も

う
一
回
っ
て
言
わ
れ
て
も

一
通
り
説
明
後

。)

渡
邊
課
長

理
解
で
き
た
よ
う
だ
ね
。
問
題
も
解
決
し
た
こ
と
だ

し
、
ど
う
だ
い
、
二
人
と
も
、
今
晩
、
夕
飯
で
も
。

大
野
係
員

そ
れ
で
は
、
坂
上
さ
ん
と
協
議
の
上
、
費
用
負
担
は
、

課
長
と
い
う
こ
と
で
。

渡
邊
課
長

私
に
は
、
協
議
は
な
い
の
か

!(こ
の
頃
お
わ
り
)

(境
界
地
の
道
路
の
管
理
)

第
十
九
条

地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
境
界
に
係
る
道
路
に
つ
い
て

は
、
関
係
道
路
管
理
者

(国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除

く
。
以
下
本
条
及
び
第
五
十
四
条
中
同
じ
。)
は
、
第
十
三
条
第
一
項

及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
協
議
し
て
別
に
そ
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
関

係
道
路
管
理
者
は
、
当
該
道
路
が
都
道
府
県
の
区
域
の
境
界
に
係
る

と
き
、
又
は
関
係
道
路
管
理
者
の
い
ず
れ
か
が
都
道
府
県
で
あ
る
と

き
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
に
裁
定

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

第
七
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
六
項
中

｢国
土
交
通
大
臣
｣
と
あ

る
の
は
｢国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
｣
と
、
｢関
係
都
道
府

県
知
事
｣
と
あ
る
の
は
｢関
係
道
路
管
理
者
｣
と
、
｢当
該
都
道
府
県

の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣
と
あ
る
の
は
｢指
定
区

間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
議
会
に

諮
問
し
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公

共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

4

第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
裁
定
を
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
関
係
道
路
管
理
者

の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
す
。

5

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
た
場
合

(前
項
の
規
定
に

よ
り
関
係
道
路
管
理
者
の
協
議
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。)
に
お
い
て
は
、
関
係
道
路
管
理
者
は
、
成
立
し
た
協
議

の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

(道
路
等
と
自
動
車
専
用
道
路
と
の
速
結
又
は
交
差
)

第
四
十
八
条
の
四

道
路
等

(軌
道
を
除
く
。
以
下
本
項
及
び
第
四
十

八
条
の
八
第
二
項
中
同
じ
。)
の
管
理
者
は
、
道
路
等
を
第
四
十
八
条

の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
道
路
又
は

道
路
の
部
分

(以
下
｢自
動
車
専
用
道
路
｣
と
い
う
。)
と
連
結
さ
せ

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
理
者
が
道
路
管
理
者
で
あ

る
と
き
は
当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
道
路
管
理
者
と
協
議
し
、
そ
の

他
の
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
道
路
管
理
者
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
等

を
自
動
車
専
用
道
路
と
立
体
交
差
以
外
の
方
式
で
交
差
さ
せ
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

2

自
動
車
専
用
道
路
の
道
路
管
理
者
は
、
前
項
前
段
の
場
合
に
あ
っ

て
は
当
該
連
続
が
当
該
自
動
車
専
用
道
路
の
効
用
を
妨
げ
な
い
場
合

に
限
り
、
同
項
後
段
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
交
差
が
前
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
前
項
の
協
議
に
応

じ
、
又
は
同
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



賠
償
責
任
を
負
う
。

②

被
牛鼠
云社
の
主
張

本
件
事
故
発
生
当
時
、
く
ぼ
み
B
の
地
点
に
深
さ
一
･

二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
た
わ
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る

が
、
そ
れ
は
バ
イ
ク
の
走
行
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
く
、
本
件
事
故
は
専
ら
被
害
者
の
運
転
ミ
ス
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
被
害
者
は
法
定
速
度
を
一
〇
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
超
え
る
時
速
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
た
わ
み
を
通

過
し
た
が
、
そ
の
直
前
に
何
ら
か
の
危
険
を
感
じ
、
急
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
た
た
め
ス
リ
ッ
プ
し
て
対
向
車
線
に
逸
脱

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
現
場
に
印
象
さ
れ
た
ス

リ
ッ
プ
痕
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
件
事
故

の
発
生
に
つ
き
、
被
告
会
社
に
不
法
行
為
責
任
は
な
い
。

③

被
告
国
の
主
張

被
告
会
社
が
述
べ
る
と
お
り
、
本
件
事
故
は
専
ら
被
害

者
の
運
転
ミ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
く
ぼ
み
B
に
つ
い

て
は
、
そ
の
存
在
に
よ
り
本
件
の
よ
う
な
事
故
が
発
生
す

る
危
険
性
が
客
観
的
に
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
そ

の
発
生
を
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
被

告
国
に
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
責
任
は
な
い
。
ま
た
、

被
告
国
は
、
本
件
迂
回
路
の
構
造
、
安
全
施
設
等
に
つ
い

て
適
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
責
任
も
な
い
。

宮
城
国
道
四
五
号
原
付
転
倒
事
故
損
害
賠
償
請

求
事
件

〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
三
年
五
月
二
人
日

仙
台
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

(原
告
控
訴
)

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
四
年
=

月
一
四
日

仙
台
高
等
裁
判
所

控
訴
一
部
認
容

(確
定
)

1

事
件
の
概
要

原
告
の
子
息
が
原
動
機
付
自
転
車
で
一
般
国
道
四
五
号

線
の
工
事
用
暫
定
迂
回
路
を
走
行
中
、
対
向
車
線
に
飛
び

出
し
、
折
か
ら
走
行
し
て
き
た
対
向
車
に
衝
突
し
て
死
亡

し
た
。
原
告
は
、
本
件
事
故
の
原
因
は
、
本
件
迂
回
路
上

に
発
生
し
て
い
た
く
ぼ
み
に
本
件
バ
イ
ク
の
ハ
ン
ド
ル
が

取
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
本
件
迂
回
路
の
設
置
工

事
を
担
当
し
た
被
告
会
社
及
び
道
路
管
理
者
で
あ
る
被
告

国
に
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
。
(請
求
額

…
六
、
0
七
二

万
二
、
O
O
〇
円
)

本
件
迂
回
路
上
に
発
生
し
て
い
た
く
ぼ
み
は
、
合
計
三

つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
被
害
者
の
進
行
方
向
手
前
か
ら
A
、

B
、
C
と
す
る
。
な
お
、
B
と
C
は
中
央
線
を
挟
ん
で
平

行
な
位
置
に
存
し
、
二
つ
の
く
ぼ
み
の
間
の
幅
は
、
三
0

;
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
っ
た
。

2

当
事
者
の
主
張

①

原
告
の
主
張

本
件
事
故
は
、
被
害
者
が
本
件
バ
イ
ク
を
運
転
し
て
や

や
左
に
カ
ー
ブ
す
る
本
件
迂
回
路
を
走
行
中
、
迂
回
路
上

に
発
生
し
て
い
た
く
ぼ
み
B
に
本
件
バ
イ
ク
の
車
輪
を
乗

り
入
れ
て
車
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
対
向
車
線
に
逸
脱

し
て
折
か
ら
走
行
し
て
き
た
対
向
車
に
衝
突
し
た
も
の
で

あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
会
社
が
本
件
迂
回
路
を
設
置
す
る
に

当
た
り
そ
の
土
質
や
強
度
に
応
じ
た
適
切
な
工
事
を
行
わ

な
か
っ
た
た
め
に
く
ぼ
み
B
が
生
じ
、
ま
た
、
そ
の
後
も

そ
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
そ
の
補
修
と
安
全
管
理
を
怠
っ

た
た
め
に
本
件
事
故
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告

会
社
は
民
法
第
七
〇
九
条
に
よ
り
損
害
賠
償
責
任
を
負

う
。
ま
た
、
被
告
国
は
、
安
全
の
十
分
で
な
い
本
件
迂
回

路
の
開
通
を
承
認
し
、
そ
の
後
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
及
び
二
条
一
項
に
よ
り
損
害

宮
城
国
道
四
五
号
原
付
転
倒
事
故
損
害
賠
償

請
求
事
橲

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



3

判
決
要
旨

①

-
審
判
決

本
件
道
路
に
く
ぼ
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
れ
が
本
件
バ
イ
ク
に
物
理
的
影
響
を
与
え
、
本
件

事
故
を
引
き
起
こ
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

②

二
審
判
決

本
件
事
故
は
、
被
害
者
が
く
ぼ
み
B
に
本
件
バ
イ
ク
の

車
輪
を
乗
り
入
れ
た
た
め
、
ハ
ン
ド
ル
操
作
不
能
に
な
り

対
向
車
線
に
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当

で
あ
り
、
被
控
訴
人
会
社
及
び
被
控
訴
人
国
に
は
損
害
賠

償
責
任
が
あ
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
に
も
前
方
不
注
視
の

過
失
が
あ
り
、
そ
の
割
合
は
五
割
と
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。

4

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

(主
に
二
審
判
決
に
よ
る
)

①

本
件
事
故
の
原
因

被
控
訴
人
ら
は
、
被
害
者
は
本
件
バ
イ
ク
の
車
輪
を
く

ぼ
み
B
に
乗
り
入
れ
て
は
お
ら
ず
、
本
件
事
故
の
発
生
と

く
ぼ
み
B
は
関
係
が
な
い
旨
主
張
す
る
が
、
く
ぼ
み
B
と

C
は
本
件
迂
回
路
の
南
側
車
線
を
ほ
ぼ
塞
ぐ
よ
う
な
形
で

存
在
し
、
二
つ
の
く
ぼ
み
の
間
は
わ
ず
か
三
0
･
四
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
し
か
な
く
、
そ
の
う
え
、
本
件
迂
回

路
は
左
に
カ
ー
ブ
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と

本
件
迂
回
路
を
初
め
て
通
る
被
害
者
が
両
側
の
く
ぼ
み
に

落
ち
る
こ
と
な
く
、
こ
の
わ
ず
か
な
幅
を
時
速
約
四
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
で
通
過
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
し

て
も
困
難
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
現
に
、
本
件
事
故
当

日
、
本
件
迂
回
路
を
原
動
機
付
自
転
車
で
走
行
し
た
高
校

生
四
人
は
、
く
ぼ
み
B
か
C
の
い
ず
れ
か
に
乗
り
入
れ
、

ハ
ン
ド
ル
を
と
ら
れ
た
旨
主
張
し
て
お
り
、
ま
た
、
も
し

被
害
者
が
く
ぼ
み
B
と
C
の
間
を
通
過
し
た
と
す
る
と
、

そ
の
直
後
に
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
理
由
が
見
当
た

ら
な
い
こ
と
か
ら
、
被
害
者
は
く
ぼ
み
B
に
本
件
バ
イ
ク

の
車
輪
を
乗
り
入
れ
て
ハ
ン
ド
ル
操
作
の
自
由
を
失
い
、

そ
の
ま
ま
直
進
す
る
の
や
む
な
き
に
至
り
、
そ
の
た
め
対

向
車
線
に
飛
び
出
す
危
険
を
感
じ
て
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

た
が
及
ば
ず
、
対
向
車
線
に
逸
脱
し
た
も
の
と
認
め
る
の

が
合
理
的
で
あ
る
。

②

被
控
訴
人
会
社
の
責
任

被
控
訴
人
会
社
は
、
一
般
の
通
行
の
用
に
供
し
た
後
に

す
ぐ
に
く
ぼ
み
を
生
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
あ
る
本
件
迂
回
路

を
設
置
し
、
し
か
も
く
ぼ
み
が
発
見
さ
れ
た
後
に
直
ち
に

補
修
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
第
七
〇
九
条

に
よ
る
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

③

被
控
訴
人
国
の
責
任

本
件
迂
回
路
を
設
置
、
管
理
し
て
い
た
被
控
訴
入
国
に

お
い
て
も
、
く
ぼ
み
B
の
存
在
は
本
件
迂
回
路
が
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
、
く
ぼ
み
B
の
存
在
に
よ
っ
て
本
件
の
ご
と
き
事
故
が

発
生
す
る
危
険
性
は
客
観
的
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
こ

と
は
通
常
容
易
に
予
測
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
被
控
訴
人
国
は
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
よ
り
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

④

過
失
相
殺

本
件
迂
回
路
に
入
る
手
前
に

｢迂
回
路
あ
り
｣、
｢工
事

中
｣、
｢徐
行
｣
の
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
被
害
者
は
法
定
速
度
毎
時
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

越
え
る
時
速
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
本
件
迂
回
路
を
走
行

し
、
前
方
注
視
を
し
て
い
れ
ば
早
期
に
く
ぼ
み
B
を
発
見

し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
減
速
徐
行
な
ど
の
措
置
が
と
れ
た

の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
て
そ
の
ま
ま
の
速
度
で
く
ぼ
み
B
に

乗
り
入
れ
、
対
向
車
線
に
逸
脱
し
た
過
失
が
あ
り
、
そ
の

割
合
は
五
割
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
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れ
,

浮
き
世
を
離
れ
て
穫
の
名
所
へ

秋
田
駅
前
に
立
っ
た
瞬
間
、
｢時

間
の
流
れ
が
違
う
な
あ
｣
と
感
じ
た

の
は
、
今
か
ら
一
六
年
前
の
夏
、
県

庁
の
採
用
試
験
の
た
め
に
東
京
か
ら

秋
田
に
戻
っ
た
時
の
こ
と
で
し
た
。

渋
谷
や
新
宿
の
駅
前
で
は
、
信
号

が
替
わ
る
た
び
に
人
も
車
も
向
き
を

変
え
、
｢待
っ
て
ま
し
た
｣
と
ば
か

り
に
ド
ォ
ッ
と
流
れ
出
す
の
に
、
秋

田
の
駅
前
に
は
、
そ
う
い
う
流
れ
自

体
が
な
い
よ
う
な
:

o

人
や
車
が
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん

(最
新
の
交
通
セ
ン
サ
ス
で

も
、
秋
田
市
の
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
は

他
の
県
庁
所
在
地
と
比
較
し
て
決
し

て
ひ
げ
は
と
っ
て
お
り
ま
せ
ん
)。
た

だ
、
些
細
な
こ
と
に
追
い
た
て
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
ゆ
っ
た
り
と
、
淡
々

と
時
間
と
人
と
が
流
れ
て
い
く
:
。

そ
ん
な
雰
囲
気
の
お
国
柄
、
と
申
せ

ば
、
多
少
な
り
と
も
耳
障
り
が
よ
ろ

し
い
で
し
ょ
う
か
。
駅
前
に
立
っ
た

だ
け
で
、
何
だ
か
ホ
ッ
と
さ
せ
ら
れ

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

今
年
の
春
は
心
が
晴
れ
な
い
よ
う

な
ニ
ュ
ー
ス
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

景
気
が
上
向
か
な
い
と
か
、
中
東
で

戦
争
が
始
ま
っ
た
と
か
、
各
地
で
凶

悪
事
件
が
頻
発
し
た
と
か
。

と
も
す
れ
ば
、
や
る
気
が
失
わ
れ

て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
昨
今
、
今
年

も
花
が
咲
い
た
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス

に
触
れ
る
と
、
草
木
の
営
み
の
逞
し

さ
力
強
さ
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
ま
た

救
わ
れ
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
悠
久
の
時
の
中

で
、
人
の
世
に
何
が
起
こ
る
う
と
、

秋
田
県
東
京
事
務
所

高
橋

正
弘

当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に
行

お
う
と
す
る
、
ひ
た
む
き
な

｢花
｣
。

多
忙
な
年
度
末

･
慣
れ
な
い
新
年

度
の
仕
事
な
ど
、
浮
き
世
の
こ
と
に

ペ
ー
ス
を
乱
し
そ
う
に
な
っ
た
ら
、

花
な
ど
を
愛
で
つ
つ
、
自
分
の
時
を

取
り
戻
し
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

今
回
は
、
せ
っ
か
く
四
月
号
に
掲

載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
も
あ
り
、

秋
田
県
で
G
W
前
後
に
見
頃
に
な
る

国
道
沿
い
の
花
見
の
名
所
を
、
幾
つ

か
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◇
田
沢
湖
町
の
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ

国
道
四
六
号
を
田
沢
湖
町
か
ら
角

館
町
に
向
か
う
途
中
に
、
田
沢
湖
町

刺
巻

(さ
し
ま
き
)
の
ミ
ズ
バ
シ
ョ

ウ
群
生
地
が
あ
り
ま
す

(写
真
1
)。

例
年
見
頃
は
四
月
上
旬
~
下
旬
。

八
幡
平
辺
り
で
は
、
冬
眠
か
ら
覚

め
た
熊
が
整
腸
剤
代
わ
り
に
食
べ
て

い
る
と
か
。
遊
歩
道
の
上
か
ら
覗
く

と
、
青
々
し
た
葉
っ
ぱ
の
、
何
と
み

ず
み
ず
し
く
お
い
し
そ
う
な
こ
と
。

つ
い
食
べ
て
み
た
く
な
り
ま
す
が
、

人
間
が
食
べ
る
と
猛
烈
な
下
痢
を
引

き
起
こ
す
と
そ
う
で
す
。

｢見
て
い
る
う
ち
が
花
｣
で
す
ね
。 写真 1 田沢湖町のミズバショウ

◇
西
木
村
の
カ
タ
ク
リ

国
道
四
六
号
か
ら
国
道
一
〇
五
号

西から東から



に
入
っ
て
車
で
約
一
五
分
、
左
手
に

少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
西
木
村

(に

し
き
む
ら
)
の
カ
タ
ク
リ
群
生
地
が

あ
り
ま
す

(写
真
2
)。

例
年
見
頃
は
四
月
中
旬
~
下
旬
。

栗
の
木
の
傍
ら
に
よ
く
生
え
る
カ

タ
ク
リ
。
赤
紫
色
の
花
が
咲
き
、
村

特
産
の
西
明
寺
栗
の
林
の
下
に
絨
毯

を
敷
き
詰
め
た
よ
う
な
景
色
に
な
り

ま
す
。
花
の
盛
り
が
約
一
週
間
と
短

い
の
で
、
地
元
の
役
場
等
に
確
認
す

る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

◇
角
館
町
の
桜

国
道
四
六
号
沿
い
の

｢み
ち
の
く

の
小
京
都
｣
と
呼
ば
れ
る
角
館
。

｢東
北
花
見
ツ
ア
ー
｣
な
ど
で
は

必
ず
コ
ー
ス
に
入
っ
て
い
る
秋
田
の

桜
名
所
の
定
番
で
す
。
全
長
約
二
皿

の
桧
内
川

(ひ
の
き
な
い
が
わ
)
堤

の
桜
並
木
と
武
家
屋
敷
の
枝
垂
れ
桜

が
見
所
で
、
例
年
見
頃
は
四
月
下
旬

~
五
月
上
旬
。

武
家
屋
敷
の
枝
垂
れ
桜
は
江
戸
時

代
の
秋
田
藩
支
藩
･
佐
竹
北
家
が
入

部
し
て
程
な
く
植
え
ら
れ
た
も
の
で

樹
齢
二
百
年
以
上
の
古
木
も
。ま
た
、

檜
内
川
堤
の
桜
並
木
は
、
昭
和
八
年

に
完
成
し
た
堤
防
に
、
皇
太
子
殿
下

容
▼
の
天
皇
陛
下
)
御
誕
生
記
念
と

し
て
植
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

角
館
は
一
年
を
通
じ
て
観
光
客
が

多
い
町
で
す
。
桜
や
武
家
屋
敷
の
ほ

か
、
伝
統
工
芸
の
樺
細
工
伝
承
館
や

秋
田
蘭
画
の
平
福
記
念
美
術
館
な
ど

へ
も
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

◇
大
潟
村
の
菜
の
花

日
本
海
東
北
自
動
車
道
五
城
目
八

郎
潟
I
C
よ
り
車
で
二
〇
分
ほ
ど
走

る
と
、
干
拓
で
有
名
な
大
潟
村
の
中

心
部
に
入
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
道

路
沿
い
に
敷
か
れ
た
延
長
約
八
皿
の

黄
色
い
絨
毯

｢菜
の
花
ロ
ー
ド
｣
と

村
内
宿
泊
施
設
サ
ン
ル
ー
ラ
ル
大
潟

近
く
の

｢菜
の
花
畑
｣
が
見
所
で
、

例
年
四
月
下
旬
が
見
頃
で
す
。

か
つ
て
琵
琶
湖
に
次
ぐ
日
本
第
二

位
の
面
積
を
誇
っ
た
八
郎
潟
を
干
拓

し
て
作
ら
れ
た
大
潟
村
は
、
農
業
の

経
営
規
模
も
大
き
く
、
村
と
は
言
っ

て
も
一
人
当
た
り
所
得
は
県
内
市
町

村
中
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
ラ
ン
ク
さ
れ

て
い
ま
す
。
整
然
と
し
た
ま
っ
す
ぐ

な
広
い
道
路
、
沿
道
の
ポ
プ
ラ
並
木

の
防
風
林
、
色
取
り
取
り
の
花
で
飾

ら
れ
た
シ
ャ
レ
た
住
宅
な
ど
、
北
海

道
の
大
農
場
か
別
荘
地
の
よ
う
な
街

並
み
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
花
の

見
頃
に
訪
れ
る
と
、
北
の
大
地
に
春

が
来
た
こ
と
を
実
感
で
き
ま
す
。

◇
秋
田
市
千
秋
公
園
の
桜
と
ツ
ツ

ジ秋
田
市
の
千
秋

(せ
ん
し
ゅ
う
)

公
園
は
、
秋
田
駅
か
ら
徒
歩
一
〇
分

の
中
心
市
街
地
に
あ
り
、
お
堀
端
で

は
秋
田
駅
の
東
西
を
結
ぶ
都
市
計
画

道
路

｢秋
田
中
央
道
路
｣
の
建
設
工

事
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

例
年
見
頃
は
、
桜
が
四
月
中
旬
か

ら
下
旬
。
ツ
ツ
ジ

(写
真
3
)
が
五

写真 2 西木村のカタクリ
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図3
今回紹介した花の名所位置図

月
中
旬
か
ら
下
旬
。

関
ヶ
原
の
合
戦
後
、
秋
田
藩
二
〇

万
石
の
藩
主
と
し
て
入
部
し
た
佐
竹

氏
の
居
城
を
都
市
公
園
と
し
た
も
の

で
、
桜
の
お
花
見
宴
会
の
メ
ッ
カ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ツ
ツ
ジ
が

咲
く
と
気
温
も
だ
い
ぶ
暖
か
く
な
る

の
で
、
花
の
鮮
や
か
さ
と
葉
の
緑
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
ゆ
っ
く
り
と
観
賞

で
き
ま
す
。

諸
説
あ
る
秋
田
美
人
の
ル
ー
ツ
に

は
、
佐
竹
の
殿
様
が
秋
田
入
部
の
折

に
前
任
地
か
ら
美
人
を
選
り
す
ぐ
っ

て
連
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
、
と
の

説
も
あ
り
ま
す
。
お
花
見
客
の
中
に

伝
統
の
秋
田
美
人
を
捜
し
て
、
学
説

を
検
証
す
る
の
も
文
化
人
的
た
し
な

み
か
も
?

公
園
内
で
は
、
美
人
だ

け
で
な
く
、
近
く
の
山
か
ら
迷
い
込

ん
で
く
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
も
よ
く

写真3 千秋公園のツツジ

目
撃
さ
れ
、
秋
田
市
の
自
然
の
豊
か

さ
も
実
感
で
き
ま
す
。

県
内
に
は
ま
だ
ま
だ
花
見
の
名
所

が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。

春
先
に
忙
し
く
て
、
お
花
見
が
で

き
な
か
っ
た
方
、
ぜ
ひ
今
年
の
連
休

は
、
秋
田
の
方
へ
も
お
出
で
く
だ
さ

い
。



　　　　
　

鬱

、

れ

春
分
の
日
は
伝
統
産
業
の
圏

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
と
ん

び
会
政
令
市
ブ
ロ
ッ
ク
、
京
都
市
の

橋
本
と
申
し
ま
す
。
と
ん
び
会
に
は

昨
年
度
よ
り
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
三
月
を
も
ち

ま
し
て
卒
業
し
ま
す
の
で
、
｢最
後

の
大
仕
事
｣
と
し
て
こ
の
原
稿
書
き

を
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

地
元
京
都
市
の
紹
介
と
い
う
こ
と

で
何
を
紹
介
す
れ
ば
い
い
の
か
悩
ん

で
い
た
の
で
す
が
、
職
場
の
壁
に
貼

っ
て
あ
っ
た

｢春
分
の
日
は
伝
統
産

業
の
日

京
都
市
伝
統
産
業
の
日
｣

と
書
か
れ
た
ポ
ス
タ
ー
に
気
が
付

き
、
ち
ょ
う
ど
京
都
ら
し
い
話
題
で

い
い
か
な
と
思
い
ま
し
て
、
京
都
市

が
昨
年
度
よ
り
行
っ
て
い
ま
す
こ
の

事
業
に
つ
い
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

ま
ず
、
な
ぜ
京
都
市
が

｢伝
統
産

業
の
日
｣
と
い
う
も
の
を
制
定
し
た

の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
し
ま

す
。京

都
市
の
伝
統
的
工
芸
品
は

｢伝

統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る

法
律
｣
で
指
定
さ
れ
て
い
る
一
七
品

目
を
含
め
、
全
体
で
約
七
〇
品
目
を

数
え
、
な
か
で
も
西
陣
織
、
京
友
禅
、

京
焼
･清
水
焼
等
の
伝
統
産
業
は
京

都
市
の
基
幹
産
業
の
一
つ
で
、
市
の

経
済
活
性
化
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
極
め
て
重
要
な
産
業
で
す
。

し
か
し
、
国
民
生
活
様
式
の
変
化

や
近
年
の
景
気
の
低
迷
な
ど
に
伴

い
、
伝
統
工
芸
品
の
需
要
が
大
き
く

落
ち
込
む
な
ど
大
変
厳
し
い
状
況
に

お
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
市
独
自
で

｢伝
統

京
都
市
東
京
事
務
所

橋
本

浩
之

産
業
の
日
｣
を
定
め
、
伝
統
産
業
業

界
と
連
携
し
、
改
め
て
伝
統
産
業
及

び
伝
統
工
芸
品
の
魅
力
を
広
く
国
内

外
に
発
信
し
、
大
き
く
需
要
を
喚
起

す
る
取
組
み
を
行
い
、
一
層
の
伝
統

産
業
振
興
を
図
る
機
会
と
し
ま
し

た
。次

に
、
な
ぜ
春
分
の
日
を
伝
統
産

業
の
日
と
し
た
の
か
と
い
い
ま
す

と
、
市
民
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
に

実
際
に
伝
統
産
業
に
触
れ
、
伝
統
産

業
を
じ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り
学
び
育

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
主
眼
と
す
る

意
味
か
ら
、春
の
兆
し
が
う
か
が
え
、

大
き
な
催
事
の
少
な
い
落
ち
着
い
た

時
期
で
あ
る
三
月
の
中
･
下
旬
が
最

適
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
現
在
、

秋
に
は
既
に
多
く
の
伝
統
産
業
関
係

の
催
事
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
｢伝
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で
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で
、四
条
京
画
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で
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町
で
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礬
モ
ダ
ンと
文
化
が
、生
活
の
う
っく
し
き
を
ス
テ
ップ
す
る
o

　

京都市 ｢伝統産業の日｣ パンフレット

西から東から



続
産
業
の
日
｣
を
春
に
設
定
す
る
こ

と
で
、
春
と
秋
の
年
二
回
、
伝
統
産

業
を
P
R
す
る
機
会
と
し
、
年
間
を

通
じ
て
伝
統
産
業
の
振
興
に
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
を
考
慮

し
、
設
定
さ
れ
ま
し
た
。

観
光
面
に
お
い
て
も
、
①
こ
の
時

期
は
ち
ょ
う
ど
閑
散
期
に
あ
た
り
、

大
き
な
行
事
が
少
な
い
た
め
、
事
業

の
実
施
に
よ
っ
て
桜
の
時
期
に
繋
が

る
観
光
客
の
誘
致
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
、
②
春
休
み
に
入
り
、
大
き
な

催
事
の
少
な
い
時
期
に

｢伝
統
産
業

の
日
｣
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
市

民
･
観
光
客
に
じ
っ
く
り
伝
統
工
芸

品
に
触
れ
、
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と

が
で
き
る
、
③
休
日
に
制
定
す
る
こ

と
で
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の
集
客
力
が
期

待
で
き
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

し
た
。

で
は
、
第
一
回
目
の
今
回
、
春
分

の
日
を
中
心
に
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
よ
り
い

く
つ
か
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。ま

ず
、
春
分
の
日
に
、
京
都
市
勧

業
館
に
お
き
ま
し
て
、
京
都
市

｢伝

き

撥
ね

せ

写真 1 京都のまちはきもの姿が

漱
が

続
産
業
の
日
｣
記
念
式
典
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
式
典
の
中
で
は
、
永
年
に

わ
た
り
伝
統
産
業
界
の
振
興
に
貢
献

さ
れ
た
方
々
を
表
彰
し
、
ま
た
永
年

稀
少
で
貴
重
な
工
芸
品
の
製
作
に
従

事
さ
れ
て
い
る
店
舗
を
推
奨
し
、
表

彰
状
及
び
記
念
盾
を
授
与
し
ま
し

た
。ま

た
同
じ
会
場
で
、
｢次
代
へ
繋

ぐ
京
の
伝
統
｣
と
い
う
名
称
で
、
伝

統
工
芸
品
の
展
示
、
販
売
も
行
い
ま

し
た
。

そ
し
て
面
白
い
イ
ベ
ン
ト
と
し
ま

し
て
は
、
｢き
も
の
で
お
で
か
け
事

業
｣
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

春
分
の
日
の
当
日
、
き
も
の
着
用

の
方

(
一
、
六
〇
〇
人
)
に
、
京
都

市
バ
ス
、
市
営
地
下
鉄
の
全
路
線
と

京
都
バ
ス
の
主
要
路
線
を
一
日
中
何

回
で
も
利
用
で
き
、
観
光
施
設
の
優

待
も
あ
る
｢京
都
観
光
一
日
乗
車
券
｣

を
配
布
し
、
き
も
の
着
用
の
方
は
、

京
都
市
美
術
館
、
二
条
城
等
の
市
の

施
設
の
入
場
料
が
無
料
に
な
る
な

ど
、
"お

得
な
“
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
ま
た
き
も
の
を
着
て
ク

写真2 きもの姿でクラシックコンサートを楽しむ皆さん

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
鑑
賞
と
い
う
粋
な
イ

ベ
ン
ト
も
行
わ
れ
、
こ
ち
ら
は
無
料

と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
き
も
の

着
用
の
方
は
入
場
料
が
安
く
な
る
等

の
優
待
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
先
に
な
り
ま
す
が
今
年

度
も
ま
た
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
う

予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
、
京

都
へ
来
て
伝
統
工
芸
品
の
魅
力
に
触

れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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鬮
嚇
嘩
の
蓬
港
ま
ち
づ
く
り

㈱

ア

ネ

ト

ス

地

域

計

画

代

表

(特
定
非
営
利
活
動
法
人

ト
ラ
イ
ア
ル
理
事
)

板
橋
区
と
豊
島
区
は
副
都
心
池
袋
を
拠
点
と
し
、
道
路
網
、
鉄
道
網
等
の
交
通
体
系
、
ま
た
生
活
圏
構
成
で
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
両
区
で
は
、
自
転
車
が
有
効
な
交
通
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

放
置
自
転
車
等
の
問
題
も
有
し
て
お
り
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
。

板
橋
区
曲
豆島
区
は
平
成

=
年
度
に

｢自
転
車
利
用
環
境
整
備
モ
デ
ル
都
市
｣
の
指
定
を
受
け
、
平
成
三
一年

度
に
両
区
の
共
同
に
よ
る

｢板
橋
区
･豊
島
区
自
転
車
利
用
環
境
整
備
基
本
計
画
｣
を
策
定
し
て
い
る
。

さ
ら
に
平
成
一
三
年
度
に
は
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
の
社
会
実
験
の
公
募
で
実
験
地
域
に
選
定
さ
れ
、
特

定
非
営
利
活
動
法
人
ト
ラ
イ
ア
ル
が

｢い
た
ば
し
･と
し
ま
目
民
協
働
自
転
車
が
走
る
ま
ち
づ
く
り
社
会
実
験
｣
を

実
施
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
実
験
の
結
果
を
も
と
に
、
自
転
車
を
通
じ
た
N
P
0
、
地
域
住
民
、
民
間
企
業
、

公
共
団
体
等
に
よ
る
官
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
と
両
区
の
広
域
連
携
に
よ
る
自
転
車
の
走
る
ま
ち
づ
く
り
を
紹
介
す

る
。一

社
会
実
験
の
経
緯
と
特
徴

1

社
会
実
験
に
至
る
経
緯

平
成
=
年
度
に
地
域
の
有
志
に
よ
る
豊
島
区
･
板
橋

区
の
異
業
種
交
流
会

｢都
市

(ま
ち
)
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ

ム
｣
が
発
足
し
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
働
き
か
け
を

行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
自
転
車
の
ま
ち
づ
く
り
も
含

ま
れ
て
い
た
。

都
市
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
平
成
=

年
度
に
建

設
省

(現
国
土
交
通
省
)
が
募
集
し
て
い
た

｢自
転
車
利

上
門

周
二

用
環
境
整
備
モ
デ
ル
都
市
｣
に
応
募
す
る
た
め
、
板
橋

･

豊
島
両
区
長
に
働
き
か
け
、
両
区
が
応
募
し
た
結
果
、
モ

デ
ル
都
市
に
指
定
さ
れ
、
広
域
連
携
の
基
礎
が
で
き
た
。

平
成
三
一年
度
に

｢板
橋
区
･
豊
島
区
自
転
車
利
用
環

境
整
備
基
本
計
画
｣
を
両
区
と
都
市
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
協
力
し
て
作
成
す
る
と
と
も
に
、
自
転
車
の
ま
ち
づ
く

り
の
事
業
母
体
と
し
て
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ト
ラ
イ
ア

ル
を
設
立
し
た
。

そ
し
て
平
成
一
三
年
度
、
国
土
交
通
省
の
社
会
実
験
の

公
募
で
、
N
P
O
が
応
募
主
体
に
な
れ
た
こ
と
か
ら
、
応

募
し
て
実
験
地
域
に
選
定
さ
れ
、
両
区
及
び
交
通
管
理
者

等
関
係
機
関
の
協
力
を
得
て
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ト

ラ
イ
ア
ル
が
社
会
実
験
の
実
施
主
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
o



2

社
会
実
験
の
特
徴

今
回
の
社
会
実
験
は
、
と
し
ま
社
会
実
験
と
い
た
ば
し

社
会
実
験
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
広
域
的
に
連
携

･
一
体

化
し
た
社
会
実
験
で
あ
る
こ
と
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

○
地
域
の
発
意
に
よ
る
社
会
実
験

0
地
域
主
体
の
社
会
実
験

○
放
置
自
転
車
対
策
と
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
設
置
が
セ

ッ
ト
で
あ
り
、
板
橋
区
･
豊
島
区
の
広
域
連
携
で
行

う
社
会
実
験

○
官
民
の
役
割
分
担
と
共
通
認
識
に
立
っ
た
自
転
車
に

よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

○
計
画
立
案
や
実
験
プ
ロ
セ
ス
の
共
有
に
よ
る
地
元
住

民
、
板
橋
区
･
豊
島
区
、
警
察
、
関
係
団
体
等
の
官

民
の
信
頼
関
係
の
構
築

○
地
元
参
加
の
継
続
し
た
取
組
み
へ
の
第
一
ス
テ
ッ
プ

と
な
る
社
会
実
験

三

社
会
実
験
の
方
法

1

と
し
ま
社
会
実
験

と
し
ま
社
会
実
験
で
は
、
池
袋
駅
西
口
周
辺
を
実
験
の

対
象
と
し
て
い
る
。

池
袋
駅
周
辺
は
平
成
三

年
に
ワ
ー
ス
ト
一
位

(四
、

三
二
六
合
)
に
な
る
ほ
ど
放
置
自
転
車
の
多
い
地
域
で
あ

り
、
特
に
西
口
周
辺
地
区
は
豊
島
区
内
だ
け
で
な
く
区
外

の
自
転
車
利
用
者
に
よ
る
放
置
が
多
く
、
歩
行
者
の
安
全

な
通
行
の
妨
げ
や
都
市
景
観
の
悪
化
の
原
因
に
な
っ
て
い

た
。と

し
ま
社
会
実
験
は
、
自
転
車

･
歩
行
者
の
利
用
者
に

焦
点
を
当
て
、
放
置
自
転
車
対
策
、
自
転
車
走
行
レ
ー
ン

設
置
と
連
携
し
た
放
置
自
転
車
の
減
少
効
果
及
び
自
転
車

駐
車
場
の
利
用
率
の
変
化
の
検
証
な
ど
を
目
的
と
し
て
い

る
。そ

こ
で
、
池
袋
駅
西
口
周
辺
地
区
を
放
置
自
転
車
対
策

実
験
区
域
と
し
、
劇
場
通
り
に
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
を
設

置
し
て
、
一
体
的
な
実
験
区
域
と
し
た

(図
1
)。

実
験
内
容
は
、
事
前
実
態
調
査

(実
験
前
調
査
)、
放

置
自
転
車
対
策
実
験
調
査

(実
験
中
調
査
)、
追
跡
調
査

(実
験
後
調
査
)
か
ら
構
成
さ
れ
、
歩
行
者
、
自
転
車
、

　
　
　
　　
　　

要
N
“
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
実
験
区
間

イ

、

イ

ア

リ

バ
ン
交

バ

ヒ
量
用

ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ

ビ
目

調
オ
関
車
転
待

･
者

･
量

･
に
転
目

車
用
者
通
車
ン
目
る
る

転
J

行
交
転
イ

･
け
け

自

白
ロ

ト

、

レーンにおける
レーンにおける

る
る

け
け
-

お

お

、

　　
　　
　　

部

辺
、

周ロ

ロ

ロ

　　
　　
　　

事前実態調査
　　
　　

　
　

劇
劇

口周辺における

ン

ア
グ

数

リ
査

ヒ
ン

台

ア
調
者
リ

イ

ヒ
量
用

ア

バ追 跡 調 査

放置自転車対策実験調査

図 1 としま社会実験区域

1 としま社会実験の内容



駅出口横の自転車駐車場(実験中)

自
動
車
の
交
通
量
、
放
置
自
転
車

･
バ
イ
ク
台
数
、
自
転

車
駐
車
場
利
用
状
況
、
歩
行
者
･
自
転
車
利
用
者
へ
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
等
を
実
施
し
た

(表
1
、
写
真
1
)。同左の走行区分標識 (実験中)

壽　轉　
　

劇

2

い
た
ば
し
社
会
実
験

い
た
ば
し
社
会
実
験
で
は
、
高
島
平
団
地
と
東
武
東
上

線
東
武
練
馬
駅
を
結
ぶ
区
道
不
動
通
り
の
一
部
区
間
を
実

験
の
対
象
と
し
て
い
る
。

不
動
通
り
は
、
通
勤
･
通
学
、
買
い
物
等
に
多
様
に
利

用
さ
れ
る
道
路
の
た
め
、
歩
行
者
、
自
転
車
、
自
動
車
交

通
が
交
錯
す
る
路
線
で
あ
り
、
沿
道
は
住
宅
、
商
業
施
設

等
が
複
合
的
に
立
地
し
て
い
る

(図
2
)。

よ
っ
て
歩
行
者
、
自
転
車
、
自
動
車
交
通
を
明
確
に
分

離
す
る
た
め
、
車
道
上
に
分
離
施
設

(ガ
ー
ド
レ
ー
ル
)

を
設
け
て
自
転
車
専
用
の
走
行
レ
ー
ン
を
確
保
し
、
歩
行

者
、
自
転
車
、
自
動
車
各
々
の
安
全
性
、
走
行
性
、
快
適

性
等
を
調
査
し
た
。

実
験
内
容
は
、
事
前
実
態
調
査

(実
験
前
調
査
)
、
自

転
車
走
行
レ
ー
ン
調
査

(実
験
中
調
査
)
か
ら
構
成
さ
れ
、

歩
行
者
･
自
転
車
･
自
動
車
交
通
量
、
バ
ス
停
付
近
で
の

図 2 いた【まし社会実験区間

　　　　　　
至 東武練馬

自
転
車
走
行
レ
ー
ン
実
験
区
間

表2 いたぱし社会実験の内容

調査分類 調査地区 調査項目

事前実態調査
相生町高速下

歩行者･自転車通行量調査
自転車利用者ヒアリング調査

不動通り
バス停付近自転車動向実態把握調査

自転車利用者ヒアリング調査

薄尹迩斎
柵

廳
(

白
戸

歩行者 ･自転車車両交通量調査

バス停付近自動車動向実態把握調査

自転車走行レーン利用者ヒアリング調査

自動車ヒアリング調査

バス運転手ヒアリング調査
尭験区間沿撻をヒアリング調査

不動通り沿漣Eアンケート調査

自
転
車
の
挙
動
、
歩
行
者

･
自
転
車
利
用
者
･
ド
ラ
イ
バ

ー
･
バ
ス
運
転
手

･
沿
道
住
民
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

等
を
実
施
し
た
。

な
お
、
平
成
三

年
の
自
転
車
利
用
環
境
整
備
基
本
計

画
に
基
づ
い
て
歩
道
上
の
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
が
整
備
さ

駅前放置自転車 (実験前) 駐輪場への案内サイン (実験中) 放置禁止のビラ貼り (実験中)



れ
た
相
生
町
高
速
下
に
つ
い
て
も
交
通
量
調
査
と
自
転
車

利
用
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た

(表
2
、
写
真
2
)。

自転車走行レーンの設置工事 自転車走行レーンの設置工事

-轆

鬘
禦ぐ

自転車利用状況 (実験中)

写真2 いたばし社会実験

自転車走行レーンの標識(実験中) バス停の注意標識 (実験中)

三

実
験
結
果
の
概
要

1

と
し
ま
社
会
実
験
結
果
の
特
徴

と
し
ま
社
会
実
験
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ

た
。○

ビ
ラ
貼
り
等
の
集
中
啓
発
活
動
や
自
転
車
駐
車
場
へ

の
案
内

･
誘
導
サ
イ
ン
に
よ
り
、
平
日
･
休
日
と
も

放
置
自
転
車
台
数
が
減
少
し
て
い
る
が
、
休
日
の
方

が
特
に
減
少
効
果
が
高
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
買
い
物

の
自
転
車
利
用
が
減
少
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

(図
3
)。

○
自
転
車
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
集
中
啓
発
活
動
や
撤

去
活
動
を
行
い
、放
置
自
転
車
は
減
少
し
た
も
の
の
、

自
転
車
駐
車
場
の
利
用
率
向
上
に
は
直
接
結
び
つ
か

　　　図

れれヤ図

8 l00%

岬思う口思わない醐わからなも･馴その他国無回答 l

な
か
っ
た
。

○
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
に
対
す
る
評
価
は
、
自
転
車
利

用
者
及
び
歩
行
者
と
も
に
良
好
で
あ
る
が
、
標
識
の

充
実

(目
に
付
き
や
す
い
表
示
)
が
課
題
と
な
っ
た

(図
4
)。

2

い
た
ば
し
社
会
実
験
結
果
の
特
徴

○
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
を
設
置
し
た
こ
と
で
、
自
転
車

総
交
通
量
の
七
二
%
が
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
を
通
行

し
、
特
に
通
勤

･
通
学
時
間
帯
で
の
利
用
率
は
八

0
%
に
達
し
て
い
る
。
交
通
量
の
多
い
時
間
帯
の
快

適
性
を
物
語
っ
て
い
る

(図
5
)。

○
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
で
は
、
自
転
車
利
用
者
、
歩
行
者
、

自
動
車
ド
ラ
イ
バ
ー
、
バ
ス
運
転
手
、
沿
道
住
民
と

放置自転車台数の変化(16:㈹)

平日 休日
恒実験前圀稟験中口実験後 l

卿鰯通りに自転車走行レーンがあったら良
いと思いますが (歩行者ヒアリング)



も
概
ね
好
評
で
あ
る
が
、
沿
道
の
自
営
業
者
は
営
業

に
支
障
が
あ
っ
た
と
い
う
回
答
が
多
く
、
沿
道
利
用

時間帯ごとの自転車走行レーン走行比率

0
8
6
4
2
0
8
6
4
2
0

メ“秀きざめきみぢきざ
やでもベイやい

｣‐---‐-‐----
　　　　　　　　　　　　

にU図R
U図

不動遡り全体に自転車走行レーンがあった
ら良いと思いますか (沿道住民)

0% 20% 4鮭 60% 80% 10備

匝思う圈思わない□わからない園その他豊無回答 I

地
に
お
け
る
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
の
設
置
方
法
の
課

題
と
な
っ
た

(図
6

･
7
)
。

　
　図

四

社
会
実
験
の
効
果

放
置
自
転
車
へ
の
効
果

○
と
し
ま
社
会
実
験
の
池
袋
駅
西
口
周
辺
に
お
け
る
集

中
啓
発
活
動
、
放
置
自
転
車
撤
去
活
動
等
に
よ
り
、

特
に
買
い
物
利
用
に
よ
る
放
置
自
転
車
の
減
少
効
果

が
高
か
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
恒
常
的
に
発
生
す
る

通
勤
･
通
学
に
よ
る
放
置
自
転
車
対
策
が
課
題
で
あ

る
o

○
集
中
啓
発
活
動
等
に
よ
り
、
区
外
よ
り
も
、
区
内
か

ら
の
利
用
者
の
方
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
集
中
啓
発
活
動
に
ふ
れ
る
機
会
が
多
い
こ
と
な

ど
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

○
と
し
ま
社
会
実
験
の
劇
場
通
り
で
は
自
転
車
走
行
レ

ー
ン
の
設
置
に
よ
る
視
覚
的
効
果
で
、
放
置
自
転
車

の
減
少
効
果
が
み
ら
れ
た
。
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
の

明
示
に
よ
り
、
放
置
し
に
く
い
環
境
が
で
き
た
の
が

原
因
と
考
え
ら
れ
る

(写
真
3
)。

○
放
置
自
転
車
の
減
少
効
果
は
確
認
で
き
た
が
、
自
転

車
駐
車
場
の
利
用
率
の
向
上
に
は
直
接
つ
な
が
っ
て

お
ら
ず
、
駅
と
自
転
車
駐
車
場
の
位
置
関
係
や
買
い

物
利
用
自
転
車
の
店
舗
側
の
対
応
も
課
題
と
い
え

る
。

実
験
前

実
験
後

写真 3 ラインの視覚的効果

不動通りに自転車走行レーンがあったら良
いと思いますか (自転車ヒアリング)

% 2鍋 40% 60% 80% 10○%

圏思う囲思わない口わからない囮その他 l



2

自
転
車
走
行
レ
ー
ン
設
置
の
効
果

御

歩
道
上
の
ソ
フ
ト
分
離
に
よ
る
自
転
車
走
行
レ
ー
ン

設
置
の
効
果

○
と
し
ま
社
会
実
験
の
劇
場
通
り
に
お
け
る
歩
道
上
の

ソ
フ
ト
分
離

(ラ
イ
ン
で
の
分
離
)
に
よ
る
自
転
車

走
行
レ
ー
ン
設
置
で
は
、
ハ
ー
ド
分
離

(分
離
施
設

を
設
置
し
た
場
合
)
に
は
劣
る
も
の
の
、
歩
行
者
と

自
転
車
の
誘
導
効
果
が
あ
る
程
度
表
れ
た
。た
だ
し
、

案
内
,
誘
導
サ
イ
ン
の
効
果
的
な
設
置
が
重
要
で
あ

る
o

○
案
内
･
誘
導
サ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
複
合
的
な
サ
イ

ン
表
示
、特
に
路
面
表
示
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

○
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
の
設
置
に
よ
っ
て
自
転
車
･
歩

行
者
と
も
に
快
適
性
が
向
上
し
、
特
に
歩
行
者
の
方

が
安
全
な
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
の
設
置
を
望
ん
で
い

る
こ
と
が
把
握
さ
れ
た
。

②

歩
道
上
の
ハ
ー
ド
分
離
に
よ
る
自
転
車
走
行
レ
ー
ン

設
置
の
効
果

○
板
橋
区
相
生
町
高
速
下
の
歩
道
上
の
ハ
ー
ド
分
離

(植
樹
帯
で
の
分
離
)
に
よ
る
自
転
車
走
行
レ
ー
ン

で
は
、
歩
道
上
の
ソ
フ
ト
分
離
と
比
べ
て
、
歩
行
者

･
レ
ー
ン
と
自
転
車
レ
ー
ン
の
区
分
に
応
じ
て
通
行
し

て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

○
歩
行
者

･
自
転
車
利
用
者
と
も
に
、
自
転
車
走
行
レ

ー
ン
の
設
置
に
よ
り
、
安
全
性
と
快
適
性
を
感
じ
、

好
評
で
あ
っ
た
。

③

車
道
上
の
ハ
ー
ド
分
離
に
よ
る
自
転
車
走
行
レ
ー
ン

設
置
の
効
果
･

○
い
た
ば
し
社
会
実
験
の
不
動
通
り
に
お
け
る
車
道
上

の
ハ
ー
ド
分
離

(ガ
ー
ド
レ
ー
ル
で
の
分
離
)
に
よ

る
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
で
は
、
自
動
車
、
自
転
車
、

歩
行
者
の
区
分
け
が
明
確
に
な
り
、
交
錯
に
よ
る
危

険
性
が
減
少
し
た
。

○
歩
行
者
･自
転
車
利
用
者
と
も
に
、
安
全
性
と
快
適

性
を
認
識
し
て
お
り
、
整
備
要
望
も
高
い
。

○
自
動
車
ド
ラ
イ
バ
J
や
バ
ス
運
転
手
は
、
車
道
上
の

自
転
車
走
行
レ
ー
ン
の
設
置
に
よ
る
安
全
性
と
有
効

性
を
感
じ
て
い
る
が
、
反
面
、
車
道
幅
員
が
狭
く
な

り
、
バ
イ
ク
と
の
接
触
事
故
の
危
険
性
を
感
じ
た
と

言
う
意
見
が
出
て
い
る
。

○
沿
道
住
民
に
と
っ
て
、
自
転
車
走
行
レ
ー
ン
は
概
ね

理
解
を
得
た
が
、
商
業
者
に
と
っ
て
、
ハ
ー
ド
分
離

は
営
業
上
の
影
響
が
出
て
お
り
、
事
前
調
整
と
協

力
･
理
解
を
得
る
こ
と
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

五

広
域
連
携
と
官
民
協
働
の
実
現
へ

｢広
域
連
携
｣
と

｢官
民
協
働

(コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
)

の
ま
ち
づ
く
り
｣
は
自
転
車
の
走
る
ま
ち
づ
く
り
に
と
っ

て
根
幹
で
あ
り
、
住
民
発
意
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
進
展

を
み
せ
て
い
る
が
、
現
段
階
は
第
一
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、

今
後
多
方
面
の
展
開
が
必
要
で
あ
る
。

今
回
は
N
P
0
と
行
政
が
協
力
す
る
こ
と
で
機
動
性
と

調
整
機
能
が
発
揮
さ
れ
、
N
P
O
の
ま
ち
づ
く
り
展
開
に

可
能
性
が
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
区
や
警
察
署

等
関
係
機
関
と
の
協
力

･
信
頼
関
係
を
構
築
し
て
き
た
こ

と
も
重
要
で
あ
る

(図
8
)。

自
転
車
は
、
地
球
環
境
問
題
を
考
慮
し
て
も
重
要
な
転

換
期
に
来
て
お
り
、
自
転
車
の
持
つ
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
を

活
か
し
つ
つ
、
社
会
問
題
化
し
て
い
る
放
置
対
策
等
に
つ

い
て
は
、
行
政
上
の
課
題
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
が

一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
べ
き
共
通
課
題
と
し
て
、
ま
さ

し
く
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
で
あ

る
。

図8 自転車の走るまちづくりの経緯と目標

の
、




